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ごみ処理施設に関する調査特別委員会（第１７回）会議録 

 

平成２４年４月２６日  午前１０時００分 開会 

 

１ 出席委員 

委 員 長  西口 雪夫    副委員長  柴田 安宣 

委 員  松永 隆志    委 員  田添 政継 

委 員  笠井 良三    委 員  上田  篤 

委 員  町田 康則 

 

２ 議長の出席 

 な  し 

 

３ 顧問弁護士 

 弁 護 士  牟田 伊宏 

 

４ 証人として出席した者 

 証  人  久野 敦     （補佐人）  有賀 隆之 

 証  人  大杉 仁       （補佐人）  箭内 隆道 

 

５ 書記 

 書 記 長  宮﨑 季之    書 記  濵﨑 和也 

 書 記  吉田 将光 

 

６ 委員会に付した事件 

 ⑴ 証人尋問 

 ⑵ その他 

 

７ 議事の経過 

○委員長（西口雪夫君） 

 開会前に皆さんに申し上げます。この調査特別委員会は、真相究明のため

議会独自の調査権を委任されたものであります。特に本日は関係人のご出頭

を願って証言を求めることになっておりますので、ご協力をお願いいたしま

す。 

 また、報道各位、関係各位に申し上げます。本日の委員会における撮影等

につきましては、あらかじめ協力依頼をしたとおりであります。重ねてご協
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力をお願いいたします。 

 傍聴人の皆さんにお願い申し上げます。委員会中は静粛に傍聴していただ

きますようお願いいたします。委員会の進行を妨げるような行為は退場して

いただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。 

 なお、携帯電話につきましては、電源をお切りいただくか、マナーモード

への切り替えをお願いいたします。 

 ただいまからごみ処理施設に関する調査特別委員会を開会いたします。 

 これより議事に入ります。 

 なお、久野敦様からお手元に配付のとおり、補佐人同伴許可願が提出され

ております。 

 お諮りいたします。補佐人の同伴を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（西口雪夫君） 

 ご異議なしと認めます。よって、補佐人の同伴を許可することに決定いた

しました。 

 それでは、証人を入室させてください。 

（証人入室） 

○委員長（西口雪夫君） 

 証人におかれましては、お忙しいところをご出頭いただき、誠にありがと

うございます。何とぞ本委員会の調査目的をご理解賜り、円滑に進行できる

ようご協力をお願いいたします。 

 証人にお尋ねいたします。先ほど記載いただきました出頭カードについて

間違いありませんか。 

○証人（久野 敦君） 

 間違いございません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、証言を求める前に、証人に申し上げます。証人に証言を求める

場合には、うそを言わないという宣誓をさせなければならないことになって

おります。宣誓を行った証人が虚偽の陳述を行った場合には、３カ月以上５

年以下の禁錮に処せられることになりますので、十分に注意してご証言をく

ださい。 

 それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。 

 ここで、報道機関各位に申し上げます。テレビカメラ、写真等の撮影を中

止してください。 

 傍聴人も含め、全員起立願います。 

 それでは、久野敦証人、宣誓書の朗読をお願いいたします。 



 3

○証人（久野 敦君） 

宣誓書。 

 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを

誓います。 

 平成２４年４月２６日 久野敦。 

○委員長（西口雪夫君） 

 着席願います。 

 それでは、証人は宣誓書に署名捺印をしてください。 

（宣誓書署名捺印） 

○委員長（西口雪夫君） 

 これより証言を求めることになりますが、証言は、証言を求められた範囲

を超えないようお願いいたします。 

 また、こちらから質問しているとき、また、証言をされる際も着席のまま

で結構でございます。 

 証言をされる際には委員長の許可は必要としませんが、補佐人へ相談され

る際には委員長の許可を必要とします。また、補佐人へ相談されることは法

的な助言のみ許可させていただきますので、ご承知おきください。 

 補佐人に申し上げます。補佐人は、証人が委員長の許可を得て相談をした

際に、証人に対して助言をすることはできますが、委員会において発言をす

ることは認められておりません。発言される場合には退場を命じることもあ

りますので、ご承知おきください。 

 なお、録音しておりますので、質問を最後まで聞き終わってからお答えい

ただきたいと思います。 

 なお、本委員会の調査機関が組合発足の平成１１年からと非常に長期間に

わたる調査を行いましたので、それぞれの期間を区切って調査をしていただ

きました。調査期間ごとに調査に当たられました委員の方に主尋問をしてい

ただき、その後、各委員から補足質問をさせていただきたいと思います。 

 それでは、これから具体的に質問をさせていただきます。 

 まず、久野敦氏への質問を松永委員よりさせていただきます。 

○委員（松永隆志君） 

 どうもおはようございます。諫早市議会の松永でございます。今回緊張さ

れていると思いますけれども、楽にしてお答えいただければと思っておりま

す。 

 前回は佐藤証人にもお話ししていただきまして、大体私も理解してきたと

ころが多々ございます。若干、疑問に思ったところもございますので、佐藤

証人と同じようなパターンでお伺いしていきたいと思いますので、よろしく
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お願いいたします。 

 まず、久野証人に、この県央県南のクリーンセンターですね、この施設に

係わる業務といいますかね、携わられたのは、いつからいつまでですか。 

○証人（久野 敦君） 

 私は、入札当時はＮＫＫ日本鋼管に在籍しておりまして、本件に関しては

担当しておりませんでした。その後、ＪＦＥに統合してから、平成１６年の

４月に福岡にある九州支社に赴任して、そこからこちらの担当をしました。

そこから２００７年ですから、平成１９年ですか、の１１月に本社に帰任す

るまで約３年半ですね、こちらのほうを担当いたしました。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらば、佐藤証人に伺ったんですけれども、久野さんの仕事というの

は営業担当ということで、こちらの担当であって、ここに常駐しておられた

わけではないですね。 

○証人（久野 敦君） 

 ないです。常に福岡の九州支社におりました。 

○委員（松永隆志君） 

 ああ、福岡の九州支社におられたと。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 具体的にここの組合との関係で、どういうことで業務されていたんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 営業ですので、主に契約関係ですね。あと営業ですから色んな業務、現場

から依頼があったものについて、営業のほうからやってくれと言われれば、

それに対応したということです。 

○委員（松永隆志君） 

 佐藤証人からも契約とか覚書関係の詳細になりますと、これは営業のほう

でやっておられたので、久野さんに聞いてくれということで、回答がござい

ましたので、その点について伺いたいと思います。 

 ちなみに、今、現在はどういう仕事ですか。 

○証人（久野 敦君） 

 今、海外の営業をやっていまして、実は４月１日からドイツのフランクフ

ルト、まだ赴任前なんですけれども、来月からはそちらのほうに行く予定に

しています。 

○委員（松永隆志君） 

 海外にもこういうふうなごみ処理施設を造られているのですか。 
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○証人（久野 敦君） 

 そうです。営業はごみ処理施設の営業です。 

○委員（松永隆志君） 

 ちなみにもう１つ、サーモセレクトについてもやっておられるんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 私、ヨーロッパを担当しているんですけれども、サーモセレクトとの契約

上は、ヨーロッパではサーモセレクトは売れませんので。私、海外の今やっ

ている営業ではサーモセレクトは売れないということです。 

○委員（松永隆志君） 

 具体的に今、ＪＦＥとしては主力というのは、もうサーモセレクトじゃな

くて、この前、佐藤証人も、実際のところ、平成１７年以降サーモセレクト

も、ここぐらいが最終だったような話だった。 

○証人（久野 敦君） 

 現実問題として受注はできていませんけれども、基本的に営業、今、国内

営業がどういう方針なのか、正直私は担当外なのでお答えできませんが、お

客様のニーズに合わせて、ストーカ炉でもガス化炉でも、ニーズが合えばそ

れをお出しするということですから、ただ、今の営業方針はよくわかってお

りません。 

○委員（松永隆志君） 

 何か佐藤さんのお話では、ちょっと私も色々ホームページを調べたりした

ら、もう売っていないんですね、サーモセレクト。 

○証人（久野 敦君） 

 ああ、そうですか、ちょっと私、今、ホームページ。 

○委員（松永隆志君） 

 もう売られないのかな、佐藤証人に聞いたら、割と合わない機械、儲けが

少ないと言われたかな、なんかそんな表現で言われたと思いましたので、そ

うかなと。 

 それから、佐藤証人も同じように、本当はもうおられる前に済んだことな

んですが、発注仕様書とか応札条件、ここの辺に直接係わりはあられたと思

いますけれども、契約とか営業でならば当然知っておられたということでご

質問しますので、まず、甲第３号証をご提示願います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 書記、甲第３号証の提示をお願いします。 

（証人へ甲第３号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 発注仕様書と言ったら、ここの組合がこんな焼却施設といいますか、処理
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施設が欲しいからということで示したものがこの発注仕様書ですね。それは

もうご理解いただけると思います。 

 そして、この３ページをお開きください。開いていただけましたか。ここ

に、県央県南クリーンセンター建設に当たって、まずどういうふうな処理能

力の機械が欲しいかということで記載してございます。公称能力で指定され

たごみ質の範囲内、これは次のページに書いてありますけれども、１，１０

０ｋｃａｌから２，８００ｋｃａｌの、これはもう地域の家庭ごみですから、

これだけ幅がある。これを大体日量で３００ｔの処理能力を有するものが欲

しいということで、この３００ｔというのはどういうふうな計算されたのか

と言ったら、中をご覧いただきますと、平成２１年はその地域から大体日量

２２１ｔ出てくるだろうと。そしてかけるの３６５日とすると８０，６６５

ｔ、これを３６５日で毎日処理したら２２１ｔだけれども、そんなことの施

設としていくんやったら、施設の稼働率で見ると、計算していくと、大体１

日３００ｔの処理能力があればいいだろうということで出されたと思います。

これが発注仕様書、これもうご覧になられたことあったと思うんですけれど

も。 

○証人（久野 敦君） 

 この部分は見ております。 

○委員（松永隆志君） 

 結局、これが言ってみれば、注文側からの大前提の注文としてあったわけ

ですね。 

 そして、次に甲第４号証。 

○委員長（西口雪夫君） 

 甲第４号証をお願いします。 

（証人へ甲第４号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 この応札条件の２ページに、これが、先ほどは発注仕様書で能力等を示し

た中身が書いてある。今度は入札に参加される方に、経費の面で、ここも幾

らでも金使ってそういうできるわけじゃなし、一応税金で各市負担しながら

着工しているので、一応どれぐらいの経費でやれるような施設を造ることで

示すためのこの応札条件。 

 ２ページのごみ焼却施設、年間６億７，５００万円、こう書いてあります

ね。そして、これは応札される場合は、ごみ焼却施設の年間平均経費なんで

す、これは。６億７，５００万円以内で納まるよう経費の内訳書を提出して

ください。年間経費と平均経費の内訳を出してくださいということで、これ

ができないならば、満たすことができないときには、もう応札に参加しなく
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ていいですよ、こちらから指名取消しますよということがこの次のページ、

３ページに書いてあります。 

 そして先ほどの続き、一応提出される年間経費は保証事項となります。こ

れはもう間違いございませんね。だから、年間処理量、先ほど言った処理能

力、そして経費的には年間平均６億７，５００万円以内に納まるような施設

を造ってくださいというのがこの組合からの要望なんです。というところま

ではご存じですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 最初に申し上げたとおり、私、当時はＮＫＫで、後から知って、そういう

意味では、ここに書いてあるのはそのとおりだと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 ＮＫＫから来られて、その当時ここで担当しておられたのは前任は藤田さ

んですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 藤田ですね、はい。 

○委員（松永隆志君） 

 藤田さんがこの辺は全部担当されていたと。 

○証人（久野 敦君） 

 と聞いています。 

○委員（松永隆志君） 

 それ引継がれて、契約関係ですから、当然お客といいますか、注文側の要

望というのはちゃんとそれで理解されていたと。そして、それに対して甲第

５号証、これは年間経費内訳書ということで、川崎製鉄大阪支社長名で平成

１４年の１０月２２日だったですかね。これが言ってみれば年間平均ですね、

６億７，５００万円以内で納めてくださいということで出したら、川鉄さん

からは、トン当たり７，２７１円、年間で８０，６６５ｔでいきますと５億

８，６５１万８，０００円でできますよと。言ってみれば、もうこちらから

提出したものよりも大幅に安くて処理できる施設ということで提出して来ら

れたんです。これも見られていますか。間違いないですね。出されているん

だからですね。だから、この資料そのものに間違いはございませんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 これを出したということであれば。 

 ただ、私が聞いている中では、１回６億７，５００万円に近い数字で出し

たら、もっと下げて出してこいと言われて、もう１回出したというような話

は聞いていますけれども。 

○委員（松永隆志君） 
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 ああ、それはどなたから。 

○証人（久野 敦君） 

 私は佐藤から聞きましたが、佐藤は藤田から聞いたということで。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、藤田さんが１回６億７，５００万円という形で組合のほうに提

出したら、もっと下げてくれと言われたということなんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 と聞いていますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そのときの組合の担当というのはだれございますか。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、又聞きなどでわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、藤田さんでも聞かんといけんですね。 

 そして、それに基づいて、今度は甲第８号証。 

○委員長（西口雪夫君） 

 性能保証の覚書をお願いします。 

（証人へ覚書を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 これは、性能保証に関する覚書でございます。これはご記憶あられますか。 

○証人（久野 敦君） 

 記憶あります。 

○委員（松永隆志君） 

 これは、この覚書の作業というんですか、携われていますか。 

○証人（久野 敦君） 

 私が赴任したのは平成１６年の４月以降ですから、そのときにはもう変更

覚書の協議は、協議中でしたので、それから私は参加したことになります。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そのときは既にもう覚書の締結はとうに過ぎていた。 

○証人（久野 敦君） 

 こちらのほうですか。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。 

○証人（久野 敦君） 

 だったと思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 
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 実際に書面としては見たけれども、この作成には携わっていないわけね。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね。 

○委員（松永隆志君） 

 それが、この前、佐藤証人にお伺いしたら、びっくりするような証言があ

りまして、この覚書は１５年末か１６年に入ってから締結したんだと。そん

なこと佐藤証人が言ったんです。 

○証人（久野 敦君） 

 私は佐藤からではなくて、ちょっと藤田ではない、もう１人担当がいたん

ですけれども、変更覚書を担当していた者がいて、その者から当時の状況を

聞いたときに、佐藤が言ったような話は聞いたことがあります。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、１５年末から１６年にかけて、とにかく１年ぐらい遅れてこの

覚書の締結がされたと。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね、１年ぐらいだったかどうかは、私も正確な日時は覚えていま

せんけれども、実際、私が聞いている中では、元々変更覚書の協議もずっと

やっていましたけれども、実施設計等で当然色んなお客様から、組合さんか

らの要望があって仕様が変わってきたりとか、そういったものもあったんで、

ずっとそういう協議をしてきました。ただ、組合さんからも契約をすぐに何

かしら残さなきゃいけないというのもあったんで、こういうものを結んだと

いうふうに聞いています。 

 ただ、それは変更覚書があるという前提でこれを結んだというふうに聞い

ていますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 その覚書というのは、応札条件にすぐに結びましょうということで出され

ている書類なんですね、そもそも。応札条件のときに覚書締結ということで、

実は覚書の中身といいますと、そこに書いてあって、先ほど言いました年間

経費内訳書５億８，７００万円、それを明記してあるだけのものなんですね、

基本的に。 

○証人（久野 敦君） 

 応札条件ですか。 

○委員（松永隆志君） 

 応札条件の後ろに覚書のひな形があるんです。そこに空欄があって、先ほ

どの覚書を見て、応札条件の後ろを見ていただきたいと思いますけど。 

○委員長（西口雪夫君） 
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 ちょっと待ってくださいね。応札条件の後ろを見てください。案と。 

（証人へ応札条件の後ろを提示） 

○委員（松永隆志君） 

 それで、ざっと書いてあって、基本的にこれと全く同じなんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 これは担当から聞いたものなので、私がその場で聞いたわけじゃないです

けれども、基本的にこちらの覚書どおりでは、実際の稼働後にはごみも変動

するし、そういった変動に対応できていない、このまま使ってもですね。な

ので、こういった変更覚書というものを協議しましょうと。もちろん実施設

計で変わってくるものもありますし、そういう協議をずっとしていたという

ふうに認識しています。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらですよ、覚書そのものは本来すぐにすべきものなんですよね、契

約と同時に。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、このまま結んでも実際の稼働になったときにどういうふうに精

算すればいいのかとか、ごみ質が変動したらどういうふうに精算するのかと

か、そういったものが全くこれではできないということで、組合さんと協議

を進めていたということです。 

 ただ、組合さんとしてはやっぱり何かそういう契約を結ばないと、これは

想像ですが、議会等へも説明しなきゃいけなかったでしょうし、そういうこ

とで結びたいという要望から、ちょっと言葉は不適切かもしれませんが、場

つなぎ的にこういったものを結んだんじゃないかと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、その覚書というのは、そちらの言葉からいくと、場つなぎ的に、

場つなぎならばですよ、そもそもすぐ契約と同時に契約があって、この覚書

の期日というのは平成１４年１２月２日になっているんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 契約直後ね。なぜかと言ったら、応札条件に示してあるような形ですね。

すぐ結びましょうという契約になると、そして、そこの押さえの金額は、６

億７，５００万円とこちらはこの案には書いていないけれども、川崎製鉄の

ほうから５億８，７００万円となっているというから、その金額ですぐに結

んだというふうに私が理解していたんですけれども、今のお話では、そうじ

ゃなくて、それじゃ結べないよということで川鉄さんのほうから言って、そ
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れで延びていたんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 結べないよというか、協議をしていたということですね。 

○委員（松永隆志君） 

 ああ、そしたらば、それが大体１年間続いていたんですよね 

○証人（久野 敦君） 

 １年だったのかどうか、１年ぐらいだったと思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 うん。しかしですよ、１年続いていたら、結んだのが例えば１５年の秋冬

から１６年としますと、そのときには川崎製鉄自体存在しないです。 

○証人（久野 敦君） 

 ＪＦＥになっています。 

○委員（松永隆志君） 

 うん。そしたら、この覚書の一番後ろのあれは川崎製鉄と結んだわけです

よね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 これは、もうそのときは存在しなかった会社だけど、印鑑だけそのときの

ものだったわけですか。 

○証人（久野 敦君） 

 当時、どういうふうに担当がこういったもの、印鑑を押したか、決裁した

かどうかは、私はちょっと担当じゃないのでわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、そういうことが確かになされたんだよという言葉を。 

○証人（久野 敦君） 

 聞いたところですね。 

○委員（松永隆志君） 

 聞いたのですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 証人ね、注意して発言してくださいね。もし虚偽の陳述があった場合は、

後でこっち告訴しなくてはいけませんので、注意をしてくださいね。後でま

た調べます。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。ということは、その件については、ほかの方々からもお尋

ねしたいと思いますけれども、佐藤証人の証言と同様に、この性能保証に関
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して覚書自体が結ばれたのは、この日付よりも大体１年ぐらい後だというこ

とで、佐藤証人と同じ、それはもう直接いなかったからあれだけれども、し

かし、１６年４月までにはもうとにかく結ばれていたのはもう結ばれていた。 

○証人（久野 敦君） 

 だと思いますけれども、そのタイミングでこれを見たかどうかはちょっと

記憶にはないですが、あったとは思います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 松永委員、ちょっと１点、私、確かめたいんですが。（「はい」の声あり） 

 先ほど年間経費見積書ですね、それを川崎製鉄さんが５億８，６５２万円

で出しておられますけれども、こちらの組合のほうからもう少し下げて提示

をしてくれと言われたと先ほど言われましたね。ほかのタクマさんが１４年

１０月付で出されたのが６億７，５００万円ちょうどなんですね。そして新

日本製鉄さんも６億７，５００万円ちょうどなんですね。そして荏原さんも

６億７，４９０万円、１０万円引くんですけれども、そしてあと日立造船さ

んがずっと１年目で４億２，１５８万円から１５年ずっと上がっていって、

平均で６億７，５００万円で提示されているんです。ここだけ、おたくだけ

が、川崎さんだけが５億８，６５２万円というひどく下げた数字を出されて

いるんです。これ本当だれかこっちの組合から、いわゆるさっきの間違いな

いですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 私はそういうふうに確かに聞いておりますので。 

○委員長（西口雪夫君） 

 おたくはどちらから聞いたんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 佐藤から聞きました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 佐藤さんからですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

はい、どうぞ。 

○委員（松永隆志君） 

 今の話からいきますと、再度金額についても調べておく、この辺について

は調べ直す必要があろうかと思っています。 

 本来６億７，５００万円以内ならば、要するに、入札ですから、何も再度

勉強してきて下げる必要なんて全くないことだからですね。 
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○証人（久野 敦君） 

 私も思います。 

○委員（松永隆志君） 

 指示を出すということ自体、そういう不思議に思われた。わかりました。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。どういう場面で、公式な場面なのか、電話なのか、そういっ

たことは全く認識しておりませんので。 

○委員（松永隆志君） 

 久野証人としては、聞かれた範囲内で、それはもう記憶違いなんかもある

かもしれませんけれども、証言としてはその辺のことを確認させていただけ

ればと思います。 

 そして甲第９号証提示願います。        

○委員長（西口雪夫君） 

 実施設計書の提示をお願いします。 

（証人へ甲第９号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 もうこの辺になると、大体よくご存じのことと思います。 

○証人（久野 敦君） 

 営業担当としては余り詳しくは。 

○委員（松永隆志君） 

 営業担当としては、詳しくはない、というのはわかります。 

 ここの１の２の１を開きますと、先ほどの応札に至ることまでが書いてあ

ります。言ってみれば、これは実施設計図書、これはもうＪＦＥが出されて

いるわけですね。もうこういう形で造りますと。そこで出されている性能と

いうのは全くもう３００ｔ、日量３炉で３００ｔ。そして計画ごみ質も低質

ごみから高質ごみということで、もううちは発注どおりでございますという

ことで出されています。 

 そして、今度は２の３の８になりますと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ちょっと待ってくださいね。提示。 

（証人に２の３の８を提示） 

○委員（松永隆志君） 
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 ここに、用役収支が記載されているんですね。ここを見ていきますと、本

当ならば用役はこちら側からの応札条件６億７，５００万円が、年間経費内

訳書を見ていきますと５億８，７００万円ということで出されて、そんな金

額でずっと押さえた。そして覚書まで金額だったのが、ここで量に変わった

んですね。それが先ほど言われた話の内容と思うんですけれども、実際、こ

れはどういうふうに変わったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 先ほど申し上げたとおり、ごみ質、用役に関しましては、我々が電力会社

と契約したいとか、ガス会社と契約してやるものではなく、組合さんが契約

しますから、当然単価を組合さんが決めることになります、交渉でですね。

そういった意味では、我々が額を保証するよりかは、量を保証したほうがい

いでしょうと。 

 もう１つは、ごみの変動によって変わりますから、ごみ量、ごみ質のです

ね。そういったところで、量保証したと聞いているはずです。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、額じゃなくて、使う量としてはＪＦＥとしては保証しているふ

うになるんですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 それで、もう１つ、佐藤証人の発言で、佐藤証人は着任当時から６億７，

５００万円年間経費、そして５億８，７００万円でしたか、そういった年間

経費内訳書について、そういうものに出されている年間の平均経費、これじ

ゃとても処理できないよというふうな感じを持っていた。もっと掛るんだよ

て。だから、これは、この計算そもそもの計算が２，０００ｋｃａｌで８０，

６６５ｔで計算したものであって、ごみ質も変動するんだから、それは経費

だってどんどん違うよと。だから、この６億７，５００万円じゃないんだよ

ということを言われたんです。到底それじゃ済まないよということを聞いた

ことがあります。だから、それについては組合さんにも理解してもらわなく

ちゃいけない。それが言ってみれば、変更覚書の協議の経緯みたいなことを

言われたんです。その辺はどうなんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ええ、元々そういうふうに担当者から引き継いで私も協議に参加したつも

りです。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、量に置きかえるというのは、ＪＦＥの意図ではそもそも掛る経
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費６億７，５００万円みたいな金額は、頭を押さえるですね。そういうもの

を取っ払うために量でやられるということだった、協議の目的としては。実

際、その６億７，５００万円、そして年間経費内訳書に示しておられる５億

８，７００万円ですか、これじゃ到底できないよというのを、もう佐藤証人

の発言では、もうその時点で、そういうことを組合さんはちょっと誤解して

おるから、その辺をあれするためにきちっと量で押さえるようにしましたと。 

○証人（久野 敦君） 

 超えるからというか、どういう設計の計算の仕方で、当時、私も担当外だ

ったんで、どういう根拠で示した数字かは認識していませんけれども、私が

変更覚書協議で認識していたのは、あくまでメンテナンスや人件費に関して

はそのまま当初の年間経費内訳書に即して額として保証することを残し、用

役に関しては、ごみ質やごみ量の変動に対応できるように量保証した。それ

を分けて考えたということだけしか私は認識しておりません。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらですよ、今、組合側から聞きますと、じゃあれはもう応札条件か

らスタートして覚書、そして変更覚書に至るも、覚書から変更覚書に至った

のは、今まで金額で押さえたのをあえて、その押さえが難しいものに対して

は量で押さえるように変えたんですよと、そこは間違いない。 

○証人（久野 敦君） 

 間違いないです。 

○委員（松永隆志君） 

 そして組合が主張する。しかしながら、そもそもの応札条件のこの６億７，

５００万円、そしてそちらから出された５億８，７００万円というのは、そ

もそもそこの中では生きているんだよというふうな主張。 

○証人（久野 敦君） 

 それは生きているというか、一部は生きていますけれども、５億８，７０

０万円ですか、という総額は、もう変更覚書上はどこにも出てこないと思い

ます。変更覚書で出てくる数字はあったと思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そちらでしているＪＦＥとしては、その保証事項について具体

的にちょっと教えてもらいますか。そういうものについてはどれくらい増え

たらどちらのほうに経費を持つ。今、問題になっているのは、裁判でも経費

の問題ですよね、用役費が嵩んだもんで。その辺の負担、ＪＦＥとはそもそ

もどこまでは自分たち負担、保証事項の範囲。これまでというのが．それを

変更覚書協議の中でされたというんですか。 

○証人（久野 敦君） 
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 まさにそれ、裁判で今、争点になっているところですので、ちょっとこの

場ではお答えを差し控えさせていただきたいんですけど。 

○委員（松永隆志君） 

 裁判で確かに争点になっているんですけれども、何もその争点を覆して突

っ込んだ質問はしませんので、そちらのその当時の考えだけでもお聞かせ願

いたい。こういうことなんですよと。 

○証人（久野 敦君） 

 この変更覚書に書いてあるとおり、維持補修費、人件費、それの資料ござ

いますか。 

○委員（松永隆志君） 

 変更覚書資料甲第１０号証。 

○委員長（西口雪夫君） 

 甲第１０号証を提示してください。 

（証人へ甲第１０号証を提示） 

○証人（久野 敦君） 

 ここの４ページの、まず④ですね、運転経費及び維持補修費の保証につい

ては、本施設とも正式引渡しを３年ごとに精算及び見直しを行い、その３年

間の総額を１４億６，１００万円以内とする。この中に運転経費、それから、

維持補修費についてはこのように額で保証しております。 

 ただ、もちろん前提条件というのがございますので、それが年間８０，６

６５ｔ、これはあくまで年間我々がごみ処理をしなきゃいけない保証するで

すか、これが前提条件になります。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、それ以下だったらよろしいんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 それ以下であれば、もちろんごみ処理ですから、色んな状況あるかもしま

せん。例えば、地震があったりとか、色んなごみ焼きだとか、そういったも

のは個別に協議するといはいえ、基本的な前提条件があくまでそうです。 

○委員（松永隆志君） 

 というふうなことでこの変更覚書が結ばれたということですけれども、結

局、それは今までの年間経費内訳書でそちらから出された金額、それが生き

ている覚書、この金額での保証内容というものを取っ払って、協議の結果と

しては、ＪＦＥとしてはそのまま残すといったら大変なことになったと思い

ます。 

○証人（久野 敦君） 

 取っ払ってはいませんけど。 
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○委員（松永隆志君） 

 取っ払ってはおられないんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ちゃんとそういった応札条件から協議して、脈々とこういうものは残しな

がら、もちろん使用がアップして経費が増えるものについては認めてもらい、

関係ないものについては除き、その決まったものが今言った金額になったと。

用役に関しては量で保証するということです。 

○委員（松永隆志君） 

 その考え方ですね、当然変更覚書の協議の中でですよ、議論されたと思う

んです。一番問題は、その総額保証で６億７，５００万円、年間平均経費、

これでやってください。そしてそれを５億８，４００万円でできますよて言

うて、そちら出されたんです。そして、それが生きていて覚書が結ばれた。

そして変更覚書に至ったときに、それじゃちょっとできませんからというこ

とで量に押さえを変えた。言ってみれば保証内容の変更ですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 できませんよというか、測定方法、計算方法といいますか、全く無視して

新しいものを造ったわけではございません。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、保証内容の変更であることはお認めになる。 

○証人（久野 敦君） 

 保証内容ですか。 

○委員（松永隆志君） 

 うん、保証事項の変更と言ったらいいんですかね。今まで金額で保証して

いたものを、量に関して保証に変更する。 

○証人（久野 敦君） 

 それは用役ですね。それ以外のものは額でこうやって保証していますよね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そういうものの協議の中身、そして言ってみれば、組合側に対

してそういうことで変更しますよというのは、当然協議の中で説明していか

れながら進められたと思うんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 当然そうですね。 

 ただ、すみません。それは私が赴任した４月以降は、もう既にその大枠、

骨子は固まっていたので、どういう説明をしたのかというのは、私は担当か

ら聞いた限りで、こういうふうに変わってきていますというのを聞いていま

す。 
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○委員（松永隆志君） 

 なるほどですね。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、私が説明したことではないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、甲第１８号証を提示してください。 

○委員長（西口雪夫君） 

 甲第１８号証、土井勝好氏の陳述書をお願いします。 

（証人へ甲第１８号証、陳述書を提出） 

○委員（松永隆志君） 

 土井勝好さんというのはご存じですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 よく業務的にも連絡とられていたという方の証言、１７ページのほうに、

過去にこんなことが答弁されています。本格稼働間もない平成１７年５月ご

ろのことでした。変更覚書の協議を行っていた担当者の久野さんが電話会話

の中で、唐突に用役量の罰則は変更覚書、今、さっき言われたとおりのこと

ですけれども、３ページの②の前提条件と異なれば、４ページの⑤によって

適用されませんと言い出した。つまり、２，０００ｋｃａｌ、年間８０，６

６５ｔ、ここが保証みたいなことで言われたということでびっくりしました

という話が証言されておるんですよ。言ってみれば、それまでの変更協議の

内容を充分ご存知、大枠は決まっていたけれどもと言われますけれども、日

常のパートナーのところに、この誤解をしておられるのをわからなかったん

ですか。わからなかったと言われたらもうそれまでなんですけど。 

○証人（久野 敦君） 

 前提条件と異なればという意味ではそのとおりだと思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そして、その下のほうで（３）の前、また本格稼働後１年も経たない時期

に、久野さんのご発言ですけれども、変更覚書で罰則をなくさなければ会社

負担が大きく大変なことになる。そう聞いたと言われるけど、そんなこと言

われたんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 全く記憶にございません。 

○委員（松永隆志君） 

 それに類するような会話をしたことも。 
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○証人（久野 敦君） 

 記憶にないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、久野さんは記憶にあられるかということは、言ったかもしれな

いけれども、記憶にないということですか。 

○証人（久野 敦君） 

 記憶は、記憶にないということしか言いようがございません。 

○委員（松永隆志君） 

 記憶にないということは、言ったかもしれないけれども、記憶にない。 

○証人（久野 敦君） 

 記憶にございません。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。これは言っていないということではないわけですね。絶対こんな言

うはず、こんな感覚は持たなかったなかったというならば、言っていなかっ

たというけれども、記憶にない。 

○証人（久野 敦君） 

 記憶にございません。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。 

 ただ、少なくとも土井さんの証言では、久野さんは、罰則をなくしたこと

によって会社負担が大きく軽減されている。これは変更覚書をやってよかっ

たんだなということを言ったと陳述されておりますので、その辺知っておら

れるかどうか。 

○証人（久野 敦君） 

 罰則はなくしていませんけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 もうそういうふうなご理解ならばまああれですけれども、まあ、言われた

か言われなかったかは記憶にないということで。 

 そしてもう１回話を覚書のところに戻したいと思います。覚書の協議とい

うものにはもう参加されていなかったんですけれども、覚書の基礎になるも

のというのは何なんですか。今日の先ほどの会話の中でもやっておりました

けれども、結局、金額ですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 金額と量ですね。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。そして特に覚書、お手元にあるかと思いますけれども、覚書できち
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っと押さえてあるところが５億８，７００万円というこの金額ですよね。こ

れは、佐藤さんの話では、これについてはこんなに経費ではできないよ、大

体トン当たり７，０００円なんてものは、本来、直接こういう言い方はされ

ませんでしたけれども、そういう趣旨の発言があったんですよ。今、組合は

大体トン当たり１万３，０００円ぐらいで、非常にほかに比べたらお安い経

費で済んでいるでしょうという言い方されたもんですから、結局は、そもそ

もの発想が７，０００円なんていうのは、そもそもそんな経費でできるはず

ないよ。そして、組合経費の３億５，０００万円、あれを割っていきますと

大体８千何百円ですか、８，０００円ちょっとなんですよ。だから、その程

度でもできないよというのが、佐藤さん技術担当だったから、そう思われた

のか、その辺について疑問に思われませんでしたか。こんな経費でできるわ

けないよて。 

○証人（久野 敦君） 

 正直私はサーモセレクトの費用がどれぐらい掛るのか、元々ＮＫＫ出身で

したし、わからない中で、これでできると言えばやらなきゃいけないですし、

私があくまで変更覚書で認識していたのは、出した数字に対して理由がつく

ものについては上げてもらい、用役量については、できるだけ組合さんに了

解もらって用役量を保証し、別にこれだけ掛るから上げるためにやったとか、

そういった協議は一切していません。 

○委員（松永隆志君） 

 ということは、久野さんのそのときの目的というのは、用役量保証に切り

替えたというのは、会社の負担を軽減させるため、その前提にあったのが先

ほど言ったように、とてもこの５億８，７００万円、この経費でできるわけ

ない。それを実態に近い数字、経費に戻すためにやったということではない

ですか。 

○証人（久野 敦君） 

 実際幾ら掛るのか、そのときは何もわかりませんので。 

○委員（松永隆志君） 

 実際稼働されてませんからね。 

○証人（久野 敦君） 

 私の仕事としてはいかにリスクを少なくするのか、我々の責任でない部分

ですね、そういったものを契約上ちゃんとチェックして、こういった文書に

していくというのが私の仕事です。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、実際、稼働とかしていない前にですよ、その量とかなんかで押

さえられるというのは、これ実施設計書じゃないわけですよね。 
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○証人（久野 敦君） 

 実施設計書ですか。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、数量とかなんかありますけれども、本当ならば１年間ぐらい稼働さ

せて、これぐらいの経費、これぐらいの量がかかりますねということで協議

して押さえるというのが、ほんとは１番リスクが少ないでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 我々からしてみたらそうです。 

 ただ、それを許していただければそうしたかもしれません。 

○委員（松永隆志君） 

 それは、組合側からはそういうことは話されませんでしたか。 

○証人（久野 敦君） 

 具体的にそういう話が出た記憶はないです。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、変更覚書の協議というのは、久野さんが係わられた１６年４月

から１６年の１２月だったですね、その中で何回ぐらい協議されていたんで

すか。 

○証人（久野 敦君） 

 大体１カ月か２カ月に１回ですから、５、６回ですかね。ちょっと正確な

日数は覚えておりません。 

○委員（松永隆志君） 

 甲第３０号証の３を提示してください。 

○委員長（西口雪夫君） 

 書記、甲第３０号証の３、変更覚書の協議をお願いします。 

（証人へ甲第３０号証の３を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 確かに久野さんは１６年５月１２日の協議から参加されているんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい、そうですね。 

○委員（松永隆志君） 

 言われたとおり、４月にこちらの担当になられている。そして、その後は

ずうっと漏らさず、こちらにだれがだれだったかわからないところもあるん

ですけれども、あとは全部参加されていると思うんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ええ。 

○委員（松永隆志君） 
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 結局、言われたような今の量で押さえようとか、一番ここで裁判の争点に

なっているようなところは、もう久野さんが来られる前に全部済んでいた、

大枠はということですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、この辺で一番の責任者はだれだったんですか。そちらのＪＦＥ 

では、奥村さんかもしれませんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね、奥村が一番、当時の部長ですから。 

○委員（松永隆志君） 

 奥村さんというのがこの辺で一番。 

 それで、佐藤さんにお伺いしたら、自分は契約かなんかは担当ではなくて、

営業担当が大体、そのときの営業担当はだれですかね。伊藤さんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 九州支社にいたのは伊藤ですけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 久野さんの考えでしたら、この人ならばよう知っておるだろうという人を

ご推薦いただくような方がおられたらですね。 

○証人（久野 敦君） 

 まあ、大分時は経っていますので、どこまで本人の記憶があるかわかりま

せんけれども、私がこの件について引き継いだのは奥村ですね。 

○委員（松永隆志君） 

 奥村さんというのがやっぱり一番お詳しいですかね。 

 それで、この後の回数からいったら、久野さん参加されたほうが後段で一

番大詰めのはずなんですよ。参加された回数のほうがですよ。１６年の５月

という。なぜかというと、この変更覚書の協議そのものが１５年の９月にス

タートして６回あっている。その後、１０回ぐらいはもう参加されていたわ

けですたいね。ですので、実はその１０回参加されたところでどんな話があ

ったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 主に変更覚書の文言の修正ですね。細かい文言、かなり神経を使っていま

したので、そこでやりとりしていました。 

○委員（松永隆志君） 

 それで、その後ろを１枚お開きになっていただきますと、今の甲第３０号

証、横長いのが今の協議のものです。その１枚開きますと、組合側が記録し
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ている協議内容というのがずうっとメモ的なもので、そんな詳しい議事録的

なものじゃありませんけれども、そのときそのときにこういう話をして、ど

ういうことがございましたよというのを書いてある。 

 そしたら、川鉄さんというか、ＪＦＥ側にはこれは全く存在しないんです

ね。あったかもしれないけれども、もう年月が経っているからということで、

だから、その辺の中身を証明するものといったら３つ、書面的なものではこ

れしかないということですね。 

○証人（久野 敦君） 

 組合さんとして証明されていますね。 

○委員（松永隆志君） 

 そうそうそう。そしたら、ＪＦＥとしては、その中身としての証明するも

のはそういう書類的なものはないのか。 

○証人（久野 敦君） 

 私が知る限りではわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりませんね。この協議内容において、今、言ったように、もう一回確

認しますけれども、言ってみれば、作業的なもので、金額から量に置きかえ

て作業を続けられた。 

○証人（久野 敦君） 

 私が来る前にもうそういう大枠は作業として済んでいまして、私が来たと

きには文言の修正だったので、こういった書面にファイルを送りながら、こ

こは訂正しましたよと、そういった作業だったので、特に議事録は残ってい

ません。 

○委員（松永隆志君） 

 ですから、もう担当同士の何か作業ファイルみたいな。 

○証人（久野 敦君） 

 担当同士とは言っても、出席された方は、結構毎回課長、係長、局長も参

加されていますけれども、皆さん出てこられています。 

○委員（松永隆志君） 

 久野さんが見られてですよ、組合側でもうそこの主たる人、もうこの人の

意見で大体組合はなっていたぞというようなキーマンてだれだったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 すみませんが、よくわかりませんでした。 

○委員（松永隆志君） 

 主に発言されて、組合側の意見とかなんかを言ってこられたのはどなたな

んですかという質問に変えますと。ここに名簿がありますので、見られてで
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すね。 

○証人（久野 敦君） 

 やはりよく知っていらっしゃったのは重野課長だったですね。 

○委員（松永隆志君） 

 ああ、重野さんですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで、委員会を休憩します。 

 １１時から再開いたします。休憩します。 

（午前１０時５５分 休憩） 

（午前１１時００分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、休憩前に続きまして委員会を再開いたします。 

 松永委員からの質問を続けてください。 

○委員（松永隆志君） 

 それでは、覚書にちょっと戻りまして、まあ、覚書がですね、日付的には

締結されたのは１４年の１２月２日なんですけれど、そうじゃなくて１年後

ぐらいに、それは延びた理由というのは、先ほど言われたようなことでしょ

うけれども、もう１回その辺ちょっと、なぜそこまで延びたのかという聞か

れた内容について、もう１回。 

○証人（久野 敦君） 

 私が聞いている限りでは、１年というのはほぼ実施設計が終わったころと

いうことですから、実施設計が終わった段階で、実際の稼働に近い形の覚書

を結ぶ、これは当然のことだと思いますから、それでそれぐらいかかったと

思います。 

○委員（松永隆志君） 

 ということは、どちらからですね、その覚書の締結というのを延ばすよう

な話をされたんでしょうか。 

○証人（久野 敦君） 

 延ばすといいますか、何といいますか、協議をしていたわけですね。その

覚書を結ぶに当たって、こういう実施設計を踏まえた形でやらなきゃいけな

いと。そういった協議をしていたので、当然それが本来であれば覚書になる

はずですね、変更ではなくて。ただし、組合さんからも、それは契約の後に

すぐに結ばなきゃいけないものであるので、とりあえず残さなきゃいけない

ということで、今の当初覚書というのが存在しているというふうに私は理解

しています。 

○委員（松永隆志君） 
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 そしたら、もう１回、甲第８号証の頭の１ページ目の覚書の「なお、可及

的速やかに」という文言がございますね。「実施設計の内容を踏まえ、本覚

書の項目、内容を追加、修正後、性能保証に関する覚書の変更を締結するも

のとする。」という文言を入れましょうということは、これはＪＦＥからの

ご提案でこうなったということで理解してよろしいですね。 

○証人（久野 敦君） 

 その辺どういったやりとりがあったのか、私は詳しく聞いておりませんの

で、正確にはちょっとお答えできないんですけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。そしたら、甲第１０号証の性能保証に関する覚書の

変更なんですけれども、先ほど言われた４ページの特に説明されました⑤物

価上昇の項目ですね、性能保証に係る用役量、運転経費及び維持補修費の保

証という、ここの中身が大幅に覚書から変更覚書の中で変更されているわけ

ですよ。そして、⑤のこの記述というのはいつごろやられたんでしょうか。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません、正確な記憶はないですが、既にあったのか、私が来てからそ

ういう文言が入ったのか、ちょっと記憶にないです。 

○委員（松永隆志君） 

 言ってみれば、ここが一番重要な、先ほどご主張されている中身から言っ

てもですね、この⑤というのが一番みそと言えばみそなんですよね、この辺

の解釈にしたって。そういうふうな重要な事項があなたが担当される１６年

の５月の会議以前に決まっていたのか、いや、それ以降、自分も協議に加わ

ってこの事項というのは加えてきましたよと、その辺の記憶はないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 このとおりの文言があったかどうかというのは記憶にないですけれども、

何回もやりとりして変わっていますので、最終的にこれが落ちついたのは私

は当然いましたが、ちょっとここで思い当たることとしては、元々変更後、

私が来たときに入っていた内容で、罰則が適用されないと書いていますけれ

ども、不可抗力事項、免責事項というのが元々あって、それをかなり細かく、

後ろのほうで細かく前提条件も記載、規定しているので、それはもう文言は

必要ないだろうと組合さんから言われたので、じゃあ、それをなくすかわり

に、ここで前提条件が変われば免責事項、罰則は適用されないと、そういう

ふうに変えた記憶は、そこだけあるんですけど。 

○委員（松永隆志君） 

 ああ、そういうこと。組合からの。 

○証人（久野 敦君） 
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 そういうやりとりがあったということですね。 

○委員（松永隆志君） 

 とのやりとりの中でこれが生まれたと。 

○証人（久野 敦君） 

 そうです。結果としてはすべてそうですけれども、我々が一方的に変えて

やったわけではないので。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、それはいつだったかわからないけれども、そういうやりとりを

やったと。 

○証人（久野 敦君） 

 まあ、常にやりとりの中で生まれたものですから、いついつにこれをやり

ましたというのは、正直言って記憶が定かではない。 

○委員（松永隆志君） 

 まあ、いついつじゃなくても、来られた後か前かもわからない。 

○証人（久野 敦君） 

 そこの部分は、私がいましたから覚えていますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。じゃあ、この変更覚書で、先ほどの土井さんの認識

等はもう記憶にあられないけれども、そういうところで認識の差があったは

ずなんですよね、組合側と。言ってみれば、組合側を代表するような認識と

いうのが、その協議に土井さんもずっと参加しておられますよね、協議のパ

ートナー側として。その主は重野さん、そして、その下に係長だった土井さ

んなんかは、まさしくそういう認識はされずにこの条項を読んでおられるん

ですよね。その辺はその協議の中で認識がこの人たちずれているなと、こっ

ちの思いと違うなと、そういうところでの議論はなかったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 特にそういった思いはなかったですが、今、言われているのは、要は８０，

６６５ｔ、２，０００ｋｃａｌという前提条件が組合さんとしては認識して

いなかったということですか。 

○委員（松永隆志君） 

 これはもう前提条件も何も年間平均みたいなもんで、その量というものを

出すときに８０，６６５ｔあって、そしてという前提条件というのは、そう

いう基準的なもので考えているのが組合の認識なんですね。 

○証人（久野 敦君） 

 それは誤認だと思います。あくまで我々、保証となると、当然その前提条

件というのが必要になってきますから、それを超えれば、それぐらい大事な
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数字だと思っています。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら当然ですよ、ごみ量にしろごみ質にしろ、こう変動があって、そ

の変動幅を押さえるために、この④の２０％なんていうのが、これは覚書の

中にもあるわけですよね。（「はい」の声あり）そういうのを見ていきまし

ょうというのが組合側も当初から考えていたわけですよね。当然経費が上が

ることもあるだろうけれども、２０％ぐらいならばその範囲で納まるように

と。 

○証人（久野 敦君） 

 そもそも２０％の根拠というのも私はよくわからなかったんですけれども、

ここに元々書いてあったんで、それを踏襲するしかなかったということです

ね。我々としては必要と認められれば２０％を超えてもやりたい思いはあり

ましたけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、この２０％条項なんていうのも、佐藤さんも言われたんですよ。

２０％であろうが３０％であろうが５０％でもそんなの関係ないみたいなで

すね、もうそういう問題じゃないんですよと今、言われたような感覚でちょ

っと言われたもんで、そしたら、この２０％というのは何だろうかなと思っ

たら、それはあくまで組合が言っているだけのことで、ＪＦＥとしてはこの

２０％条項というものについては何ら、今、言われたような感覚でおられた

ということですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 ２０％という文言が元々に入っていたので、私、最初に申し上げたとおり、

当初、元々のオリジナルのですね、原案とそういったものに即して協議して

いましたから、それを逸脱して協議はしていなかったはずなので。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、この２０％とか含めてですよ、組合さんの誤認というか、ＪＦ

Ｅが考えていたところと違うところというのを、その協議というのはそうい

うのをすり合わせる場でしょう。（「はい」の声あり）なぜそのすり合わせ

が行われなかったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 その２０％のところのすり合わせですか。 

○委員（松永隆志君） 

 いや、２０％を初め、このすべてにおいての経費についての、先ほど誤認

と言われた中身やなんかについてのすり合わせを。 

○証人（久野 敦君） 
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 それは前提条件が８０，６６５ｔを上回るという話は一切出なかったです。

我々も８０，６６５ｔを当然下回るものだと。我々の常識ではですね、大体

ごみ処理計画、ごみ処理施設を設計するに当たって当初規模を決める算定の

ごみ処理量というのは相当、相当と言ったら語弊がありますが、余裕を持っ

て造られるべき。ですから、８０，６６５ｔがフルに来るとか、そういった

認識は全くしておりませんでした。ですから、そういった協議の場でもそれ

を超えるという、超えたらどうするとか、そういう議論というのはなかった

です。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、そこでちょっと疑問に思うのが、８０，６６５ｔというのは、こ

こが平成２１年に出される量が２２１ｔ、日量、３６５日でトータル年間で

８０，６６５ｔ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 書記、すみません。甲第２５号証の組合におけるごみ量推計をお願いしま

す。提示をしてください。 

（証人へ甲第２５号証の提示） 

○委員（松永隆志君） 

 その資料を見ながらお考えいただきたいんですけれども、何も８０，６６

５ｔが上限だなんていうことは、そもそもの計画としてないわけですよね。

ですので、実際の処理日数とかなんかを勘案していきながら、１日３００ｔ

の処理が必要です。それは２２１ｔ超えて３００ｔ近く処理するときもあれ

ばそれを下回るときもあるような、ごみの量とあれでの、その能力を有して

ほしいというのがこちらからの提示で、何も８０，６６５ｔが頭と思われて

いたならば、なぜそれを組合側にぶつけないんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。思われたというか、そういったことすら考えていませんでし

た。その８０，６６５ｔを超えるということを全く皆さん認識されていませ

んでした。だから、どちらもそういう話がなかったんです。まさに、すみま

せん、こちらの資料はですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それ見られましたか。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、当時は見ておりませんでした。 

○委員長（西口雪夫君） 

 見ておられない。 

○証人（久野 敦君） 
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 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 組合とすれば、２１年度の予想ごみ量が２２１．１４なんですね。見てい

ただければ２６年度は２２９．５３ｔ、増えてくる予定にしているんですよ。

それからいけば、３６５掛けたら８０，６００より大分上がりますね。あく

までもこれは２１年度の計画ごみ量なんですよ、２２１ｔは。 

○証人（久野 敦君） 

 計画ごみ量です。どういう計画想定で、かなり厳し目に見たのか、余裕を

持って見たのか、その辺は全く私たち関与しないんでわからないんですけれ

ども、あくまで８０，６６５ｔという数字は我々から提示したものじゃない

と思うんですけど。 

○委員（松永隆志君） 

 当然です。８０，６６５ｔは、その当時の計画からこちらから提示したも

のであって、それは８０，６６５ｔが大体年間これぐらいの、２１年でトー

タルこれぐらいになるでしょうと。ですから、それはあくまでもその想定で、

だから、それから余裕を持って日量３００ｔという炉をお願いしているわけ

ですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 余裕を持たせるのは、それは環境省さんが規定されている計算式でやって

いるということですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 実稼働率というのはご存じですね、もちろん。 

○証人（久野 敦君） 

 実稼働率といいますと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ２８０日、年間稼働率。 

○証人（久野 敦君） 

 ああ、それは環境省が設定している規模の算定式ですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 当時、この２２１ｔの３６５日の意味はご存じやったでしょう、もちろん。 

○証人（久野 敦君） 

 意味といいますか、それは補助金をいただくために規模を算定するときに

通常使う計算式です。その２８０日間動かしなさいとか、そういった認識は

ないと思います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 おたくはですね、３３０日も運転可能と言われていたんですよ、この施設
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は。 

○証人（久野 敦君） 

 それはだれが言ったんですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 川崎製鉄のチラシ、ちょっと見て、これは甲第１号証の、後でちょっと探

しますが、私が。ちょっとそっちで質問しよって。 

○委員（松永隆志君） 

 まあ、セールストークというのも色々あろうかと思います。 

 そして、特に鋼管から来られて、合併ときのあれで川鉄さんがどういうふ

うな売り込みで、どういうふうな能力を有しているというふうにこの組合に

対して説明していたかということについても、その辺はもうご存じないとい

うことですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 実際担当されて、その後ですね、実際稼働後トラブルが起きて、そして、

年間経費やなんかでの問題が起きて今、裁判に至っています。そういうのも

見られてですよ、この施設そのもの、まあ、川鉄さんもえらいのを造られた

なと、正直内心思われてもそうとは言われんと思いますけれども、実際のと

ころですね、この機械、この施設については処理能力、これについてはです

ね、改善、改良、そしてその前に補強工事というのをずうっとやっていきな

がら、こう来ていますけれども、この補強工事をしなければ今の量に至らな

かったと、これはお認めになられますですね。 

○証人（久野 敦君） 

 いいえ、当時は、補強工事はそもそも当時９４，０００ｔ、少なくとも９

０、０００ｔを超えるということを組合さんから言われて、そのためには何

をしたらいいのかということでやってきたものなので、そういう前提で造っ

ています。今、幸いにしてそこまでいっていない、ごみが来ていないので、

検証できませんけれども、始めから今の運転ができていれば要らなかったか

もしれません。それは今ここで言ってもしようがないと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、改善改良工事は、これは当然必要な工事だったわけですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 改善改良工事というのは、うちが、ＪＦＥが平成１９年にしたものですか。

当時はもうずうっとごみ処理を継続し続けてきたせいで、炉の状態も悪くて

１回リセットしなきゃいけないと、ピットも減らして。で、リセットした段
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階で今こういう状態になっているわけですから、結果的には必要だったと。

あのままいったらもうずうっとメンテナンスができないというか、状態だっ

たと思います。それを一旦リセットしたということです。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そういうふうな一連の改良とか改善とか、これは平成１７年４

月１日、稼働後に起きた状況というのは、言ってみれば施設の初期トラブル

とお考えですか、それとも、いやいや、この施設そのものをやっぱり改善せ

んばいかん、改良しなくちゃいけない施設だったんだよと思われますか。 

○証人（久野 敦君） 

 色々な要因はあると思いますが、少なくとも施設の稼働時にごみ量がたく

さん来て、そこでスムーズにごみ処理ができなかったということから始まっ

ていますので、根っこはそこにあったと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらスムーズにごみ量が来て、そして、そのごみ質についても問題な

ければスムーズにいって、こういう問題は起きなかったということですか。 

○証人（久野 敦君） 

 と思っております。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらば、ここ後で話があります処理経費についても同じようなお考え

なんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 基本的に我々はこの前提条件であれば、当然それにのっとってやらなきゃ

いけないと思っています。 

○委員（松永隆志君） 

 その前提条件というのが８０，６６５ｔで、そして２，０００ｋｃａｌな

らば、その５億８，７００万円か、それで処理できると。 

○証人（久野 敦君） 

 ５億８，７００万じゃなくて、変更覚書で規定された数。 

○委員（松永隆志君） 

 そもそも５億８，７００万円だったら、どんなあれでも難しいということ

ですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 あくまであれは変更覚書の数字を保証したという意味です。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そもそもこの５億８，７００万円という年間経費内訳書を出さ

れるときの根拠というのは、ＪＦＥとしては全然それは引継いでいないわけ
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ですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 引継いでいない、私が知る限りでは変更覚書の途中から協議していました

から、その中身については特に聞いていません。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、この変更覚書で書いてある用役量とかこれにつきましては、こ

こに書いてあるとおりの保証を今でもＪＦＥはやろうと、それはもう当然の

ことだというふうに。 

○証人（久野 敦君） 

 それが残っているんであればですね、それが有効であれば。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。私のほうからは以上ですので。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、補足質問に行きます。はいどうぞ、町田委員。 

○委員（町田康則君） 

 それでは、雲仙市の町田です。まず、先ほどから問題になっております変

更覚書のときには、証人はずっと係わっておられたんでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、平成１６年の４月、５月ですね。 

○委員（町田康則君） 

 変更覚書、この中では１６年の１２月２２日になっていますけど、その前

だったとしても、それには係わっていたと言っていらっしゃいましたですね。 

 そこで、リスクを少なくしているのが私の仕事だと先ほどの中に言葉が出

ておりましたね。ＪＦＥのリスクを少なくすると。 

○証人（久野 敦君） 

 リスクといいますか、要は我々の責任じゃないところで負担させられると

ころがないようにという意味です。 

○委員（町田康則君） 

 まず、お聞きしますのは、甲第１３号証をちょっとやってください。２ペ

ージ。 

（証人へ甲第１３号証を提示） 

○委員（町田康則君） 

 石河環境エンジニアリングがこの４年間の運転報告書を書いております。

その２ページを見てください。 

 そこにごみの量がありますね。ごみの量は、まず計画ごみ量は８０，６６

５ｔ、これは私どもはもっと本当は１炉３００ｔですから、かなりの量が処
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理できる能力を持った施設だと思っているんですけど、証人が言われる計画

量として比べた場合、１７年度が８０，６６５ｔを１００％とした場合に１

０３．５％です。そして１８年度も１０４．７％、３年間の合計ですと１０

１．８％、そんなに１０％も２０％も増えているんだったら、確かに色んな

のでトラブルに色々言えるでしょうけど、そんなに量多くないんですよ。で

すから、それについて量が多かったとか、色々言われたのは、それはちょっ

とおかしいんじゃないかなと思うんですよ。これについてはどうですか。 

○証人（久野 敦君） 

 まず、この中に長崎市に委託したごみというのは入っていらっしゃるんで

すか。 

○委員（町田康則君） 

 この中に長崎市に６月から８月に２，５３８ｔありますね。これはこの中

には入っておりませんよ。 

○証人（久野 敦君） 

 １９年分も入っていないということですね。 

○委員（町田康則君） 

 ただし、これは搬入量の中にはこれ自体は入っておりますよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ああ、入っているんですか。わかりました。 

 まず、１７年度に関しましては、トータルすればこのような数字になって

いるんですけれども、最初の３カ月から半年にかけては相当量来ると、この

まま続ければ９４，０００ｔ近く来るというふうに組合さんから言われたの

は事実です。ですから、結果的にこの量に最後は下がっていますけれども、

季節変動もあったのかもしれませんし、最初のごみは私が聞いた記憶では佐

世保のナンバーが搬入してきたとかですね、そんなことも聞いていますから、

やはり相当量の９４，０００ｔであれば２割近くになるんでしょうかね、ご

みが来ていたのは事実です。 

○委員（町田康則君） 

 いや、数値的に搬入量自体がこれだけしかないんですから、結果的には設

備としてきちっと機能しとれば、そのトラブルなんて起こるわけはないんで

すよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、その稼働当初は２割ぐらい多いごみが来ていたというのは事実

ですけど。それは最終的に、ごみが最後に減ったのか減量されたのか、元々

来るはずなかったものが来なかっただけなのか、それはわかりませんけれど

も、最後の結果としてはこうですが、稼働当初は多かったのは事実です。 
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○委員（町田康則君） 

 先ほどから変更覚書の話がずっと出ていたんですが、変更覚書のほうには

証人は係わっていらしたんでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、１６年の４月以降です。 

○委員（町田康則君） 

 その変更覚書の中に、そこに持っていらっしゃいますね、これは甲第１０

号証、その後ろのほうに別紙で保証内容が書いてありますね。先ほどから言

われるように、年間８０，６６５ｔを処理する場合に電気はこれでは２のほ

うに発電量が４，０００ｋｗ、使用電力量が４，０００ｋｗ、電力量は０ｋ

ｗとなると書いてありますね。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません、何ページですか。 

○委員（町田康則君） 

 １ページです。いちばん最初です。 

○証人（久野 敦君） 

 別紙ですか。 

○委員（町田康則君） 

 はい。その真ん中にありますね。これ電気は要らないと、電気は要りませ

んよと言ってあるのに実際１７年に電力量がものすごく掛っているんですよ。

金額にして２億３，８７７万７，０００円掛っています。そして、ガス代も

です。ガス代は次のページ、ガス量１の３の上のほうの３行目を見てくださ

い。ガス量は年間、これ幾らですかね、１，５６６，４００ｋｇ。 

○証人（久野 敦君） 

 １００万ですね。 

○委員（町田康則君） 

 すみません。１，５６６，４００ｋｇとなると。ここまでは保証すると、

保証範囲と書いてありますね。 

○証人（久野 敦君） 

 この前提ではですね。 

○委員（町田康則君） 

 前提では実際上、ガス代が年間１万幾らかじゃなくてガス代も相当掛って

いる。それは結果的には、電気代もガス代もここまでないと書いているのに

実際上は掛っている、それについてはどう思われます。 

○証人（久野 敦君） 

 その点については、今まさに裁判で費用の問題については争点になってい
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ますので、ちょっとコメントは控えさせていただきたいです。 

○委員（町田康則君） 

 いえいえ、あなたが変更覚書で電気料もガス代もここまでは保証しますよ

という量を言っているんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 そういう意味では、このグラフでごみ質の変動で示していますけれども、

それにのっとって保証範囲は変動するという認識です。ただ、金額について

は、申しわけありませんが、裁判中なのでコメントは控えさせていただきま

す。 

○委員（町田康則君） 

 ごみの量がね、実際上１０％じゃなくて、初年度で３．５％、次のとき４．

７％、次は１０％切っていますね。３年間のトータルでも１．８％しか増え

ていないんですよ、多くないんですよ。それなのに。 

○証人（久野 敦君） 

 量だけではなくてごみ質の問題があると思います。 

○委員（町田康則君） 

 ごみ質の問題と言われますね。ごみ質の問題で、ここのごみがほかのとこ

ろ、全国のほかのところと比べておかしい、違うというのを言えますか。 

○証人（久野 敦君） 

 色んなところでごみ質は違うと思います。一緒のごみ質はないと思います

けれども。 

○委員（町田康則君） 

 ごみ質はないと言われて、ごみ質のカロリーをＪＦＥがずっと、すみませ

ん、これは甲第４０号証の１を。 

○委員長（西口雪夫君） 

 甲第４０号証の１、運転記録ですね。 

○委員（町田康則君） 

 そこで、これは稼働してからのごみカロリーをずうっといって、ごみカロ

リーと、この白のところは皆ＪＦＥがはかられた量ですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 書記、提示してください、わかりますか。 

（証人へ甲第４０号証の１を提示） 

○委員長（西口雪夫君） 

 はい、どうぞ。 

○委員（町田康則君） 

 それで、２，０００ｋｃａｌよりも多いんですよ、最初の。２，０００ｋ
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ｃａｌ多いということはより燃えやすいということですよね。１，１００と

かいう数字だったらわかりますけど、カロリー的にも逆に悪くないんですよ。

それなのに、この５月もそうですけど、４月、５月、そうかと思うと、この

カロリー計算というのはきちっとされていたんですよ、ＪＦＥ側で、そこは

どうですか。 

○証人（久野 敦君） 

 現場にてどういうふうに管理していたのかは、ちょっと私が支社の立場だ

ったので、よく認識しておりません。 

○委員（町田康則君） 

 あなたが見てですよ、これはＪＦＥの発表ですから。 

○証人（久野 敦君） 

 ああ、そうですか。 

○委員（町田康則君） 

 ええ、こちらがしたわけじゃないですから。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。それはだれが出したのかがちょっとわかりませんので。 

○委員（町田康則君） 

 その中でね、今度、２４分の１１というところが、下のほうに数字が書い

てあるでしょう。９月の５日、６日を見てください。このときはまだ証人は

おられたですもんね。９月の５日、６日にごみピットへ、設備事業のところ

で５日に汚水漏れ確認とありますね。設備事業、ブルーのところ。そして、

その次の日に汚水、ＪＦＥへごみピット排水投入指摘、排水投入認めるとな

っていますね。そして、これは佐藤証人のほうにも聞いたら、このときのご

みカロリーが１，４５７です。これは写真でもあったんですけど。 

○委員長（西口雪夫君） 

 書記、甲第５１号証、ごみピットからの汚水までの説明図と写真を提示し

てください。 

（証人へ甲第５１号証を提示） 

○委員（町田康則君） 

 ごみピットへ排水を入れたということを認めていらっしゃるんですよ、こ

のときも。それについてはどうですか。 

○証人（久野 敦君） 

 しかし、現場でやったことなので、社としてはこの件に関しては関与して

いないんですけれども。 

○委員（町田康則君） 

 現場としてはと言われたけれども、会社としてですよ、ＪＦＥに運営を任
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せていますよね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（町田康則君） 

 そことしてやられたんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 当初はごみ量が多くてピットはごみが溢れて止めることができなかったと

いうことで、ずっと運転するためには外に放流するわけにもいかなかったで

しょうし、そういった意味でいたし方なく一旦入れたんではないかと思いま

す。 

○委員（町田康則君） 

 ほかの専門家の意見の中には、バキュームカーで産業用廃棄物として持っ

ていくには金が掛るから、多分ピットの中に入れたんじゃないかという意見

もあるんですけど。 

○証人（久野 敦君） 

 そういう認識じゃなかったと思いますけど。 

○委員（町田康則君） 

 その量が溢れるぐらいですから、もうピットが溢れるぐらい入れているん

ですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ピットから水が溢れる。 

○委員（町田康則君） 

 そうです。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、実際そうじゃないと思いますけど。 

○委員（町田康則君） 

 実際そうじゃないじゃなくて、本当にそうなんですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 その写真を見ていただいてですね、ピットが１８メートルの深さがありま

す。２つとも出てきているんですね。そして、もういっちょの後のやつがＰ

ＳＡ室を見ていただければ１３．３メートルの高さから水漏れが起きている

んですね。写真見てください。はい、どうぞ。 

○委員（町田康則君） 

 この量といったら２０ｍプールで何杯分もなるという量だと。そんなに水

入れて、ぷかぷか実際、こうつかんだらざーっという感じで、ぷかぷかごみ

が浮いていたという何人もの証言があります。そういう状態にしたのはＪＦ
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Ｅなんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 それは何度も言いますとおり、ごみを処理しなきゃいけないということで

止められなかったと。 

○委員（町田康則君） 

 いいえ、止められなかったって、このときは９月です。その前に長崎市へ

ごみをやったのは６月から８月、２，５３８ｔやっています。ずっと減らし

てきているんですよ。９月にこんなにしなければならないほどあったわけじ

ゃないでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。私が指示したわけでもございませんし、ちょっとその辺に関

しては、私は関与していないんですけど。 

○委員（町田康則君） 

 これだけのごみをですよ、あなたも少なくとも営業でおれば、ごみピット

に溢れるぐらい水が入っている状態というのはどう思われます。 

○証人（久野 敦君） 

 ごみを処理するべきものか、水を出さないべきなのか、要はストップさせ

るのか、どちらかをとるとすればいたし方ない選択だったんではないかと思

いますけれども、当時はごみを処理しなきゃいけなかったので。 

○委員（町田康則君） 

 いや、水をそんなに入れること自体はこれを燃えなくなるようにするよう

なもんでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 燃えなくなる、実際は処理しておりましたけれども。 

○委員（町田康則君） 

 ある程度の水分があるのはわかりますよ。しかし、ピットが溢れるぐらい

に水を入れるということは、この機械を本当に動かそうと思うんだったら、

それはどうかして排水を処理業者に持っていって外に持っていくのが本当じ

ゃないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 結果的にはそのように処理したと思いますけれども。 

○委員（町田康則君） 

 はい、そうです。結果的には、最終的にそれを指摘されて認めて、それか

ら処理しているんですよ。だから、溢れるぐらい水が入った状態でどうして

燃やすことかできますか。ごみ質がごみ質がと言われるけど、ごみ質が悪い

のは、そういう状態にしたんですよ、ＪＦＥが。 
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○証人（久野 敦君） 

 その後、抜いてからは。 

○委員（町田康則君） 

 これですね、８月ぐらいから入っているんですよ、ずうっと。１回きりじ

ゃない、何カ月もかかっている。そこがね、ごみ質と言われるけど、排水を

ごみピットへ溢れるほど入れるというのは、まず、それでごみ質が悪いとい

うのは言えないと思う。 

 このことが、ピットへ排水を入れたことが原因でトラブルもかなり起こっ

ています。私たちがこの百条委員会になりまして、こう調べさせてもらって

色んなところを見てでも、もちろんガスダクトの閉塞ですね、それから色ん

な炉水の壁の水漏れですとか、これは無理して色んなことをしたからという

のが石河さん、この環境エンジニアリングの中にあるんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 すべてがそのごみのピットの水が由来したかどうかというのは、ちょっと

わかりませんけれども。 

○委員（町田康則君） 

 ごみピットの水は別として、その中にずうっと専門家の意見を聞いている

のがあるんですけど、その中で、これは元々１炉１００ｔ、３００ｔをする

ように造っていなかったという意見があるんですけど、それについてはどう

ですか。 

○証人（久野 敦君） 

 いいえ、ちゃんと３００ｔ処理できる施設だと思うんですけれども。 

○委員（町田康則君） 

 ３００ｔ処理する施設だったら、すみません、どなただったかな、髙田さ

んの、甲第２１号証、２ページをちょっと見てください。 

○委員長（西口雪夫君） 

 髙田徳一さんの陳述書、お願いします。陳述書。 

（証人へ甲第２１号証を提示） 

○委員（町田康則君） 

 ２ページのところを見られるとわかると思いますが、このときに４月稼働

して間もないころです。４月１４日、１５日ごろ処理量が向上せず、ピット

内のごみ量が増加してきたため、３炉での運転を申し入れたと書いてありま

すね。これに対し、大杉所長は運転操作に従事する者は不馴れであるため等

の理由を述べ、また、３炉に切り替えるには人を増やす必要があるため、そ

のためには金も掛ると、本社と協議させてほしいと。元々ね、３炉運転する

こともあるということは当然あるのに、こんな３炉を運転するのに何日か待
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ったんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 元々ベースは２炉運転だという認識でしたから、それは経済的に運転する

ためですけど、そういう運転計画を示していたはずです。 

○委員（町田康則君） 

 そうですね。どうもこれは３炉を元々、今、証人が言われたように、３炉

運転するようにはなっていなかったんじゃないかなと。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっと区別してお答えしますが、まず、３００ｔ性能が出る施設である

ということは性能試験で引渡し前に試験をして合格して、そして、引渡して

いると。その後、維持補修、維持管理するに当たっては、この変更覚書とい

う保証事項がありますから、そこで８０，６６５ｔという数量保証をするた

めにどういうふうに運転するのかというのは我々のほうも考えて、２炉ベー

スでやっていきたいというふうに考えただけです。この２炉を２炉しか動か

さないとか、そういうふうに言ったことはございません。 

○委員（町田康則君） 

 今、大杉所長の言葉の中にも、元々証人が言われたように２炉しか考えて

いなかったから、３炉運転して、すぐしてくださいと、ごみの量が多いじゃ

ないですかと言われたら、ちょっと本社で確認、それ自体がおかしいじゃな

いですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっと大杉がこのように言ったかどうかというのは、私は直接聞いてい

ないのでわかりませんけれども、私がそのとき聞いていた中では、ごみがこ

のまま増え続けるのか、一時的なものなのか、その辺判断に困っていたはず

ですので、それで一気に３炉にするよりかはちょっと様子を見たかったんじ

ゃないかと思います。 

○委員（町田康則君） 

 いや、最初から３炉運転するように造ってなければおかしいでしょう。そ

して、そのために何かごみの量がもともと多いと、４月前にそんだけ来てい

たというのはわかっているんだから、前もって搬入、持ってきていたのは４

月前ですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 それは試運転ですよね。 

○委員（町田康則君） 

 ええ、試運転のときに多かったって佐藤さんも言われたんですよ。だから、

そういうふうに来ているんだから３炉運転してでもとにかく処理しなくちゃ
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と思うのが普通じゃないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、それは試運転から稼働のときにどういったごみ量で想定していたの

かというのは、私はわかりませんけれども、試運転のときとまた稼働の流れ

で、これはごみはこれぐらい来るという判断はなかったと思いますけど。 

○委員長（西口雪夫君） 

 すみません。試運転が３月１６日ですね。それはまだ始まって、１７日か

ら引渡性能試験始まっていますね。それで、３月１６日が３０２ｔ処理でき

ているんですね。そして、３月１７日が３１１ｔです。それで、あと２８７

ｔ処理できています。ところが、本格稼働しました４月１日から４月１８日

まで２炉運転、平均処理量１９３ｔなんですね。これは何ですか。 

○証人（久野 敦君） 

 １９３ｔ、２炉でですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ２炉でです。 

○証人（久野 敦君） 

 なぜかと言われても、その。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ごみ質が変わったんですか、その間に。１０日も経っていないんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっとその根拠というものは、私はよくわかりません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それで、４月１９日から３炉運転を始めています。５月の２２日まで３炉

運転やったら３００ｔ、ここでできているんですね、試験運転では。ところ

が、平均２０７ｔなんですよ、その間の処理量が。わずかこれ１カ月経って

いないんですね、日にちが。引渡性能試験からごみ質が急に変わるわけない

でしょう。その辺はどうなんですか、どう思いますか。 

○証人（久野 敦君） 

 正確な理由というのは、ちょっと私は技術屋ではないですし、何が原因だ

ったのかわかりませんけれども、聞いている話では溶けにくい産廃ごみだと

か、そういったものが投入されていたということは聞いています。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃ、もう一点、先に戻りますけど、その８０，６６５ｔですね、当時こ

の意味を理解しておられましたか。その８０，６６５ｔがどういった数字で

出されたかというのは。 

○証人（久野 敦君） 
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 いや、どういった数字で出されたかという疑念はなかったです。あくまで

前提条件だと思っていました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、今、裁判で争っているのは８０，６６５ｔ、基準ごみでカロリ

ーが１ｋｃａｌ上でも下でもだめとか、あるいは８０，６６５ｔより１ｔで

もごみが多かったり少なかったりしたら罰則が適用されないといった、何か

論争をされているように思うとったんですけれども、今の思いは違うんです

か、そちらの考えは。 

○証人（久野 敦君） 

 まあ、裁判のお話なので、ちょっとどこまで話していいのかわからないの

で、ちょっと弁護士さんと相談してよろしいでしょうか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 法的なことですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、裁判に係わること。 

（証人と補佐人相談中） 

○証人（久野 敦君） 

 失礼いたしました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 はい、どうぞ。 

○証人（久野 敦君） 

 あくまで書面上で言えば、変更覚書ではそのように書いていますから、そ

こが争点になったのは事実ですけれども、実際として当時協議している内容

としては、当然我々は落としどころも考えながら組合さんと協議するのは事

実です。ですから、８０，６６５ｔを超えた数字に対して保証はしていませ

んけれども、じゃ、増えた分をどういうふうに精算しましょうかとかいうの

は組合さんと協議していました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 一応２，０００ｋｃａｌでごみが１ｔでも多かったり少なかったり、８０，

６６５ｔ、これは不可能と思っていらっしゃいますね。 

○証人（久野 敦君） 

 不可能。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ８０，６６５ｔに合わせるというのは、１年間のごみ量を。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、当然それは下げていただきたいんですけれども、不可能というのは、
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すみません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いや、８０，６６５ｔにぴしっと合わせるというのは無理と、可能じゃな

いですね、不可能でしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 ６５ｔぴったり合わせるんですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ８０，０００にぴったり合わせるのは。 

○証人（久野 敦君） 

 それは現実的じゃないですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ということですね。はい、わかりました。 

○委員（町田康則君） 

 ごみの量、ごみ質ですね、ごみ質はずうっとこれＪＦＥも検証されていた

んですよね。先ほど、甲第４０号証の１では、２０ページ、下から２４分の

２０というのを見てください。日付で言うと２００６年の１月１日からあり

ますね。これずうっとごみカロリーは日々変動しています。なのにこのとき

は１０日、１１日まで全部２，０００ｋｃａｌですね。こういうことってな

いでしょう。連続して２，０００ｋｃａｌはあり得ないと上に書いてありま

すね。これは測っていないんじゃないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 私はよくわかりません。 

○委員（町田康則君） 

 いや、それまでずうっとこれ見てて、ほかのところ、ずうっとその下のと

ころを見てても毎日違うんですよ、同じ数字というのはないんですよ、そん

なに。２，０００ｋｃａｌずうっというのは、これは測っていないというこ

とでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、よくわかりません。 

○委員（町田康則君） 

 よくわかりませんというよりも。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、私、現場に常にいたわけではありませんので。 

○委員（町田康則君） 

 いや、現場じゃなくて、あなたがこれを売り込むほうとして、ごみキロカ

ロリーを毎日ＪＦＥが測っている。そして、それを報告しているのに毎日２，
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０００ｋｃａｌでしたと、このときはということはあり得ないでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 それはすみません、よくわからないんですけれども、あり得るかもしれま

せん。 

○委員長（西口雪夫君） 

 次の質問に行ってください。 

○委員（町田康則君） 

 私は、これは測っていないと思いますよ。測っていたんだったら、こんな

にきちっと何日も続くことないですし、それはいいとしてね。そして、この

施設が、こう色んなので見ると、シリカ除去装置設備等は元々ＪＦＥはＰＳ

Ａの酸素発生装置も使用した経験がなかったというのがあったり、それから、

酸素発生装置も元々３炉運転するときのためのようになっていなかったと。

ということは、今、先ほど証人が言われた。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。それはどこでだれがそういう発言を。 

○委員（町田康則君） 

 石河環境エンジニアリングの方がちょっと言っていらっしゃったんですけ

ど。 

○証人（久野 敦君） 

 それはないと思いますけど。ＰＳＡが、酸素発生装置が２炉分しかないと

いうことですか。そういうことはないと思いますけれども。 

○委員（町田康則君） 

 ２炉運転を。 

○証人（久野 敦君） 

 ２基ですけれども、確かに３００ｔ出たということが先ほど試運転でも立

証されているとおり、３炉分の容量はちゃんとあるはずです。 

○委員（町田康則君） 

 ３炉分の酸素発生装置にしてでも、３炉運転した場合には足りないという

ふうに推察されると。それで足りないから、当然酸素をほかから持ってきて

色々したということになっているんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 事実、試運転では３００ｔ達成していますので。 

○委員（町田康則君） 

 いや、もちろん試運転ではね、して、それから１カ月も経たないうちにそ

んなふうになって、実際上、それからトラブルがずっと続いていますよね。 

○証人（久野 敦君） 
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 炉の状態だとか、そういったものが関係したかもしれませんけれども、ご

み量が多かったということで、液酸のほうは使用した経緯がございます。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ＰＳＡはどちら、これが初めてだったんですか、ＰＳＡの酸素発生装置の

作業というのは。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。ちょっと私はよく存じ上げません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私が調べた中では、ドイツのカールスルーエでも千葉の実証炉も深冷分離

方式を採用されているんですね。それでここだけが。 

○証人（久野 敦君） 

 ここだけかどうか。すみません、私は実際のエンジニアと確認しないとわ

からないです。 

○委員長（西口雪夫君） 

 発注仕様書では３基と要望しているんですね、発注仕様書の段階では。と

ころが、実施設計で２基になっとったもんでこちらが指摘をしとるんですね。

甲第２７号証と甲第２８号証をちょっとお願いします。 

（証人へ甲第２７号証、甲第２８号証を提示） 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで指摘をされているんですね、甲第２８号証の３ページをちょっと見

てください。酸素発生装置の基数ですね。真ん中からちょっと下にあります。

酸素発生装置の基数を見直してください。とありますね、その中で回答がで

すね、酸素発生装置は最終図面ではプラットホーム下部に３基設置すると計

画していますが、設備能力は同じとして、設置スペース等を考慮して２基と

する案も考えております。ということで、２基を設置されているんですね。

ところが、３炉運転したときには酸素が足らんもんで毎日１０ｔ車が２回ぐ

らい上がってきましたね、当時ですね。そして、酸素処理施設を造っとった

わけですね。ただ、今、２炉運転が通常になってきたもんで、今その設備は

無用になっていると思うんですけれども、当時はその能力が発揮できとらん

かったんじゃないですかね、どうですか。 

○証人（久野 敦君） 

 まあ、ここにも書いてある設備能力は同じとしてと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 能力が同じだったら、当時、酸素を持ってくる必要なかったでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、そのごみ量だったりとかごみ質だったりとか、そういったこと
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があって炉の状況も悪くなって。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ごみ質は当局が測ったら２，０００ｋｃａｌあるんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、炉の状況にもよると思いますけど。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ほかにありませんか。松永委員。 

○委員（松永隆志君） 

 また、ちょっと変更覚書の話に戻りますけど、変更覚書というのが公表さ

れなかったんですよ、しばらくずうっと。本来ならば覚書から可及的速やか

にその変更覚書を結びましょうとなっていて、そして、その結果が組合議会

の中でも公表されました。それはなぜかと組合側に聞きましたら、公表は控

えてほしいという提案がＪＦＥからなされていた。当然、その当時担当され

た営業担当の方が、この辺、佐藤証人に聞きましたら、当然その辺でしたん

だろうということでしたけれども、これも実際そうだったんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 特に私たちのほうとしては積極的に開示を拒んだということはないです。 

 ただ、あくまで組合さんのほうが組合議会に示すべきかどうかを考えるも

のであって、我々としてはそれをとめるということはないです。ただ、実際、

当然事務局長も３年後には開示しなきゃいけないと言われていましたので、

まあ、我々としては別にいずれ開示されるものであればどのタイミングでも

構わないと思っていましたけど。 

○委員（松永隆志君） 

 それちょっと今のお話はおかしいのは、なぜ公表しないかといったら、こ

の炉の性能やなんかがわかるようなものであって企業秘密とかなんかそうい

うものがあるから、やっぱりあんまり外にこの数値的なものとかなんか出さ

れては困るよというお話があったというふうな証言があっておるんですけど。 

○証人（久野 敦君） 

 確かに住民の方とか外部の方に対しては、そういった数値的な部分はあり

ましたけれども、あくまで組合議会のほうに提示すべきかどうかというのは

組合さんのご判断を尊重すべきだと認識していました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 すみません。ここでちょっと証人にお聞きしますけれども、予定はどうで

しょうか、昼からの予定は。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません。あと何時間ぐらいでしょうか。 
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○委員長（西口雪夫君） 

 今のあれで、まだ後のあれが入っていませんので、１時間か１時間半ぐら

い予定をさせていただければ助かります。また後日来ていただくよりは今日

時間を延長させていただければ助かるんですけれども、よろしいでしょうか。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、ここで休憩に入りまして、午後１時から委員会を再開します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 休憩前に引き続きまして、委員会を再開いたします。 

 補足質問をお願い申し上げます。松永委員。 

○委員（松永隆志君） 

 先ほどの続きですけど、先ほどの証言を確認しますと、変更覚書の公表に

ついては、ＪＦＥ側から特に公表を差し控えてほしいということは、少なく

とも、久野さんの範疇の中ではそういうことは言わなかったと。 

○証人（久野 敦君） 

 やりとりの中では、組合さんのほうから主導化と言われると難しいですけ

れども、要は、３年が終わるまではこれは公表しないほうがいいよねという

ようなところから、我々としてはそれに従ったという感じですかね。 

○委員（松永隆志君） 

 ということは、それを言い出されたのは、組合のほうだったということで

すか。 

○証人（久野 敦君） 

 そうです。我々のほうから積極的には。 

○委員（松永隆志君） 

 ここは意見が違うもので、はっきりさせておかないと、どちらかが本当を

言って、どちらかがうそを言っているということになりますので。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、私はうそは言っておりません。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、組合側のほうからその公表というのは言われて、特段、ＪＦＥ

から申し上げたつもりはないと。 

○証人（久野 敦君） 

 積極的には拒んだ覚えはありません。ただ、それに同意したと、同調した
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ということですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 その方の役職とか名前はわかりませんか。 

○証人（久野 敦君） 

 何人かおられたかもしれませんけれども、当時の局長か課長はいたかもし

れません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 当時の局長といいますと、木原さん。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、髙田局長です。そこに総務課長がいらっしゃったかどうかは記憶が

ないんですけど。 

○委員長（西口雪夫君） 

 重野さんが平成１７年の３月３１日までこちらに勤務されていました。 

○証人（久野 敦君） 

 重野さんではないですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 重野さんじゃない。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、続けます。 

 変更覚書の甲第１０号証の提示をお願いします。 

○委員長（西口雪夫君） 

 提示をしてください。 

（証人へ甲第１０号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 先ほどから、変更覚書に新たに加えられた、４ページの⑤の規定があるこ

とによって、先ほどから何回もお聞きしておりますけれども、言われている

ように、２，０００ｋｃａｌで、年間８０，６６５ｔ処理するという、この

前提条件があって、それから例えば１ｋｃａｌでも、１ｔでもオーバーする

と罰則規定は適用されないということになるんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 書面上ではそうです。 

 ちょっとすみません、補足しますと、１ｋｃａｌ増えた、減ったというの

は、用役量では、それは変動で精算しますというふうに規定されていますけ

れども。 



 49

○委員（松永隆志君） 

 もう一回確認しますと、罰則規定が適用されないということは、もうここ

で決めて。 

○証人（久野 敦君） 

 保証事項じゃないということですね。 

○委員（松永隆志君） 

 保証事項じゃないということですね。 

○証人（久野 敦君） 

 増えたら保証事項とはなくなると。 

○委員（松永隆志君） 

 先ほどは、量が下ならいいけれども、上ならとか、ちょろっと言われたん

ですけれども、そうじゃなく。 

○証人（久野 敦君） 

 それは協議の場で、要は、前提条件から逸脱してしまった以上は、これを

もとに議論はできないけれども、じゃあ、実際にどの程度費用負担が発生す

るのかとか、その辺の協議は組合さんとやっておりました。だから、１ｔ増

えたから、我々は処理をしませんとか、そういった態度をとった覚えはあり

ません。 

○委員（松永隆志君） 

 保証事項というのが処理する、しないじゃなくて、結局それに要する経費

の問題としてのものですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね。はい。それは協議をしていたつもりですけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、量的なものは先ほども言われたように、８０，６６５ｔなんて、

きっちりできないよというご質問があったら、そうですねということで、そ

して、２，０００ｋｃａｌというのも、そんなにぴったり全部のごみ質を２，

０００ｋｃａｌなんてすることも、これも無理だということ。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、それが変動しても対応できるように、用役量でカロリーとの変

動、それを示したのが変更覚書です。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、それはこの罰則が適用されませんよと、その１点以外のところで

は。 

○証人（久野 敦君） 

 用役量に関しては、それで計算されますけれども。 
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○委員（松永隆志君） 

 ということで、その内容について、組合としてもその協議の中で本当に理

解していたんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 そのはずだと思いますが。 

○委員（松永隆志君） 

 そのはずということで、しかし、後になって今、だれに聞いても、そうい

う証言が出てきていないんですよね。具体的にこれは罰則が適用されません

よというような会話とか発言はＪＦＥのほうからきちっと説明されましたか。 

○証人（久野 敦君） 

 説明も何も、ここに書いてありますので、そこの議論をしていましたから。 

○委員（松永隆志君） 

 その経過の中でですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 知らないということはあり得ないと思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 その経過の中で、具体的に、これ以外のところは罰則が適用されませんよ

という説明はされていないということですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっと質問の意図が。 

○委員（松永隆志君） 

 私どもがそれをされたか、されていないかというところの根拠にするのは、

あくまでも残っている文書なんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね。ですから、これは残っていますから。 

○委員（松永隆志君） 

 いやいや、これじゃなくて、協議の経過としてのものは、先ほどもお示し

したような組合側が残している記録なんですよね。そして、そういうふうな

保証事項の大きな変更ということは、やっぱり組合側としては、本来ならば、

応札条件とか何かで提示した額であれば、年間平均これだけの金額でという

ことで押さえをかけたつもりで組合側はいるわけですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 その辺の認識の差で、今、裁判になっているんじゃないか。 

○委員（松永隆志君） 

 だから認識の差があるならば、こういう協議の場以外でも、そのご説明と

いうのを組合側に当然何度となくされたと思うんですよ。例えば、担当の課
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長さんなりと、公式の全部の場じゃなくても、日ごろからされていたんじゃ

ないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 私がこの協議に加わってからは、文言の調整で何度も修正して、加えたと

ころは色をつけたりとか線を引いたりとか、そういうやりとりをしています

から、１個１個文言はチェックしているはずです。それを説明していないか

というと、説明していることになると思うんですけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 説明していることになるんであって、理解はしていなかったというふうに

思われるんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 それは、先方の理解力の問題だと思いますが。 

○委員（松永隆志君） 

 そして、こういうのが出来上がったら、一応全体を通じて双方で確認しな

がら、この文言についてはこういうことだよという押さえをやったはずです

よね。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね。 

○委員（松永隆志君） 

 それは行われましたか。 

○証人（久野 敦君） 

 毎回やっていましたけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そういう押さえについての組合側の記録としては、この罰則規

定が適用されないというようなことの文言は、記録として１つも残っていな

いんですよね。ということは、そういうのはされなかったという組合側の主

張の根拠はそこにあるんですよ。そしたら、ＪＦＥとしては、そういうのは

記録としてちゃんと残していましたよと、ＪＦＥの記録もありますよ、メモ

でも結構ですから、そういうふうな当時のあれとして、何か記録でもとって

いたか。 

○証人（久野 敦君） 

 記録といいますか、出来上がりの成果物にそのように書かれているもので

議論していたわけなので、あえて報告書に書かなかったのかもしれませんし、

必要ないと思って書かなかったのかもしれないし、我々はその部分でサイン

をしていませんから、それを確認していませんので、我々としてはこれが成

果物として、これで議論していましたと言うしかないですね。 
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○委員（松永隆志君） 

 わかりました。ただ、組合としての反応も、今、言ったように、協議の場

ではもう当然のこととして進行していった、その認識があったかどうかは別

としてですね。 

 それと、ごみ質が２，０００ｋｃａｌで８０，６６５ｔ、これをきっちり

行うということは、先ほどからずうっと話をお伺いしていると、それは言っ

てみれば、それにぴったり押さえるなんてことは、技術的にも不可能なこと

だよと、それはもう間違いございませんですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 ８０，６６５ｔ以下で来ることは当然考えていました。ただ、毎年８０，

６６５ｔが来るということは、当然想定はしています。想定というか、それ

は。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、その８０，６６５ｔ、これはもう久野さんの認識で結構ですか

ら、これはどういうふうな数字なんですか。なぜ８０，６６５ｔという数字

が出てきたと思いますか。 

○証人（久野 敦君） 

 それは組合さんから提示されたんじゃないですか。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、組合はどういうふうな中身で、この８０，６６５ｔを出したのか

というのは、こっちの発注仕様書や何かでもずうっと詳しく述べてあるわけ

ですよね。そして、この８０，６６５ｔは、日量２２１ｔ、これが平成２１

年の量。 

○証人（久野 敦君） 

 それは、当時、私は認識していませんでしたので。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、やっぱり当時営業でこういうふうな契約とか、さっきも言われた

ように、こういう交渉ごとに当たられるんですから、ユーザーさんというか、

相手方の元々の基本的な考えとか何かについての把握はされずに、ただただ

事務的に処理されたということですか。 

○証人（久野 敦君） 

 組合から出されたものを受け取っただけです。それを基にして、我々のほ

うではじいただけです。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、そもそもＪＦＥのその辺の認識はなかったということでしょう。 

○証人（久野 敦君） 
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 ８０，６６５ｔを超えるという認識ですか。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。 

○証人（久野 敦君） 

 ないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 それがおかしいんじゃないですか。元々こちらは応札条件提示前に発注仕

様書や何かで、そして、ほかのメーカーや何かもお呼びしたときに、その辺

については詳しく説明してあるわけですよ。担当が違うかもしれません、あ

なたじゃなかったかもしれませんけれども。 

○証人（久野 敦君） 

 担当外です。 

○委員（松永隆志君） 

 そういうふうに依頼主のご要望を認識していなかったというならば、そも

そもその前提条件として考えられていること自体が依頼主と違う前提条件を

立てているということでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 依頼主の前提条件は８０，６６５ｔじゃないんですか。 

○委員（松永隆志君） 

 ８０，６６５ｔというのは、あくまでも２１年の想定量。 

 そしたらば、２１年は８０，６６５ｔ、２２年になったら、８０，６６５

ｔになった、そしたらば、それはもうだめですよ、アウトという考え方なん

ですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、１ｔでも超えたら、我々は一切何もしませんと言っているわけ

じゃなくて、その分は協議しましょうと。また、恒久的に前提条件が異なる

んであれば、またそれはそれで協議しましょうということを明記されている

と思いますけれども。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、少なくとも、罰則は適用されなくなるけれども、後は協議しま

しょうというのがそちらのお考えだったということですか。 

○証人（久野 敦君） 

 そうですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらば、元々に戻って、応札条件の年間経費、平均の経費でお願いし

ますよというのは、言ってみれば、少なくとも、前の担当者は認識していた
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かもしれないけれども、久野さんに至っては、もう全然その辺のところ何か

は知らなかった。 

○証人（久野 敦君） 

 文言どおり受け取って、それをこれにまとめたということですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、もう１回応札条件の文言をよく見ると、あれは年間の平均経費

でお願いしますよと書いてあるわけですよね。その辺のところは、言ってみ

れば、もう過去の文書だったから、見ておられなかったということでよろし

いですか。 

○証人（久野 敦君） 

 結果、今、やっているものが正とすれば、特に今、言われても、我々とし

てはこれで議論するしかないということですね。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いいですか。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 町田委員。 

○委員（町田康則君） 

 そしたら、先ほども言ったんですけど、変更覚書のところに係わっていら

っしゃる。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（町田康則君） 

 変更覚書の中では、電力量は使用量が４，０００ｋｗ、発電量が４，００

０ｋｗで０だというふうになっていますよね。甲第１０号証の後ろのほうの。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、それはグラフで示しているとおり、変動しますと。 

○委員（町田康則君） 

 はい。ですから。 

○証人（久野 敦君） 

 基準ごみ２，０００ｋｃａｌのときはそうですという意味です。 

○委員（町田康則君） 

 はい。それで、ガスが１，５６６．４ｔと。ただし、実際上は、それより
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電気代も多くなった分については、当然この罰則規定はやらなくても、その

超過分についてはこっちで払ってくださいよと、それはわかるんですよ。８

０，６６５ｔを超える分については払ってくださいよと、それはわかるんで

すけど、その前の段階では、そちらが払うということを保証されているんで

しょう、当然。 

○証人（久野 敦君） 

 その前の段階というと。 

○委員（町田康則君） 

 ８０，６６５ｔ内のごみの燃やすガス代、電気代については保証しますと

いうことなんでしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、ごみ量とごみカロリー、こういったもので幾らぐらいになるの

か、そういう協議をやっていたんですが、結果的にはまとまらずに、今、裁

判になっているということですね。 

○委員（町田康則君） 

 ２，０００ｋｃａｌというのは、あくまでもこちらが提出した普通のごみ

１，１００ｋｃａｌから２，８００ｋｃａｌの間をとって、それが標準ごみ

ですよね。その間で移動するのはわかっているわけですから、そちらの言わ

れるように、ごみ質というのは、取ったときで違うんですよと、佐藤さんも

言ってらした。だから、当然２，０００ｋｃａｌが絶対ということはないわ

けですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 それは、１つの基準ごみの場合がこうで。 

○委員（町田康則君） 

 そうです。 

○証人（久野 敦君） 

 変動した場合はこうで、間をとって． 

○委員（町田康則君） 

 そして、ずうっと調べてみれば、２，０００ｋｃａｌ以上のときが多いん

ですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 そうだったですかね。 

○委員（町田康則君） 

 ええ。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、そうとも言えないと思います。 
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○委員（町田康則君） 

 ですから、ＪＦＥがピットに水を入れたとき、あのときが１，６００ｋｃ

ａｌとか、ぐうっと下がっているんですけど、１，４００ｋｃａｌとか。 

○証人（久野 敦君） 

 水を抜いた後も２，０００ｋｃａｌを下回ったときがあったと思います。 

○委員（町田康則君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ４年間のあれを出してくれんかな。４年間のカロリー提示。 

 すみません、甲第１３号証の７ページをちょっと提示をしてください。 

（証人へ甲第１３号証を提示） 

○委員（町田康則君） 

 ７ページの１７年度、１８年度、１９年度を見ると、第２回の１７年度の

８月１５日が１，６３０ｋｃａｌですけど、あとは大体において、右側のほ

うに平均を書いていますけど、１，９９８ｋｃａｌとか２，０７４ｋｃａｌ

とか２，０２０ｋｃａｌとか、３年度内においても２，０００ｋｃａｌを超

えているんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 ２０年度は１，６５０ｋｃａｌ。 

○委員（町田康則君） 

 はい。２，０００ｋｃａｌがどうしてなのかというのは、こちらも今のと

ころわからないんですけどね。 

 私が言っているのは、最初に始めたのが１７年ですから、トラブルが起こ

ったのは、１７年、１８年のときなんですよ。当然証人もおられた、この会

議なんかにも出席されているときなんですよ。 

 ごみ質にしてでも、量が多い分についてはこちらが保証しますというのは、

決められた量よりも量が増えた分については組合が払ってください、それは

わかりますよ、当然ですよ。しかし、その前に決められた、電気だって全然

使わなくていいと言っているんだから。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、これは平均をとって２，０００ｋｃａｌですけど、日々変動す

るんですから。 

○委員（町田康則君） 

 いや、だから、２，０００ｋｃａｌというのは難しいと言っているでしょ

う。 

○証人（久野 敦君） 
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 ですから、日々変動する。 

○委員（町田康則君） 

 日々変動するんだから。 

○証人（久野 敦君） 

 その変動をキャッチアップして、それを保証とリンクさせて精算しましょ

うということが変更覚書です。 

○委員（町田康則君） 

 ええ。ですから、平均でも大体２，０００ｋｃａｌ超えているか、近くじ

ゃないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 年間４回だけとったと。こちらでは日々とっていると。 

○委員（町田康則君） 

 いや、だから、こちらで書いた、おたくの報告書の中でも、２，０００ｋ

ｃａｌが１０日間ぐらい続いているというのはまずおかしいとさっき言った

でしょう。 

○証人（久野 敦君） 

 それはちょっと私はわかりませんので。ただ、それ以外のところを見てい

ただくと、結構変動していますけれども。 

○委員（町田康則君） 

 ごみピットの中に、もういいです。 

 そしたら、すみません、先ほど引渡性能試験というので合格だったと言っ

ていらっしゃいましたね。だから、これは色んなので、この施設は合格なん

だと。 

 甲第１８号証、土井さんの証言の７ページをちょっと。それと、甲第１１

号証。 

（証人へ甲第１８号証、甲第１１号証を提示） 

 まず、甲第１１号証は、これはＪＦＥからの報告ですね。そして、いしば

ん最後のページを見てください。緊急作動試験、合格となっていますね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（町田康則君） 

 合格なんですけど、もう１つの甲第１８号証の７ページを見てください。

土井さんの陳述書です。その中に、非常用発電設備ラジエーターファンとい

うのが２番にありますね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 
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○委員（町田康則君） 

 平成１８年９月ですから、まだおられたんですね。そのとき台風１３号に

よって停電が起こったと。そしたら、そのときに、非常用発電装置が正常に

始動しましたが、実際、おかしくなったと。そこで、調べてみたら、ファン

が５０Ｈｚ仕様の製品が使用されていたと。これはご存じでしたか。 

○証人（久野 敦君） 

 今回、百条委員会の中で知らされました。 

○委員（町田康則君） 

 知りませんでしたか。 

○証人（久野 敦君） 

 実際に、非常用発電機の問題があったとは聞いていましたけれども、詳し

いことは私は知りませんでした、存じ上げませんでした。 

○委員（町田康則君） 

 実際上、はまっていたのが、ここの九州地区では６０Ｈｚですよね。５０

Ｈｚ仕様のがはまっているというのは、試験としては合格ですというのは言

えるんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません、私はこの件に関しては特に関与していないので、わかりませ

ん。 

○委員（町田康則君） 

 わかりませんか。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（町田康則君） 

 いや、ＪＦＥが試験して、もう合格となっている、当然こちらも信じてい

ますよね。それなのに、実際上、台風があって停電してみたら、ちゃんと作

動しない。作動しないので調べてみたら、別のヘルツのがはまっていた。そ

れは、どう考えても、そちらの最初のこういう引渡性能試験の中できちっと

されていなかったということを証明するものじゃないですか。 

○証人（久野 敦君） 

 担当していないので、わかりません。 

○委員（町田康則君） 

 もう一度言います。あなたは営業をやっているから、よくわかっているで

しょうけど、ＪＦＥというのは、年間どれだけ売上をされているんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 約３，０００億円だったと思いますけど。 
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○委員（町田康則君） 

 それは。 

○証人（久野 敦君） 

 ＪＦＥエンジニアリングですか。 

○委員（町田康則君） 

 ＪＦＥホールディングスです。 

○証人（久野 敦君） 

 ホールディングスですか。３兆円ぐらいですかね。 

○委員（町田康則君） 

 そうですね。３兆円から３兆３，０００億円ぐらいの間で推移しています

ね。純利益で３，０００億円ぐらいありますね。 

○証人（久野 敦君） 

 記憶していません。 

○委員（町田康則君） 

 そして、そのＪＦＥホールディングスが平成２０年の２月４日の新聞によ

りますと、今後１７年分、特別損益として５００億円計上していますね。 

○証人（久野 敦君） 

 たしか、正確な数字は覚えていませんが。 

○委員（町田康則君） 

 それはご存じですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員（町田康則君） 

 今後、１７年にわたって、特別損失引当金として、一括計上しています。

これはここにも書いてあるんですけど、岡山、埼玉など、国内４カ所でＪＦ

Ｅエンジニアリングが操業と保守を最長で２４年まで請け負う契約になって

いる。そのために、操業保守のコストが受注時の見込みより大幅に膨らみ、

今後も赤字を出し続けることが確定的となったために出したということです

けど、それは間違いないですね。 

○証人（久野 敦君） 

 それは何の資料ですかね。 

○委員（町田康則君） 

 日経です。 

○証人（久野 敦君） 

 ああ、そうですか。 

○委員（町田康則君） 
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 はい。会計報告書とかで書いてあることが我々の公式コメントだと思いま

すので、ちょっと日経新聞の言い回しが正しいかどうかはわかりません。 

○委員（町田康則君） 

 これは、きちっとした形を税務署にも説明し、どこでと言わないと、これ

は利益からこの分を引くわけですから、きちっとした格好で、あなたは言え

ないかもしれないけど、本当はそれ以上の、社長だったら、これは言えるん

ですかね。どこに使うというために。 

○証人（久野 敦君） 

 会計報告書に明記されていると思うんですけれども、それをどういうふう

に記者が酌み取って書くかどうかはわかりませんので、我々の公式コメント

というのは、それを見ていただければよろしいかと思います。 

○委員（町田康則君） 

 いや、ですから、特損で５００億円もね。全国では、自治体の４カ所なん

ですよ。それに対して、５００億円と言っているんですよ。そしたら、これ

自体が、ある意味で、今、ものすごく経費が掛っているということで特損ま

で出しているわけですから、この製品は当然ドイツで造られたものをこのＪ

ＦＥ、川鉄さんのほうでまた改良されたかもしれないけど、実際上は、こう

いうふうにどこでも経費が掛っている。私どももよそのところからのも取り

ました。掛っています。だからこそ、ここに出したんだと思うんですけどね、

そこについてだけ。 

○証人（久野 敦君） 

 それは個人的な意見を求められているんですか。 

○委員（町田康則君） 

 いやいや、あなたが営業マンとして、本当は社長に、当然私どもは２６万

人の代表の前管理者もここに証人尋問として呼ぶようになっていますから、

あなたが答えられなかったら、ＪＦＥホールディングスの社長を呼んで、こ

の特損はどこに充てるつもりでしたんですかと、聞くしかないんですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 私は、その件に関しては、事実を聞かされているだけなので、それ以上の

ことはちょっとよくわからないんですけれども。どこに幾らをかけるとか、

そういったことはわからない立場にあるんですが。 

○委員（町田康則君） 

 このＪＦＥホールディングスは、会社としては新日鉄に次いで日本で２番

目に大きいですよね。 

○証人（久野 敦君） 

 製鉄メーカーではですね。 
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○委員（町田康則君） 

 はい。メーカーとしてですね。ですから、日本を代表する、世界にはばた

く企業であって、ここでこんなふうなトラブルが起こっていることを、やっ

ぱりいかにそれに対して対応するのがまずいと思いますよ。 

 今、トヨタなんかでも、何か。 

○委員長（西口雪夫君） 

 町田委員、時間がありますので、ほかの人に代わってください。 

○委員（町田康則君） 

 ですから、そのＪＦＥの対応に対して、今、裁判をやっていますけど、実

際上、色んなトラブルが起こったときもおられた、今、さっき言ったみたい

に、水もピットの中に入れた、それでラジエーターファンが違った、そうい

うのを聞かれてどう思いますか。 

○証人（久野 敦君） 

 個人的な意見ですか。 

○委員（町田康則君） 

 うん、個人的でいいです。個人的で結構です。 

○証人（久野 敦君） 

 我々は、今まで５年間ですか、一生懸命処理をして、現場も一生懸命ごみ

を減らす努力をして、我々は改善改良工事も自前でして、このごみ処理施設

を運転するというふうに真摯に対応してきたつもりです。 

 ですから、おっしゃられたとおり、我々も社会責任のある立場に会社があ

りますし、どこにも逃げるつもりはありませんし、しっかり対応してきたつ

もりです。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ちょっといいですか。また元に戻るかもしれませんけれども、応札条件の

提示がこちらが６億７，５００万円やったですね。おたくが５億８，７００

万円の提示をされましたね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それで、もうこれは変更されて、１４億６，１００万円、３年間の維持補

修費と運転経費ですね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ということは、４億８，７００万円ということですので、１億。 
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○証人（久野 敦君） 

 １年間。 

○委員長（西口雪夫君） 

 １年間で用役費が賄えればいいということですね、大体が。元々の計算か

らいけばですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 分けたらということですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 元々組合の考えとすればですよ。 

○証人（久野 敦君） 

 計算上、そうなります。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それで、ここに応札提示額がありますけれども、電気が基本料金と改善費

を合わせて約４，２００万円ですか。そして、ガス料金が６，５００万円な

んですね。約１億円をちょっとオーバーしていますけれども。この範囲内で

おさまれば、組合としてもそう高くなかったなと思うんですけれども、実際、

こちらはまだ運転する前で、全く情報が入ってきていないんですね。組合の

ほうは稼働する前ですから。 

 そして、おたくが提出したこの資料、甲第１号証の４の２５ページをちょ

っと提示をお願いします。それと、甲第１号証の２の５ページの提示をお願

いします。 

（証人へ甲第１号証の２、甲第１号証の４を提示） 

 そこの下のほうに、おたくから出されておったパンフレットなんですけれ

ども、さらにランニングコスト面でも廃棄物の持つエネルギーで溶融が可能

なため新たな熱源は必要としないなど、従来に比べ大幅な削減を可能にしま

すとありますね。 

 そして、甲第１号証の４の２５ページをちょっと見ていただければ、ここ

のプロセスの特徴のところに外部エネルギーとありますね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 これは不要としてあるんですね。熱源としてコークス使用とあるんですけ

れども、これが不要ということは要らないと理解してよろしいんですか。こ

れは宣伝のパンフレットなんですけど。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっと私はこれを初めて見るので、だれが作ったのかもわかりませんの
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で。 

○委員長（西口雪夫君） 

 組合にこれが提出されているんですね。熱源が要らない、エネルギーも要

らないと判断されるべきなんですけれども、これが６，５００万円で済んだ

らいいですけれども、１７年度はガスが３億２，８００万円なんですね。ち

ょうど約５倍です。１８年度が５．５１倍、３億６，０００万円、１９年度

が５．８１倍の３億８，０００万円ですね。これはどう思われますか。こん

な数字。 

○証人（久野 敦君） 

 ですから、その辺はごみ量とごみ質を勘案して、協議を進めてきたつもり

なんですけれども。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ごみ質だけでこれだけの違いが出ますか。 

○証人（久野 敦君） 

 それで、今、裁判で色々協議をしているということしか、ちょっと今は言

えません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それと、もう１つ、甲第３６号証の５の１ページを提示してください。 

（証人へ甲第３６号証の５を提示） 

○委員長（西口雪夫君） 

 これはメーカーヒアリングの川崎製鉄のほうを見てください。一番最後か

ら２つ目ですね。これは下のほうを見ていただきますと、ガスエンジンが約

１，５００ｋｗの５基、こことちょうど一緒ですね、７，５００ｋｗですね。

発電効率が３０％以上、発電力量が２，６７９ｋｗ、消費電力が２，０８５

ｋｗということで、６００ｋｗ売電できるようなデータなんですね。こうい

ったデータが、当時、組合にはこれしかないんですよ。パーセントとかです

ね。実際、電気が４，２００万円で済んでいればいいんですけれども、平成

１７年度が１億１，３００万円、７．８９倍、平成１８年度が１億８，４０

０万円、１２．８倍です。１９年度が１億５，８００万円で１０．９５倍、

ごみがちょっと多かったぐらいでこれだけの電気、あるいはガスが要るとい

うのは異常に思うんですけど、どうですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ここについてもガスと同じように、今、裁判でまさに議論しているところ

だと思います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 今、１点だけお聞きしたいんですけれども、今、多分組合が負担しておる
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料金と別に、人件費、話によれば、ちょっと多めに採用されておるような感

じを受けますので、そういった面でどれくらいのおたくが出しておる金額と

いうのはある程度わかりませんか。 

○証人（久野 敦君） 

 ちょっと今、手元に資料がないので、わからないですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 後に大杉さんがいるから、私はよかです、後であれします。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 先ほどこの変更覚書並びに覚書に関しては、組合のほうから隠しておった

ほうがいいですよねと言われたというふうなことですけれども、実は、平成

１９年の９月の第２回の組合議会の中で、ここの管理者が答弁されているん

ですけれども、これは性能保証に関する覚書の締結をしておりますがという

ことであって、ＪＦＥについて、今、公開しますと、企業のノウハウ、また

は精算方法や保証内容等が３カ年精算でありますので、今公開いたしますと

混乱する可能性があることから、ＪＦＥから提供については控えてもらいた

いとの要望があっておりますと。したがいまして、可能な限り、記載をして

おります性能保証に関する概要版をご覧いただきたいというふうなことで、

ここの管理者がそう答弁してあるんですよ。 

 ですから、おたくのほうから頼まれて、混乱もしちゃいかんだろうし、ま

た企業のノウハウということもあって、それを公開しては、こっちのほうじ

ゃなくて、ＪＦＥのほうから要望されて公開できませんと。しかも、概要版

で対応されていると。 

 このときは、翌年の２０年の２月２０日の議会で初めて公開されたわけで

す。そこは、今度は覚書と変更覚書と２つ同時に公表されたわけです。それ

は、組合議会からすれば、初めて見た人間ばかりだったものですから、どこ

まで、色んな取り返しをしながら、何で公表できなかったのかと、不思議で

ならなかったわけですけれども、やはり今、聞いても、同じような答えなん

ですか。あなたたちのＪＦＥのほうから公開は控えてくださいということじ

ゃなかったんですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 前半おっしゃられた、精算前に公表すると混乱を招くからというのは、逆

に組合さんからそういう話があって、それに対して、我々もそうかもしれな

いなと。ただ、いずれ見せるものであれば、一度、ちょっといつだったか忘

れましたが、我々の九州支社に組合さんと一緒に組合議員さんたちも来られ

て、その話も議論したことがあったんですけれども、そのときに、今、ある

委員の方から、今、変更覚書というものが存在しているんだったら、見せて
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みろと。多分組合議員はしていないと思ったんでしょうね。正直、私は、じ

ゃあ、見せようかなと思ったぐらいで。ただ、そこで当時の髙田局長も今は

ちょっと見せられませんからということで制されたという記憶があります。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 お伺いしますけれども、今、委員長が指摘された、甲第１号証の４の２５

ページを提示させてください。 

（証人へ甲第１号証の４を提示） 

○副委員長（柴田安宣君） 

 先ほどは、委員長は左側の新日鉄のほうを指されたんですけれども、私は

右のほうを見ていただきたいと思うんですけど、このごみの質が１，５００

ｋｃａｌの数字をはっきり示して、それで、つまり１，５００ｋｃａｌ以上

のごみ質があれは、外部エネルギーは不要というふうなことで書いてありま

すよね。 

○証人（久野 敦君） 

 はい、書いています。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 ですから、この炉は１，５００ｋｃａｌのごみを投入した場合は、ガスエ

ンジンで外部から持ってくるエネルギーは必要ないと。これは基準ごみと言

われておる２，０００ｋｃａｌじゃないんですよね。１，５００ｋｃａｌで

あっても、外部エネルギーは不要というふうなことで、これを型式の説明の

中に書いてあるものですから、このことは理解してあったと思うんですけど、

当時は、新日本鋼管とすればそうなんですけれども、ただ会社が出すパンフ

レットの中でこれを出すということは、責任を持った数字だと思うんですけ

れども、いかがですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません、当時はこれにタッチしておりませんでしたし、違う会社だっ

たので、どういう根拠で出したかは、私はわかりかねます。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 それで、もう１つ伺いたいんですけれども。 

（証人へ甲第３０号証の３を提示） 

○副委員長（柴田安宣君） 

甲第３０号証の３の後ろのほうを見ていただければ、ずうっと協議をされ

て、議事録ということで、こういう形で残っております。その中で、組合の

ほうから常に情報提示を求められておるようでございます。あなたの来られ

た後に、文言の修正だけじゃなくて、例えば、電気がどうなっているのか、

千葉工場の分がどうだとか、ごみの質がどうだとか、それから罰則規定とか
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いう文言がずっとあるんですけれども、そういう具体的に修正だけじゃなく

て、資料として請求された分を、そのときは請求されたとおりの資料を提供

されましたか。 

○証人（久野 敦君） 

 組合さんから要望があったものですか。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 はい。 

○証人（久野 敦君） 

 もちろん、そうですけれども、用役に関しての資料、別紙の部分ですね。

それに関しては、ほぼ私が来る前に提示されていましたので、その修正とい

う形になっています。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 この６ページあたりのほうで、真ん中辺にあります。 

○証人（久野 敦君） 

 すみません、ページが振っていないので、何月何日。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 振っていないんですけど、数えてもらって。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ８月１２日でいいですか。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 そうですね。７月２８日になっておる。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いや、そいけん、８月１２日の日付のやつですね。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 ８月１２日は。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いやいや、これでいいんです。右側に平成１６年８月１２日木曜日とあっ

て、７月２８日の協議をとしてありますから。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 ああ、そう。この中で、罰則の修正とか精算の方法案とかということであ

っておりますけれども、こういうことで、もう当初から２０％相当の上限と

か罰則等の修正とか運転管理のそういうもろもろの修正協議ということがあ

っておりますけれども、こういうところに用いる資料というのも出されてお

るんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 資料ですか。 
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○副委員長（柴田安宣君） 

 はい。参考になる資料。 

○証人（久野 敦君） 

 いいえ、特に記憶はないですね。修正というのは文言の修正であって、グ

ラフを修正したのは、ちょっと私の記憶がないです。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 ああ、そう。 

○証人（久野 敦君） 

 ええ。すみません、その部分は、グラフ等ですから、この前証言した佐藤

のほうが技術でやっていたと思います。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 それでいけば、その次の７ページですね。ガスエンジンの維持補修費につ

いてということでここに挙がっておりますけれども、この中で、内容につい

てをガスエンジンのメンテナンスというところとか、そういうことについて

の要求が後ろのほうでも出ているみたいですけれども、こういうメンテナン

スはどれぐらいのコストが掛るとかいうことについての説明はあっています。

だけど、これに基づく、根拠のあるような数字等も出されておるんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 最終的に、３年間分の３年間分のガスエンジンの定期的なメンテナンスで

すかね、一部出したと思いますけど。金額というよりか、どこをどれぐらい

の間隔で点検するのかとか、このタイミングで出してはいないと思いますけ

れども。 

○委員長（西口雪夫君） 

 一応５０分で終わりたいと思いますので、簡潔にお願いします。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 １０ページをお願いします。 

○委員長（西口雪夫君） 

 １０月１５日のやつですか。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 はい。この真ん中辺で、千葉プラントの実績と千葉プラントにないものが

あるのでということで、その中で、ガスエンジンの実績がないからわからな

いとか、カールスルーエの情報がありますかとかいうふうなことで質問をさ

れておりますけれども、千葉工場の内容のデータとかなんとかも出してもら

えないかという意見だろうと思うんですよ。そういうことに対して、またガ

スエンジンは実績がないからわからないとかいう答弁があっているみたいで

すけど、これはこのとおりなんですか。 
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○証人（久野 敦君） 

 すみません、ちょっとここには書いてあるんですが、こういう議論があっ

たかどうかというのは記憶にないんですけれども。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 はい、わかりました。 

 であれば、参考資料、乙第１号証。 

（証人へ乙第１号証を提示） 

○副委員長（柴田安宣君） 

 組合が変更覚書を取り交わすに当たって、２回も３回もガスエンジンにつ

いてのデータとか、そういう内容についての説明をいただきたいという声を

ここで出してあるみたいです。ところが、おたくのメーカーは既にわからん

とか実績がないと言われたから、ここにあります。後ろのほうの参考資料を

見てみてください。これでは、ガスエンジンについては平成１１年９月から

おたくの会社が稼働をしていると。それで、発電率が１００％負荷のときで、

バランスを示すことからいけば、発電効率は３７％を達成していると、その

中で、真ん中辺から後ろのほうに書いてあります。 

 従来の都市ガス使用のガスエンジンと比較しても、同等の発電効率を達成

したと。同時に、３５％の熱回収もあり、総合効率は７２％に達するという

ことです。それから、５０％負荷の効率は３３％で、１００％負荷と比較す

れば、４％減ぐらいで稼働しておるという、本当にすばらしいデータが出て

おります。 

 それと、その下のほうに、結論ということで裏のほうにあります。熱分解

ガス低位発熱量が約１，５００ｋｃａｌから２，２００ｋｃａｌの範囲内で、

発熱変動が３％程度でも、一定の発電運転の継続は可能であると。また、②

として、１００％負荷時の発電効率が３７％で、５０％負荷時３３％程度で

あり、都市ガス仕様のエンジンと比較しても同等な発電効率であるというふ

うなことで、もうそのガスエンジンを使えば、ＬＮＧを使った発電と同じよ

うな発電効率があるということが学会にも発表されてあるわけです。 

 そういうことを事実上、２００１年にやりながら、組合と協議をするとき

に、そういう実績はありませんとか、千葉工場の分は使っていませんとかい

うふうなことで公にしないで、こちら側のほうに必要な実績を出していない

となれば、これはどういうふうに解釈すればいいんですかね。 

○証人（久野 敦君） 

 いや、ちょっと私もこれを見たのが初めてですし、当時、ガスエンジンで

色んな資料を出せと言われた記憶は、私はなく、技術的な内容ですので、も

しかしたら佐藤のほうにあったかもしれませんけど、ちょっと私は担当して
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いません。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 これからいきますと、２，０００ｋｃａｌなくても、このエンジンは十分

稼働していけるというふうに理解するエンジンであるわけですから、私はそ

ういうふうに解釈をします。 

○委員長（西口雪夫君） 

 最後の質問にしてください。 

○委員（上田 篤君） 

 上田と申します。先ほど久野証人が補強工事について、組合のほうから９

０，０００ｔを超えるごみの処理量を要求されたので、補強工事を行ったと

言われましたけれども、これは確かですか。 

○証人（久野 敦君） 

 はい、確かです。 

○委員（上田 篤君） 

 それはいつ、どういう場で言われたんですか。 

○証人（久野 敦君） 

 ６月か７月か、ちょっと夏だったと思いますけれども、このままいったら、

９４，０００ｔぐらいになると。そのためにはどうしたらいいんだというこ

とのご相談を受けたので、それにはこういう対策をする必要がありますとい

う項目を作って、その中で、今の４つの補強工事については組合さんのほう

から、これは組合から費用を出すと、それ以外はＪＦＥの責任でやってくれ

ということで進めたものです。 

○委員（上田 篤君） 

 じゃあ、そういう正式な契約を取り交わしたわけですね。 

○証人（久野 敦君） 

 正式な契約は、その後に１つ１つ交わしましたけど。その場では、そうい

う議論になって、そこから色々仕様を決めたりとか、見積もりをお出しした

りとか、正式な契約手続をとっています。 

○委員（上田 篤君） 

 先ほどは、改善改良工事については自前でやったと言われましたよね、Ｊ

ＦＥの自前でですね。 

○証人（久野 敦君） 

 ええ。 

○委員（上田 篤君） 

 この改善改良工事と補強工事というのは、やっぱり性質が違うものなんで

すか。 
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○証人（久野 敦君） 

 そうですね。補強工事については、ごみ量が９４，０００ｔ来る前提で考

えた場合にやらなきゃいけないことということで、組合さんも合意していた

だいた。改善改良工事に関しましては、当時はもうずうっとごみを処理して、

炉を止めずに、ちゃんとしたメンテナンスもできずに動いていましたので、

かなり炉の状況が悪かったと。このままいったら、ずうっとこの負のスパイ

ラルがついてしまうと。ただ、その原因が組合さん側にすべてあるのか、我々

にあるのか、どうしても議論しても決着しないと。このお金はどうすべきか

とか。 

 そういう中で、我々のほうでもう判断して、ちゃんとしたメンテナンスを

させていただいて、炉をリセットしたいと。その上で、しっかりとした操業

に戻したいと。これは我々のトップが決めたことですから、それで対応した

次第です。廃棄は違います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 上田委員、あとまだ大杉証人がいらっしゃいますので、そちらでお聞きし

ていただきたいと思います。 

 以上で、久野敦証人に対する尋問を終了します。 

 証人におかれましては、長時間にわたり、ご協力いただき、ありがとうご

ざいました。心からお礼申し上げます。証人、ご退席ください。 

（証人退席） 

 休憩をとりまして、２時から委員会を再開します。 

（午後１時５２分 休憩） 

（午後２時００分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 休憩前に引き続き、委員会を再開します。 

 傍聴人の皆さんにお願いいたします。 

 委員会中は静粛に傍聴していただきますようにお願いいたします。委員会

の進行を妨げるような行為は退場していただくことになりますので、ご協力

をお願いいたします。 

 なお、携帯電話につきましては、電源をお切りいただくか、マナーモード

への切り替えをお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 なお、証人の大杉仁氏より、お手元に配付のとおり補佐人同伴許可願が提

出されております。 

 お諮りいたします。補佐人の同伴の許可をすることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○委員長（西口雪夫君） 

 異議なしと認めます。よって、補佐人の同伴を許可することに決定いたし

ました。 

 それでは、証人の入室をさせてください。 

（証人入室） 

○委員長（西口雪夫君） 

 証人におかれましては、お忙しいところご出頭いただき、誠にありがとう

ございます。何とぞ当委員会の調査目的をご理解賜り、円滑に進行できるよ

うにご協力をお願いいたします。 

 証人にお尋ねいたします。 

 先ほど記載いただきました出頭カードについて間違いはありませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 間違いありません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、証言を求める前に証人に申し上げます。 

 証人に証言を求める場合には、うそを言わないという宣誓をさせなければ

ならないことになっております。宣誓を行った証人が虚偽の陳述を行った場

合には３カ月以上５年以下の禁錮に処せられることになりますので、十分に

注意をしてご証言をください。 

 それでは、法律の定めるところによりまして、証人の宣誓を求めます。 

 ここで、報道機関各位に申し上げます。テレビカメラ、写真等の撮影を中

止してください。 

 傍聴人を含め全員ご起立願います。 

 それでは、大杉仁証人、宣誓書の朗読をお願いいたします。 

○証人（大杉 仁君） 

 宣誓書。 

 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事もつけ加えないことを

誓います。 

 平成２４年４月２６日 大杉仁。 

○委員長（西口雪夫君） 

 着席願います。 

 それでは、証人は宣誓書に署名、捺印をしてください。 

（宣誓書署名捺印） 

○委員長（西口雪夫君） 

 これより証言を求めることになりますが、証言は、証言を求めた範囲を超

えないようにお願いいたします。 
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 また、こちらから質問しているとき、また証言をされる際も着席のままで

結構です。 

 証言をされる際には委員長の許可を必要としませんが、補佐人へ相談され

る際には委員長の許可を必要とします。 

 また、補佐人へ相談されることは法的な助言のみに許可させていただきま

すので、ご承知おきください。 

 補佐人に申し上げます。 

 補佐人は、証人が委員長の許可を得て相談をした際に証人に対して助言を

することはできますが、委員会において発言をすることは認められておりま

せん。発言される場合には退場を命じることもありますので、ご承知おきく

ださい。 

 なお、録音をしておりますので、質問を最後まで聞き終わってからお答え

ください。 

 それでは、これから具体的に質問に入らせていただきます。 

 大杉仁氏の質問をまず松永委員よりお願いいたします。 

○委員（松永隆志君） 

 どうもこんにちは。お疲れさまでございます。諫早市議会議員の松永でご

ざいます。よろしくお願いします。 

 まず、大杉証人のこのクリーンセンターに関する係わり、いつぐらいから

いつぐらい、そして、どういう業務に携わっておられましたか、その辺をお

答えください。 

○証人（大杉 仁君） 

 ２００４年の１０月、何日か忘れましたけど、ぐらいから諫早のほうに居

を移しまして試運転の取りまとめを行いました。２００５年の４月から竣工

いたしまして、２００８年の６月エンドまでここの施設の所長をさせていた

だきました。 

○委員（松永隆志君） 

 ということは、２００５年、ちょうど本格稼働から３年ぐらいの間のここ

の所長をしておられたということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい、現場の所長をしておりました。 

○委員（松永隆志君） 

 今現在は、どちらにおられますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 今現在は、４月からやっぱり同じ産廃をやっているところなんですけど、

４月から子会社に出向いたしました。 
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○委員（松永隆志君） 

 そこはサーモセレクトのある。 

○証人（大杉 仁君） 

 サーモセレクトもやっていますし、メタン発酵だとか、それから、そうい

うのを何ていうんですかね、汚泥処理みたいなやつだとか、それをやってい

ます。 

○委員（松永隆志君） 

 ここのデモ機といいますか、実証機のあれでではないんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ９９年ぐらいに立ち上げたやつなんですけど、千葉のそこも私の今見てい

るところの施設です。 

○委員（松永隆志君） 

 今の千葉では、このサーモセレクトの当初は実証機と言われた機械、毎日

何千人も視察が来られるような機械が据わっていたそこで、今もその機械は

動いているんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 産廃でやっております。操業しております。 

○委員（松永隆志君） 

 それは今は余り人には見せんようにしておられるんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 基本的には人にというか、お客さんとか、それから地域に開かれたという

ことで色々地域の方なんかが見に来た場合には工場見学とかというのはござ

いますけどね。 

○委員（松永隆志君） 

 ただ地域の方限定ぐらいですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 大体我々の商売に、あと地域で例えば、産廃を持ってこられるお客さんが

おられれば当然見に来られるというパターンですね。 

○委員（松永隆志君） 

 なるほどですね。私も１回は見せていただこうかなと思って計画したら断

られたもんでですね。やっぱり遠方の方はだめということかなと思ってです

ね。それは関係ございませんので。 

 そしたら、実際に今、向こうの工場やなんかでの処理経費とかなんかのあ

れはきちっと出ておるわけですよね。（「はい」の声あり） 

 何かの機会があったら、ちょっと勉強させていただこうかなと思いますの

で、よろしくお願いします。 
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 そしたら、今回私のほうからお伺いしたいのが、もう稼働してからの所長

さんですから、後もってほかの委員からその辺の技術的なもの、そして実際

の状況を質問あろうかと思いますけど、私のほうからは、ここの施設建設に

至る発注仕様書とかなんかについての確認だけさせていただきます。なぜか

といいますと、当然この施設の前提条件といいますか、どういうことでこの

施設がつくられたということでその辺を押さえていきたいと思っております

ので、まず甲第３号証をご提示お願いします。 

（証人へ甲第３号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 ここに発注仕様書がございます。これは、この施設建設に当たりまして諫

早市初めこの広域の市町で当初この施設建設を計画したわけですけれども、

その折に色んなメーカーの方々、もちろんガス化溶融炉方式以外のものも当

初検討していた中で、こちらとしてはどういうふうなものがここの施設で欲

しいかということでまとめ上げたのがこの発注仕様書です。これ見られたこ

とありますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 見たことはありますが、直接担当は当然しておりませんでしたので。 

○委員（松永隆志君） 

 当然、書類かなんかでずっとその過去からのあれで事務所やなんかにも備

えてあったんじゃないかなと思いますけれども、所長さんですので、一応目

は通されたかと思います。 

 この３ページをご覧いただきますと、ここの施設の当初からの計画という

のが、公称能力で指定されたごみ質の範囲内で３００ｔ、２４時間というこ

とで、こういう施設が欲しいなということで計画されています。指定された

ごみ質というのは、次のページ、４ページにあります。１，１００から２，

８００、これはこの地域の家庭系のごみなんかを調査してこのくらいになり

ましたということなんですけれども、これは見られたままだと思いますけれ

ども、これはもう間違いございませんですね。これも前見られたのと同じで

しょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 恐らくこれが正しければそうだと思います。中の数字は私はわかりません

が。 

○委員（松永隆志君） 

 書き替えてはおりませんので。それで、ここの中で挙げておるのが２２１

ｔ、３ページの真ん中のところで、なぜ３００ｔの炉が欲しいかということ

のもとの数字がここに書いてあります。２２１ｔ、これはそこにありますよ
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うに目標年次というのが平成２１年度にこの地域全体から日量これくらいの

量が出るだろう。そして、ごみ質については先ほどのようなごみ質だと。だ

から、これが３６５日出てくると８０，６６５ｔになると。だから、そのと

きの数字８０，６６５ｔをまず２１年としては処理できないといけないよと

いうので前提があったわけですね。そして、その稼働日数やなんかを勘案し

て、ここに計算式がありますけれども、これで日量３００ｔ、こういう炉を

造ってくださいというこちらの基本的計画があった。これはもう間違いござ

いませんですね。見られたとおりで。 

○証人（大杉 仁君） 

 ここに書いてあるとおりでしょうね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、甲第４号証をちょっとお示しください。 

（証人へ甲第４号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 これが入札指名業者への応札条件なんですけど、先ほどの発注仕様書とい

うのは大体こういうふうな能力、炉の規模とか、そして、こちらが考えてい

るごみ質処理能力について示したもので、この応札条件の中で年間経費とい

うのをここで押さえているわけなんです。これも見られたことはありますよ

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 これは見たことはないんじゃないかと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 事務所やなんかにも備えつけてはなかったということですかね。 

○証人（大杉 仁君） 

 目に見えたかどうかというのは覚えておりませんけれども、この書類を明

確に覚えてはいないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、それの２ページをお開きいただきますと、ここでごみ焼却施設

と、一番下、四角で囲った中で６億７，５００万円という数字が書いてあり

ます。これ年間ですね。トンに直すと８，３６８円になります。言ってみれ

ばそこの下に書いてあります。応札される場合は、ごみ焼却施設の年間平均

経費、年間で６億７，５００万円以内におさまるようにしてくださいと。そ

ういう方々にお願いしたいんですよと。これ応札の条件です。そして、この

年間経費というのは保証事項となります。だから、それぞれのところはどれ

くらいの経費でできるかということを示したわけです。だから、それに対応

して入札に参加しようという会社は、自分のところはこれくらい年間で処理
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しますよ。年間平均経費としてこれくらい出ますよというので出したのが甲

第５号証。甲第５号証書を。 

（証人へ甲第５号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 これが川崎製鉄さんですね。当時の川崎製鉄の大阪支社長名で今の応札条

件にこたえまして、川崎製鉄としては年間経費内訳書の中でこういうふうな

一番下のほうに記載ございます。トン当たり７，２７１円、その前に色んな

諸経費こういうものを積算書いてあります。そして、トン当たり７，２７１

円、そして年間これ８０，６６５ｔと想定して５億８，６５２万８，０００

円でできますよということが出されております。これも書類として間違いご

ざいませんですね。これも見られたことはありませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 あったんでしょうね。確実にははっきり覚えていませんが。 

○委員（松永隆志君） 

 それで、このごみ１ｔ当たりの処理経費として７，２７１円、これについ

ては実際の処理に当たられる経験十分お持ちの方としては、これは処理でき

る経費とお思いですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 これは個人の感想という意味ですか。 

○委員（松永隆志君） 

 はい。個人的にで結構です。 

○証人（大杉 仁君） 

 前提条件を成立させるんだったらこうだと書いてあるんだから、こうでし

ょうね。ちょっとすみません。そういう意味ではわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 もう川崎製鉄さんとして自信を持って出してこられた数字というふうに思

いますので。 

○証人（大杉 仁君） 

 そうなんですか。いや、私はわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、と思いますので、それが、というか、佐藤証人にちょっとお伺いし

ましたら、とてもこんな安い経費じゃできないと、自分は来た当初から思っ

ていたと言われたんですよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 佐藤がそう言っていたんですか。 

○委員（松永隆志君） 
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 はい。当初からこんな数字ではなかなか処理できるものじゃないと自分は

思っていたという証言があったんですけれども。 

○証人（大杉 仁君） 

 正確にそう言ってたんですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで証言されました。 

○証人（大杉 仁君） 

 今の同じ文言で。 

○委員（松永隆志君） 

 文言はちょっとこれを起こさなければあれですけれども、とにかく５億８，

７００万円、この数字ではおさまらないということを当初来たときから認識

しておったということは言われました。これは佐藤証人の発言ですので、大

杉さんとしてはその辺は何とも言えないというところですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、前提条件がちょっとわかりませんし、それから経費のことについて

は基本的には後から言われるんだと思いますけど、変更覚書でしたか、あれ

に従ってやる。要は優先順位みたいなやつがありまして、一番優先度の高い

ものを基準にしてやるというようなことがあったと思うんですけど、それと

ってもそれに対して今、まさに裁判している最中ですので、ここで何か述べ

るというところはちょっとそぐわないような気がしますね。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。 

 そしたら、元々ありました応札条件というので金額提示がしてあります。

そして、年間経費内訳書がございます。そして、覚書の中で年間経費という

のが掲載してあります。この数値というよりも、最終的には変更覚書という

ものの中で決めたものが優先順位からいくと優先するというお考えですかね。 

○証人（大杉 仁君） 

 考えではなくて、どこかにどれを幾つかこういう公文書みたいなのがあっ

たときに優先順位をどうするというのが書いた書類があったんじゃなかろう

かと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。 

 そしたら、次に甲第８号証をちょっとお示しください。 

（証人へ甲第８号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 これが性能保証に関する覚書でございます。この中の３ページに５という



 78

ことで用役費、副産物再利用経費、維持補修及び人件費の保証ということで、

本施設の用役費以下こうで、総額は年間平均５億８，７００万円、これは年

間平均、ずっとここまで引継がれているのが年間平均経費なんですよね。こ

ういうことで書いてございます。ここも書いてあるとおりですので、この辺

まではもう見られたままだと思うんですけれども、間違いございませんです

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません。私自身は、このあたりの覚書とかその辺のところは･･･。 

○委員（松永隆志君） 

 タッチしておられない。 

○証人（大杉 仁君） 

 担当していないので、今、こういう文書があるんだと言われれば、こうで

すねというぐらいしか言えません。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。 

 そして、その後、今度は甲第９号証、これについてはもうご記憶あろうか

と思います。甲第９号証を。 

（証人へ甲第９号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 これはよくお読みになっているやつだと思うんですけれども、結局ＪＦＥ

が実際のここを造るに当たって、こういう性能のものでこういう仕様でやっ

ていきますよというものの実施設計の文書ですよね。ここはもう十分把握し

ておられると思うんですけど、間違いございませんか。この中なら聞かれて

も大体全部わかりますよという。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません。こういう図書がここにあるというのはわかります。この中の

例えば設計の思想だとか、そういうところら辺は物によってはわかるところ

もあればわからないところもあるんじゃないかと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、大杉さんの場合は実際の運転とか、そういうところに係る責任

者をしておられたということで、そもそもの機械の設計、そりゃ運転に係わ

られる部分とかなんかは理解しているけれども、それ以外のところはちょっ

と何とも言えないところもあるということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 質問にもよると思います。 

○委員（松永隆志君） 
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 そしたら、実際の運転のところとちょっとあれですけれども、１の２の１

というところを開いてください。 

 そこに、これは公称能力３００ｔということで書いてあります。これは発

注仕様書でこちらから３００ｔの処理能力ということでお願いしてあるわけ

です。３炉で３００ｔということですから、これは言ってみれば３炉運転を

１つの前提にした数字だと理解してよろしいんですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 運転ですか。ここの発注仕様というか、このページで言えば３炉で３００

ｔだというふうに書かれてあると。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、こちらも３炉で３００ｔの能力を出してくださいということは、

その３炉で３００ｔ動かしていけますよという数字でしょう、これは。 

○証人（大杉 仁君） 

 公称能力が１００ｔ掛ける３で３００ｔ／日だということを書いてありま

すね。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、３炉運転は前提だったんでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 ３炉運転が前提だという意味が、申し訳ない、意味がちょっとわからない

んですが。ここに書いてあるのは、能力は３００ｔ／日だというふうに書い

てあるだけですね。どういうふうに運転するのかということの質問というか、

その答えをここに書いてあるわけではございませんので、１００ｔ／日のも

のが３炉ですよということを書いてあるだけですね。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、実際の運転をされていて２２１ｔということは、単純に１炉１０

０ｔならば２炉ちょっとかかるわけですよね。もちろん１炉１００ｔじゃな

くて１２０ｔになると思いますけれども、基本的前提としては１炉１００ｔ

ならば、２２１ｔで３６５日回していくならば、それはだけど、そういかな

いからということで３００ｔということは、大体もちろん休ませたりするこ

とはあっても、３炉運転というのが基本的にそれはもう十分いつでもできま

すよというものがここに示されているというふうな理解でよろしいんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういう理解ではないかと思います、これは。 

○委員（松永隆志君） 

 どういうふうな理解すれば。 

○証人（大杉 仁君） 
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 これは理解とかいうんじゃなくて、これ書いてあるというだけですから、

これをどのように操業上運営していくかというのは、その時々のやり方とい

うか、実情に沿ったやり方で運営していくんだろうと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 それは例えば、ごみが増えてちょっと量的にしなくちゃいけないというと

きは３炉運転にすぐ切り替えたりとか、ちょっと炉を休ませてメンテをやっ

たりするときは２炉とか、そういうものじゃないんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういうものだと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、いつでも対応できるような形で３炉の回す能力は、はなから持

っているということですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 これは炉の能力を書いてあるページですね。年間の運転計画というのは恐

らく今でも同じだと思いますけど、あえてという言い方かどうかちょっとわ

かりませんけど、基本的には２炉がベースで、その分だけで賄えないタイミ

ングで３炉をやるというのが適切な言い方なんじゃないかと思いますが、こ

れではそんなことは書いてないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。申し訳ありません。 

 これはあれですね、その前提となるもので、３炉３００ｔということがあ

ったので、申し上げたまでですので、実際のところ運転としてはそうだろう

と思いますけれども、量とかなんかが増えてきて、緊急にしろ１炉は通常は

休ませながら、何か量が増えてきたなといったら即３炉運転にできるような

施設の中身は備わっているということを聞いております。 

○証人（大杉 仁君） 

 即というのをどういうふうなとらえ方をするかは別にしまして、それなり

の準備をすれば休ませている２炉ベースのところに３炉目を立ち上げるとい

うことは当然できると思います。 

○委員（松永隆志君） 

 できるということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 もちろん２炉目をやっているときに３炉目が例えば炉の修理をしていると

か、そうなるとメンテをした後でないと立ち上げられない、当然そういうふ

うな状態ではありますから、即ということを厳密に言うとそぐわないと思い

ますけれども。 
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○委員（松永隆志君） 

 それはもうわかります。 

 例えば、一度緊急に壊れたりすると、その休んでいる炉がぴっと動き出す

と。 

○証人（大杉 仁君） 

 タイミング。 

○委員（松永隆志君） 

 そりゃ時間はかかると思うんですよ。炉を動かすのに。そして、場合によ

っちゃ３炉ちょっとごみが多かったりすると３炉同時にも回せるということ

ですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 可能性の話だけで言えばそうだと思いますね。 

○委員（松永隆志君） 

 実際にこの試験運転やなんかのときも３炉運転とかなんかもしておられる

ということは、それは前提として３炉回すこともちゃんと想定されていると

いうことですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ２炉ベースでも３炉やるタイミングがあるよということは当然想定してお

りますし、それから３炉３００ｔというのは、恐らく引渡性能試験のことだ

と思いますけど、どういう試験方法をするかということを組合さんと、もち

ろんコンサルさんとでやっていただいて承認されたやり方でもってやるとい

うことですから、そのときに３炉３００ｔだったと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 私も引渡性能試験とかなんかも見せていただいて、３炉回せば３００ｔの

数値で順調にいっている成績なんか見まして、ああ、これはもう３００ｔが

いけるそもそも備わった能力かなという。 

○証人（大杉 仁君） 

 それが引渡性能試験の試験項目でございました。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。 

 そしたら次に、１の２の２ということで書いてあります。ごみ質ですけれ

ども、このごみ質というのは、これは産廃と違いまして、言ってみれば一般

家庭からの廃棄物ですから、生ごみがあればプラスチック系の、だからカロ

リーの幅も広いわけですよね。一定しないと思うんですよ。ごみとして。そ

れは間違いございませんですよね。 

○証人（大杉 仁君） 
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 すみません。ちょっと意味がわからないんですが。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、ここの地域で集めてこられるごみというのは家庭系のごみですの

で、産業廃棄物のように何か１カ所から出てくる近い均一のものではなくて

色んな種類のごみが集まっているから、カロリーだって変動幅があるんです

よねて。 

○証人（大杉 仁君） 

 それは組成で書いてある前提条件ですよね。 

○委員（松永隆志君） 

 その前提条件をお尋ねしているんです。 

○証人（大杉 仁君） 

 前提条件は我々が提示したわけじゃないわけですから、こういう前提条件

を与えられているということですよね。 

○委員（松永隆志君） 

 そして、実際考えても家庭系のごみ、もちろんＪＦＥ、川製さんも産廃処

理のための炉じゃなくて、家庭系とかそういうものに対応するための炉であ

るから、こういうふうな幅のあるごみ質のものでもちゃんと処理できますよ

というのが大きなうたい文句だったわけですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません。それが大きなうたい文句かどうかというのはちょっと今のこ

とはわかりませんけど、元々提示された前提条件の基に設計していっている

というのがこの実施設計図書なんだと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、提示された条件をクリアするというのがここに書いてあるクリア

しますよということで書かれているものですよね。実施設計書。 

○証人（大杉 仁君） 

 それはそうだと思うんですが。 

○委員（松永隆志君） 

 そうしないと実施設計書が成り立ちませんよ。そんなのはできません、で

きませんと書いてあったら、それはおたくじゃなくてほかのところで造りな

さいということになりますから、これはできますよということでこういうや

り方でやりますよということが前提条件ですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 正確な言い方をすると、この組成で書いてある計画のごみ質というのが、

低質ごみから高質ごみはこんな範囲だというふうに提示されているというこ

とだけだと思いますけれども。 
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○委員（松永隆志君） 

 提示されていて、そしてここに建設した炉はそれを全部クリアできる炉で

あると。 

○証人（大杉 仁君） 

 クリアというのはちょっとよくわかりませんが。 

○委員（松永隆志君） 

 そのごみ質のものであれば、年間ここにあります量、日量３００ｔに対し

て処理ができますよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 だと書いてありますね。 

○委員（松永隆志君） 

 ということで、あくまでも今申し上げているのは、ここに書いてある前提

条件を押さえているだけのことですので。何もそこの言葉じりとって何とか

しようというものではございませんので、ただ書いてあることをきちっとそ

うですよねという押さえですので、何もそんな注意される、用心して引っか

けようとか、そんなことしているわけじゃございませんので、安心してお答

えください。書いてあるとおりということで。 

 そうなってきてますと、今度は最後に変更覚書ですので、甲第１０号証を

ちょっと。 

（証人へ甲第１０号証を提示） 

○委員（松永隆志君） 

 この辺も今から提示しますけど、ここの中身についてはもちろん大杉さん

は実際運転のほうですので、後もってそちらのほうから質問する委員がおり

ますので、私のほうからはこれまでちょっと確認させていただきます。 

 これが変更覚書でございます。覚書と変更覚書、この変更覚書も見られた

ことないでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 変更覚書に、これが、一番優先順位が高い文書じゃなかったかと思います

が。 

○委員（松永隆志君） 

 これは見たことはあられるわけですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 

○委員（松永隆志君） 

 覚書は見たことないけど、これはある。 

○証人（大杉 仁君） 
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 ちょっとすみません。恐らくこれをベースにしておったんじゃないかと思

いますが。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、運転に対する考え方は、これをベースにしておられたというこ

とですね。わかりました。あと詳細については、後、質問があろうかと思い

ますけれども、まず、この覚書の経緯とかなんか、この協議の中身とかなん

かは当然ご存じないですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい、それはわかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 もう運転する以降のことですよね。わかりました。そしたら、覚書が締結

とかの時期とかなんかで今、ちょっと問題になったりしているんですけれど

も、その辺のことについても何も聞かれてもおられないということですよね。

わかりました。 

 それでは、私のほうからの質問は以上です。 

○委員長（西口雪夫君） 

 次、上田委員。 

○委員（上田 篤君） 

 私は、雲仙市議の上田といいます。よろしくお願いします。 

 私は、主に補強工事関係についてお尋ねします。先ほど久野証人からもち

ょっと聞いたんですけれども、この補強工事、４種類の補強工事、これが行

ったのが組合側から９４，０００ｔでしたっけ、そのごみ量に対応するよう

に改善してほしいと言われて補強工事をやったということですけれども、こ

れは間違いないですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい、間違いありません。 

○委員（上田 篤君） 

 大杉証人は当時の所長ですから、詳しくご存じだと思うんですけれども、

いつ、どういう場で、だれが参加してそういう話になったのか覚えています

か。 

○証人（大杉 仁君） 

 それはちょっと私は覚えていないんですが。要は、私は施設の運営をして

おったので、組合さんからの相談というのは、もともと８０，６６５ｔ／日

というのがベースというか、それが基準みたいな感じになっておったんです

けど、それを大きく上回るような量にどうもなりそうだと。９２，０００か

３，０００か４，０００かちょっとお忘れましたけどね。それで、恒久的に
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は９万何千ｔ体制するにはどういうことをしたらいいかということを相談を

受けて、それで、要はどういうような技術的なアプローチというか、どうい

うことをやったらいいのかというのを会社は一緒になって全体で協議して組

合さんにご提案して、採用された分が幾つかの工事だというふうに思ってお

ります。そのときに、元々のご質問は、だれがどこにとかというようになる

と、正確にはだれがだれにとかいうんじゃないですけど、組合さんがＪＦＥ

に対して依頼されたというやつだと思っております。 

○委員（上田 篤君） 

 その場でこの４種類の工事すべてが提案されて、組合はそれを了承したわ

けですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 細かいやりとりはもう覚えておりませんが、採用されたのがその４つだっ

たんだろうと思いますね。ちょっともう記憶がないですけど。そこに修練す

るまでの間に、要は１つ１つについてもスペックとかありますから、どうい

うことをやっていったのかという過程まではちょっと私は覚えていません。 

○委員（上田 篤君） 

 ということは、これは４種類の工事ですが、これ以外にも幾つか提案され

て、じゃ最低４つやってもらおうということになったということですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 どんな感じだったのかもう忘れたので、ちょっと覚えていませんが、いき

なり４つどんと出てきて、この４つ全部やりましょうと言ったんじゃないん

じゃないかと思いますね。色々と協議したんじゃないかと思います。 

○委員（上田 篤君） 

 私ちょっと不思議に思うのは、今、裁判ではこの補強工事に掛ったお金で

す。こっちは請求していますよね。組合側ですね。ＪＦＥ側に対してですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ９０，０００何千ｔ体制にする改造の案件という意味ですね。 

○委員（上田 篤君） 

 はい。４種類の。 

○証人（大杉 仁君） 

 組合さんが我々に請求されている。 

○委員（上田 篤君） 

 はい。正式な契約したのに、そこで正式な契約してお金を払いますよとい

うことになったのに、私は裁判でそれを請求するのはよくわからないんです

けど、何かその辺あります。 

○証人（大杉 仁君） 
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 いや、すみません。私たちは請求されることを指示しているわけではない

ので、今の質問の意味がちょっとわからないんですが。 

○委員（上田 篤君） 

 正式に組合側からお願いをして工事をやってもらったのに、その代金につ

いて。 

○証人（大杉 仁君） 

 私の認識は、組合さんから依頼受けて、ご提案させてもらって、発注契約

みたいなものを結んで、要はお金なんかのやりとりも当然あると思いますけ

ど、それで正式に受注を受けて建設した工事ですから、何というか、それは

それだけだろうと思うんですけど。 

○委員（上田 篤君） 

 それで、正式な工事だから請求されるのは不当だと。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、それに対してじゃなく、普通に発注受けた工事だと私は認識してい

ますというだけですね。 

○委員（上田 篤君） 

 はい、わかりました。 

 じゃ次、具体的に工事の内容についてお尋ねします。 

 まず、最初に行われました排水処理設備増設工事ですね。これ大体どうい

う工事だったのか、要点だけで結構ですので、お願いします。 

○証人（大杉 仁君） 

 これは塩製造の中の、どう言ったらいいんですかね、フィルタリングみた

いなのをして塩と水とを分離するような装置を複数系列でもって要は切り替

えて、いわゆるとめてメンテするということをせんでもできるように改造す

るやつだったんじゃないかなと思いますけれども。 

○委員（上田 篤君） 

 はい、わかりました。 

 甲第３５号証の１の提示をお願いします。 

（証人へ甲第３５号証の１を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 その仕様書の部分を示してください。 

（証人へ仕様書を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 その２ページの上のほうに一般概要とありまして、本工事は、県央県南ク

リーンセンターへのごみ搬入量が計画ごみ処理量を上回ることを予測される

ため、能力を増強する必要がある排水処理設備の増設工事を実施するもので
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あるとありますけれども、このときの予測したごみ搬入量、計画ごみでは８

０，６６５ｔだと思いますけれども、その予測したごみ搬入量、もう一度お

願いします。どれぐらいだったのか。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません。私が予測したわけではないので覚えておりませんが。 

○委員（上田 篤君） 

 しかし、組合から提示があったにしても、その数字を確認した上で契約し

たわけでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 そうだと思います。 

○委員（上田 篤君） 

 わからないんですか、それで。 

○証人（大杉 仁君） 

 どうおっしゃられたのかというのが９０，０００ｔだったのか、９２，０

００ｔだったのか、９３，０００ｔだったのか、そういう数値は今、覚えて

いませんという意味です。 

○委員（上田 篤君） 

 覚えてないということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 

○委員（上田 篤君） 

 わかりました。 

 次、甲第１３号証、資料提示をお願いします。 

（証人へ甲第１３号証を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 この２ページですね。２ページ見てください。この中段に、先ほどもちょ

っと示されましたけれども、表の２－２というのがあります。５のごみ量で

すね。１７年度から２０年度までまとめてありますけれども、このデータは

これまで見られたことありますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 どう言ったらいいんでしょう。搬入量のデータとしては把握はしています。

わかります。操業しておったんですから。ただ、これが何を意味しているの

か、すみません、わかりません。わかりませんという意味は、そうですね。

そこまでに留めておいたほうがいいですよね。 

○委員（上田 篤君） 

 私は、単純にごみ量が１７年度８３，５２７ｔだったと、１８年度が８４，
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４５０ｔだったと、そういう数字だと思って今からちょっと質問しますけれ

ども、ここに１７年度から２０年度まで４年間ありますけれども、これで見

て一番多かったのは１８年度の８４，４５０ｔ、計画ごみ量の１０４．７％

です。確かに計画よりは多いには多いですけれども、余り大きな違いはない

ように思うんですね。どうでしょうか。大きな違いでしょうか、それともそ

うではないでしょうか。 

○証人（大杉 仁君） 

 まず、この表だけを見て８０，６６５ｔに対して何％かと言われておられ

るんでしょうか。 

○委員（上田 篤君） 

 はい。 

○証人（大杉 仁君） 

 この数値が真実であるならばね、百何％だと言われるのはそのとおりでし

ょうね。ただ、それが多いか少ないかは別にいたしまして。もしも上田委員

が県央県南広域組合で本来処理しなければいけない２市１５町村の、今は４

つの市ですかね、それの当時の総量だというふうに思われているんでしたら、

それは恐らくちょっとした誤解ではないかとちょっと懸念いたしております。 

○委員（上田 篤君） 

 その誤解の中身はどういうことなんでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 平成１７年度と１９年度は長崎市にごみを委託しているんですね、発生し

ているごみをね。ですから、１７年度で言えばちょっとうろ覚えですけど、

８６，０００ｔかぐらいのオーダーだったんじゃなかろうかと思います。１

９年度も７８，０００ｔとかという値ではなくて、８２，０００ｔとかそん

なオーダーだったんじゃなかろうか。要は長崎市に入れた分という意味です

ね。要は幾らかの分を毎年長崎市に委託してその分だけ減らしてこちらにや

るんだとするならばこの値でしょうけど、恐らくそういうことはずっとおや

りになるわけじゃないと思いますから、何となくこれはミスリードした値に

なっているなという気はしますね。 

 済みません、もう１つ言わせていただくと、先ほどの９０，０００ｔか９

１，０００か９０，０００ｔ幾ら、ざっくり９０，０００ｔという言い方を

するのは、あれは確か始まって当初の話だったと思うんですよ。平成１７年

の始まった当初、当初というか、４月、５月、６月とかというオーダーがあ

っていますけど、要は、その最初の４月、５月、６月とか、４、５、６、７

とか、その４カ月間ぐらいの分を例えば３倍したらどんな値になるかといっ

たときに、それがまさに９０，０００何千ｔぐらいなやつでですね、年間の
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ごみ処理量というのは、例えば、２月は少ないとか、どこか少ない時期もあ

れば多い時期もあるとかというのがありますから、最初の４カ月を３倍した

値がどうかという議論はもちろんあるんですけど、少なくとも平均的に８０，

６６５ｔ、ざっくり８０，０００何百ｔとかという値のペースに比べると、

えらい多いなというような感じであったのが平成１７年の最初だったと思い

ます。というわけで、これはえらいたくさん来るよということで組合さんか

ら９０，０００ｔかなんかの言い方はちょっと正確じゃないですけど、要は

９０，０００ｔぐらいの体制やるのにどうしたらいいのということでさっき

言った４つの提案とかさせてもらってやったんだと思っておりますがね。 

○委員（上田 篤君） 

 １７年度と１９年度確かに長崎市とか、１９年度は菊池ですかね、これに

持っていったということで聞いておりますけれども、それでも多くて８６，

０００、１７年度が８６，０００ぐらい、１９年度が８２，０００ｔぐらい

ですかね。確かに８０，６６５ｔと比べれば多いですけれども、それでも１

割、何％でしょうか。７、８％でしょうかね。１０７、８％でしょうかね、

８６，０００ｔとしてですね。そう私は多いような数字じゃないような気が

するんですね。例えば、こういう機械については大体何でもきっちり造るも

のじゃなくて余裕持って造るもんでしょう、設計するもんでしょう。例えば、

１０％から１５％ぐらい少々来ても対応できるように造るもんだと私は思う

んですけど、その点どうなんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 まず、発注仕様書に書かれているとおりの分だろうと。発注書じゃなくて、

実施設計図書でしたっけ、実施設計図書に書かれているとおりのもんだと思

いますし、それから処理する契約というんですかね、それは年間８０，６６

５ｔやりなさいと、これがタスクだと、こう思っておりましたけれども。 

○委員（上田 篤君） 

 もちろん契約はそうですけれども、例えば、これは甲第１８号証を見ても

らっていいですか。 

（証人へ甲第１８号証を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 その８ページですね。８ページの上のほうに、これは土井勝好さんの証言

に出ているんですけれども、これはもちろん公式な見解じゃないでしょうけ

れども、その４行目から建設当時に被告の担当者へ、稼働後は３００ｔの処

理は大丈夫でしょうねと尋ねたときも、２割ほど余裕を持った施設ですから

大丈夫ですという話があったと。これは１つの記憶ですけれども、私は大体

機械の設計というのは本来そういうものだと思うんですよね。もちろん契約
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は契約どおり保証があればそれは文句が言えないんでしょうけれども、当然

それをわずか数％超したらその機械が動かなくなると、そういうもんじゃな

いと思うんですけどね、どうなんでしょうね。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません、ちょっと補佐人と相談させていただいてよろしいですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 今のは法的なこと関係ないでしょう。そうでもない。 

○証人（大杉 仁君） 

 例えば、尋問の中に、意見を述べるという質問は質問しないと、こう委員

の尋問等についての２番の、留意するという中のウの中のＡのところに書い

てございますので、これはそれに相当するのかどうかということを補佐人に

相談しようかと思ったんですが。 

○委員長（西口雪夫君） 

 何番ですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 （２）のウの（Ａ）です。 

○委員長（西口雪夫君） 

 意見の陳述を求める質問ですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃ、質問に変えてください。 

○委員（上田 篤君） 

 それでは、お尋ねしますが、この排水処理設備増設工事によってどういう

効果が出たか覚えておられますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ＲＯを止めないで切り替えて操業ができるというふうになりました。 

○委員（上田 篤君） 

 処理量はかなりアップしたんですかね、この工事によって。 

○証人（大杉 仁君） 

 処理そのものは系全体の幾つかのネックのポイントがありますから、これ

だけで全部できるというわけじゃないと思いますけれども、能力は有したと

いうことになるんですかね。実際にこれで９０，００００ｔやったのかと言

われたら、皆さんご存じのとおり９０，００００ｔもやってないんではない

ですかね。 

○委員（上田 篤君） 
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 それはわかりましたけれども、実際目に見える効果が出たということじゃ

なかったんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 目に見える効果という意味では、止めずに切り替えてできるということで

効果はあります。 

○委員（上田 篤君） 

 はい、わかりました。 

 じゃ、次に移ります。この負担ですね、これは当然先ほどもあったように

組合側が負担したということで、３，９７９万５，０００円組合が負担して

おります。しかし、今、裁判でも争っておりますけれども、私は次のような

確認事項からも、これはＪＦＥ側が持つべきじゃないかと思うんですよ。甲

第３号証の資料提示をお願いします。 

（証人へ甲第３号証を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 ２７ページの一番上のほうですね。保証期間とありまして、そこに保証期

間中に生じた設計及び施工並びに材質及び構造上の欠陥によるすべての破損

及び故障等は受注者の負担にて速やかに補修、改造、または取替えを行わな

ければならないと、これがありまして、私これ見てこういう工事は当然ＪＦ

Ｅ側の負担であるべきじゃないかと思ったんですが、そうではないんですか

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 そうではないと考えたので、組合さんがその当時発注していただいて我々

は受注したんだと思いますが。 

○委員（上田 篤君） 

 あと同じような文章が出てくるのが、甲第３０号証の１の資料提示をお願

いします。 

（証人へ甲第３０号証の１を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 この１の６の２というところですね。甲第３０号証の１の６の２、一番上

のほうですね。これは当時の川崎製鉄株式会社が作った契約設計図書ですね。

そこの一番上に保証事項とありまして、責任施工とあります。ここに、本施

設の処理能力及び性能はすべて弊社の責任により確保致します。また、弊社

は、設計図書に明示されていない事項であっても、性能維持するために当然

必要なものは、貴局の指示に従い、弊社の負担で施工するものと致しますと

あります。若干言葉は違いますけれども、これを見てみても、私はこういう

工事というのはＪＦＥ側が自己負担でやるべきもんじゃないかと思うんです
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けれども、どうでしょうか、見解は。 

○証人（大杉 仁君） 

見解というか、この文書というのは何でしたっけ、さっき言ったＲＯの増

強工事をやるときにはこの文書というのはなかったんですかね。これは既に

あったんですよね。 

○委員（上田 篤君） 

 あったでしょう。これは１４年度ですから、できたのは。 

○証人（大杉 仁君） 

 ですから、これも当然のことながら把握された状態で我々は組合さんから

発注を受けて受注してやったんだと、こういうことだと思いますが。 

○委員（上田 篤君） 

 当然、組合側の負担でしかるべきだということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ここに書いてあることと相矛盾することではなかろうと思っております。 

○委員（上田 篤君） 

 わかりました。 

 次、もう１つの工事ですね。液体酸素貯留気化装置設置工事についてお尋

ねします。 

 甲第３５号証の２の資料提示をお願いします。 

（証人へ甲第３５号証の２を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 またすみません、仕様書の部分ですね。後ろのほうについていますけれど

も、仕様書と書いてあるもののすぐ裏ですね。ここには一般概要というのが

ありまして、県央県南クリーンセンターへのごみ搬入量が計画ごみ処理量を

上回るため、整備が必要である液体酸素貯留気化装置の設置工事を実施する

ものであるとありますけれども、このごみ処理量の増加と、この装置の設置

工事のなぜ必要だったのか、その関連性をちょっと説明をお願いします。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみ処理量を上回るので、この設置工事を実施するというそのもの。 

○委員（上田 篤君） 

 いや、液体酸素がそれがどんなふうに使われるのか、この設備の中で。 

○証人（大杉 仁君） 

 炉の中に振り込む酸素のうちの１つとして使われるものですね。 

○委員（上田 篤君） 

 酸素発生装置というのは元々ついていますよね、２基ですね。 

○証人（大杉 仁君） 
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 はい。 

○委員（上田 篤君） 

 これに足りなかったわけですかね。これが新しく設置したということは、

２基では対応できなかった。 

○証人（大杉 仁君） 

 条件と、それからごみ質みたいなものと、それから量の問題だと思います

が、このときはこういう形で要ると判断していただいて我々は受注したんだ

と思います。 

○委員（上田 篤君） 

 この装置は、現在はもう使われていないんですか。どうですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 設備は今、あるのではないかと思いますが。 

○委員（上田 篤君） 

 いや、あるんじゃなくて、使っているかどうか。 

○証人（大杉 仁君） 

 私はわかりません。 

○委員（上田 篤君） 

 使っていないということでちょっと聞いたんですが、それは聞いたことな

いですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 今、現在はわからないですね。 

○委員（上田 篤君） 

 大杉さんがおられたころ、いつごろからいつごろまで使っていたか覚えて

らっしゃいますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ちょっと覚えていませんけど、炉を３炉運転して、それで、なおかつ非常

に高い温度で操業せにゃいかんとかということも相まって、そうやっている

ときには使っていたんじゃなかろうかという気がしますね。 

○委員（上田 篤君） 

 ということは、ごみが多いから必ずしも使うというわけではないんですか

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみが多いから３炉運転を、しかも高温の操業もひっくるめてやらなけれ

ばいけないということでこれが発注いただいたんだと思います。 

○委員（上田 篤君） 

 この液体酸素というのは非常に高価だということですけれども、大杉さん
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がおられたころは酸素の購入費用はだれが負担していたんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません、それは覚えていません。 

○委員（上田 篤君） 

 ＪＦＥのほうで負担していたということもちょっと聞いたことがあるんで

すけれども、覚えてないですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 覚えてないですね。ＪＦＥだったのかもしれませんね。 

○委員（上田 篤君） 

 ＪＦＥが負担していたとしたら、それはなぜＪＦＥの負担したんでしょう

かね。 

○証人（大杉 仁君） 

 今、記憶は定かではないんですが、要は、本来だれが負担するかとか、操

業に関してどちらが負担するかとか色んな問題が時々刻々局面あったと思い

ますけど、そのときに最初のスタートしたころというか、まだごみピットに

たくさん入っていたころなんていうのは、要は、とにかく処理を継続すると

いうのがいの一番というか、それをトップライオキーしていましたから、ま

ずはやって、それからあと、掛ったお金は後で例えば精算するとかそういう

ふうな行為があったのかもしれないです。本来払うのはどっちという場合、

例えば、よく問題になっているのは、非常に高い温度で操業せざるを得なく

なったので、酸素をたくさん使わなきゃいけない。高い温度でやらなきゃい

けないのはだれのせいなのと言ったら、少なくともごみがそうなっているか

ら我々はやらなきゃいけないという話で、そのときに温度を高くしなきゃい

けないから、じゃ処理はしませんというわけにはいかないので、まずは自分

らでもとにかくやったという認識じゃなかろうかと思います。 

 ３年経った後、何年やったか、すみません、３年やったか、１年やったか

ちょっとあれなんですけど、処理を実際やって、それで協議するということ

だったと思うんですけど、なかなか協議するというところに、やりとりみた

いなところに要は終息することにならずに、結果としては今に至るまで裁判

とかになっておりまして、ですから本来なら運転の費用というのも実情に即

して協議するというところだったのが、そのまま最初の変更覚書に沿った値

でもってずっと続いておるというのが今の実態だと私は思っております。 

○委員（上田 篤君） 

 大杉さんが所長でおられたころは１回もこの点で協議はしてないんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ３年目の終わった後にやるとか、何かそんなことだったんじゃなかろうか
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と思うんですけど、私自身は協議する相手というのは実際には恐らく営業と

組合さんの担当者だと思いますので、それが何というか、協議できてなくて

ずっと引き続いているんだろうと、こう認識しておるですけどね。 

○委員（上田 篤君） 

 とにかく大杉さんは協議はしてないということですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 

○委員（上田 篤君） 

 わかりました。 

 では、次、すみません、予備高温反応炉下部、均質化炉製作工事に関する

ことでお尋ねします。 

 甲第３５号証の３の資料提示をお願いします。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで、すみません、ちょっと休憩します。１０分から始めます。休憩し

ます。 

 （午後３時０３分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 休憩前に続きまして委員会を再開します。上田委員。 

○委員（上田 篤君） 

 甲第３５号証の３、提示をお願いします。 

（証人へ甲第３５号証の３を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 その同じく真ん中から後に仕様書ですね、開いてください、ご覧になって

ください。 

 この上のほうに一般概要、先ほどと一緒ですけれども、「本工事は耐火物

等補修時における高温反応炉停止期間短縮を図るため、予備の高温反応炉下

部及び均質化炉を製作かつ備え置くものである。」とあります。ここで言う

耐火物等補修というのは、当然高温の炉ですから当初から予定しておくべき

ことであって、本格稼働してからそのための工事を行うというのはどう考え

てもおかしいんじゃないかと思うんですけどね、どうなんですか、設計上。

どうなっているんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません、私にどうなっているんですかと言われてもちょっとあれなん

ですけど、これは当時のあれで、要は９０，０００ｔ、まだあれですけど、

９２，０００ｔ体制、９３，０００ｔ、それはちょっと別にして、９０，０
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００ｔ来たときに定常的にこれやるといったときに炉の修理という時間も短

くせにゃいかんだろうということで、それで提案してご発注いただいて、我々

受注したというものであります。ですから、やる前に９０，０００ｔやると

かというふうに元々そういう仕様というか、そういう契約になっていないん

でね、だからシチュエーションが変わってこういうふうなことが起こったと

いうか、こういうふうに発注されたと思っています。 

○委員（上田 篤君） 

 この問題についてですね、甲第１３号証を提示してもらっていいですか。

甲第１３号証の４ページから５ページにかけて、石河エンジニアリングの石

河さんがちょっと指摘されているんですけれども、すみません、１２号証で

した。申しわけないです。 

（証人へ甲第１２号証を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 甲第１２号証の４ページから５ページですね。４ページの一番下から５ペ

ージの上のほうなんですけれども、予備炉について見解を述べてあって、５

ページの上のほうに、「明らかに設計考慮不足であり、ＪＦＥの重大な瑕疵

に相当する。」というふうに指摘してありますが、この点どうでしょうか。 

○証人（大杉 仁君） 

 何でこんなこと書いてあるのかちょっとよくわかりません。 

○委員（上田 篤君） 

 何てですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 何でこんなことが書いてあるのかがよくわかりません。 

○委員（上田 篤君） 

 わからないってですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ええ。 

○委員（上田 篤君） 

 わかりました。また、その資料の若干下に、「取り外された旧品はその後

一度も使用されていない。」ということも指摘してあるんですが、これどう

ですか、間違いないですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 どうですかって、一度も使用されていないかどうかというのは私はわかり

ません。どうだったのかというのはわかりません。これが事実だったら使用

していないんだろうと思います。あえて言えば、意見としてでしかないです

けど、だからどうしたのか、だから何なのかというのがちょっと私わからな
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いんですよ。要はたくさんごみが来るよということでどういうことをやった

らいいかということを一緒に考えてですね、意見だと言われて止められたら

あれなんですけど、あの当時、処理が結構だぶついていたということが、そ

れはまたどうせ後で言われると思うんですけど、色んなやつであって、そこ

へもってきて量がこれからもずっと続くというときに、どうしたらいいのか

という話のときにみんな必死になって考えたわけですよね。要はもう出来上

がった仕様のところにもっとやらなあかんと。もっとやらなあかんのうちの

１つは、例えば、さっきから何回も言っていましたけど、温度を上げて操業

さぜるを得ないという状態になったりとか、元々当初見込んでいたところと

思惑がちょっとずれているところも当然あったりして、どちらかというと、

だれがというんじゃなくて、プラント全体から見たら大変な方向に、悪い方

向にというか、処理が伸びない方向、お金が掛る方向に行ってしまった状態

でみんなでどうするかということで一生懸命考えたうちの１つなんですね。

それはそのときにそういうことを想定されて、だからこれやったら何とかな

るだろうと思ってみんなでやったというか、アイデアを具申して受注を受け

たものでありまして、その結果、ここまで使わなくても多分済んでいるんで

しょう、もし今、使っていないんだとしたら。私存じ上げないですけど。そ

れは結果として、そこまでごみが来なかった、多分今に至るまで９０，００

０ｔも来ていないんじゃないかと思うんですが、そうなっていないというだ

けのことであって、本来もしも色んなシチュエーションでなったならば使っ

ておったかもしれないし、何とも言えないと思います。 

 ただこれ、いずれにしても、誤解していただきたくないんですが、今、こ

うやって裁判やっているから皆さんやっているんですけど、このときはどう

やったら本当にできるのかということを一生懸命考えてやったような値であ

りまして、別にこれで金儲けしようとか何かそんなようなところでやったよ

うなものでは全然ないんですよ。要は要らんもんを造らせたとか、そんなよ

うなものじゃなくて、この当時はこれで要るんだというふうに考えて、ご理

解いただいて、発注していただいて、造って、結果として今、使われていな

いんだとしたら、それは逆に言えば使わんでも色んなところで、その後我々

も本当に量が増えてくるとしたらメンテも自分らでやって、止めてメンテす

るというのをなるべく延ばさないかんとか色んなことをやってですね、これ

もだれが悪いとかいいとかというんじゃなくて、まずはごみをちゃんと経済

的に処理できるようにしようという部分で色々まだ手を加えてきたとかとい

うのも相まっているとは思いますけどね、実力も上がってきたというのもあ

るんだろうと思いますけど、これ使っていないから何なんだというふうに言

われると、それはその当時一生懸命考えてきた人間と、それを頼んで許可し
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ていただいてお金出すということで結構苦渋の決断をされたと思うんですね、

当時の事務局の方々も。それはちょっとあんまりにもあんまりじゃないかと、

こういうふうに思うんで、使われていないじゃないかという質問に対しては、

まず発注いただいて造った分までは、私別に、そうですとこう言うだけなん

ですけど、使われていなかったからどうなんだと言われたら、じゃ、どうな

んだというぐらいの感じですね。すみません、ここは意見みたいなもので申

し訳ないですけど。 

○委員（上田 篤君） 

 とにかくごみが多くなればこれからも使うような設備なんですかね、これ

は。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういう意味では、色々組合さん側も努力されて啓蒙運動といいますか、

ややこしいごみなんかも確かに減ってきて、変なものも、何というかな、溶

けにくいものなんかも確かに減っていると思うんですよ。ですから、必ずこ

れがないとだめだということになるのかどうかというのはそれはちょっとわ

かりませんけれども。そういう意味では、最近ちょっと状況がわからないか

ら、すみません、ちょっと答えられないですね。 

○委員（上田 篤君） 

 ちょっと今のごみの質云々というのは全くの憶測でしょうからね。よくな

ったんじゃないかとか、昔みたいに何でもかんでも入れていたんじゃないか

というのは。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、それは違うんですよ。最初結構ひどいごみが多かったんですよ。だ

れが悪いとかいう話じゃないですけどね。燃えにくいもんだとか、何か産廃

みたいなもんだとか、結構入ってきて、確かに温度上げないと操業できない

という事態は続いているから、それはもうここの定性的なのは全然変わらな

い性質のもんだろうとは思うんですけど、それでも。 

○委員長（西口雪夫君） 

 お二人に申し上げますけど、意見の交換じゃなくて質問をしてください。 

○証人（大杉 仁君） 

 真実だけで言えばね。公式発言で残っていいのかどうかわかりませんけど、

やっぱり引き受ける側のチェックが甘いというようなところがあって、明ら

かに産廃とか燃えにくいもんだとかプラスチックのやつだとか、完全にビニ

ールをぐるっと巻いて、そこに穴あいているのはもう、何というかな、ゼリ

ーのふたみたいなやつを打ち抜いた後のくずなんか、これ絶対どう考えても

一般廃棄物じゃないだろうというようなやつなんかもぼこぼこ入っていたり
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とか、消防のあれは一般廃棄物かもしれないんですけど、何か長いひもみた

いに切れないものとかいっぱい入っていたりもした。（「はい、わかりまし

た」の声あり）いや、一言だけ言わせて。そういうやつを困ったといって組

合さんに言ったときに、そのときにもう森松さんが号令一下、みんなを説得

に当たって、各市町村のところに啓蒙活動をやってもろうたんですよ。地道

にそういうことを、布団丸ごとだめやとかね、そうは言いながら今まで布団

できたの何でやとか、そんな色んな地域のこと聞いているんだけど、そうい

うふうな当時の事務局もものすごい頑張ってもらって、まともなごみになっ

てきたというのも量が伸びているという中には多分あるんだろうなと思って

います。 

○委員（上田 篤君） 

 はい、わかりました。 

 最後に、シリカ除去設備ですね、これのことでちょっとお尋ねします。 

 これは甲第３５号証の４ですね、提示をお願いします。 

（証人へ甲第３５号証の４を提示） 

○委員（上田 篤君） 

 同じく仕様書のところをちょっとあけてもらっていいですか。表紙の裏で

すね。そこに一般概要のところに、用水中のシリカ分を除去する装置とあり

ますが、この設計の段階で用水池の成分というのは確認しておくべきものじ

ゃないかと思うんですけれども、これはしていなかったんでしょうか。 

○証人（大杉 仁君） 

 これは明確にというか、私自身の所掌じゃないですけど、元々組合さんか

ら提示された値のシリカ分よりも本当の実際に出てくる水中のシリカの濃度

が高かったということに起因してこれやっているやつです。だから把握する

べきだったんじゃないですかという意味では、組合さんからいただいた資料

を基に検討したんだけど、元々いただいた資料がいわば実態に即したデータ

ではなかったということだろうと、だろうじゃなくて、そうでしょうだと思

いますけどね。 

○委員（上田 篤君） 

 もしそういう実態に即したデータがあれば、これは当初から設置された装

置なんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ということになるんでしょうね、恐らく。 

○委員（上田 篤君） 

 シリカについて、甲第１２号証をいいですかね。 

（証人へ甲第１２号証を提示） 
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○委員（上田 篤君） 

 また石河エンジニアリングの石河さんの意見書というのがあるんですけれ

ども、甲第１２号証の２ページですね。この下のほうに（１）シリカ除去設

備ということで書いてあります。シリカが４３ｍｇ／ｌが実際は５７から６

０ｍｇ／ｌだったということで、実際はかなり濃度が高かったということで

色々ＪＦＥが説明したけれども、しかし、色々考えるに、この設備というの

は計画当初から設置すべきものだったんだというふうな見解なんですね。こ

の点どうですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いやいや、シリカって基本的には、シリカだけじゃないですけど、何か色

んなほかの成分もね、基本的には水の中って真水じゃないですから何か入っ

とるわけですよ。何か入っていて、それは別にここだけじゃなくてどこでも

入っているんですけど、中にはカルシウムが高かったら硬水だと言われてい

るようなね。そういうやつを冷却塔で冷却すると、純粋の水分だけＨ２Ｏだ

けが飛んでいくわけですよ。それで自分自身が蒸発して、その蒸発潜熱でも

って自分自身を冷やすということになるんですが、そのときどういうことに

なるかといったら、中に含まれている成分ってちょっと濃縮するんですね。

どう言ったらいいんかな、昔の化学の実験みたいな、硼酸みたいな、お湯に

は溶けるけど、だんだん温度を下げてきたら中に溶けていたやつが析出する

とかというのはありますよね。例えば、砂糖水ね。（「ええ、わかります」

の声あり）ああいうような感じにちょっと似たようなやつで、何というか、

溶解能というのがあるんですよ。水の中に何ぼ以下だったら溶けない、何ぼ

以上になったら析出というんですけど、溶けずに出てくるというやつがあっ

て、どこでもずっとほったらかしで、要は極端に言ったら、水をずっと煮出

していって水だけどんどん飛ばしていったら最終的にそういうかすみたいな

のが出てくるんですけど、そういうことをしちゃだめなんで、中をちょっと

ブローするわけですね。何ぼか濃縮してきたら、その濃縮した分だけ外に取

り出すわけですよ。それである一定のところにやるんだけど、極端に言った

ら、元の濃度がものすごく高かったら、ものすごくたくさん抜かないとバラ

ンスしないわけですよ。そうなってくると逆に言ったら排水処理の能力をも

っと増強せなあかんとかということになって、だからそれは設計が変わって

くるから、シリカ除去がよかったのかどうかはわかりませんよ。それはシリ

カ除去を造らないで、もっとたくさんブローして、そのかわり巨大な水処理

設備造るとか、経済的にはあんまりならないからあれなんですけど。だから

必ずしもこれが、これじゃないやり方も当然、常識的な範囲ではこれなんだ

ろうと思うんですけど、違ったやり方はあるかもしれませんが、要は元々シ
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リカが低かったらそれなりにブローしてやるような計画になっていますから、

なかったらなかったで、低かったら大丈夫なんですよ。というか、これ別に

それはサーモセレクトに係わる話じゃなくて、いわゆる空冷塔というか、こ

ういうようなやり方をしているところは必ずこういうふうなやり方していま

すから、こんなことやっているとそれこそ、元々つけなあかんじゃっかと言

われると、じゃ、どこでもつけなあかんのかと、別にこんなんついているよ

うなごみ処理処理工場なんかないです、そんなね。だから要は元々高かった

からこういうのをつけざるを得なくなったわけで、そういう点では、最初か

ら低い濃度になってもいるんじゃないかというのは、それはちょっと見解違

うだろうというふうに思いますね。 

○委員（上田 篤君） 

 しかし、これは４３ｍｇで提示してあったんですかね。それであっても、

確かにその期間は長くなるかもしれませんけれども、除去する間の期間がで

すね。それでもやっぱり当然シリカは溜まるものであって、必要なんじゃな

いですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 要は濃度積みたいなもんだから、どう言ったらいいんですかね、必ずしも

ちょっと増えるぐらいだったらちょっと増やしたらいいんじゃないのと、そ

ういうふうにバランスするもんではないんですよ。要は析出しよう思ったら

だめなんで、析出しないように抜かないかんので、結構これダメージを食ら

うわけです。このときも、というようなことも別に私が説明したわけじゃな

いけど、これちゃんと論理系統立てて説明させてもろて、それでそのときに

ご理解いただいて発注しているもんですから、そう言いますけど、これは稼

働してもなしですから、やっぱり今までのパターンからいったら総合エンジ

ニアリングさんとか何かおられたはずですよね。石河さんというのは元々総

合エンジニアリングにおられた方ですから、だからこの人にも相談している

んじゃないかと思うんですね、組合さんが。 

○委員（上田 篤君） 

 私は終わります。 

○委員長（西口雪夫君） 

 質問。町田委員からお願いします。 

○委員（町田康則君） 

 証人に聞きます。今のところですね、シリカ除去設備は当初から設置すべ

きであるということを石河さんはＪＦＥのほうには質問されていますよ。そ

したらＪＦＥは、これは問題ないということで、現状の排水設備及び塩製造

設備により全く問題ないとの回答であったということなんですよ。ですから
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この今先ほどの甲第１２号証のほうで最後にずっと意見書ありますけど、い

ちばん最後のところには書いてあるのは、最後のところというか、３ページ

ですね、「このような事実を考慮すると、シリカ除去設備はＪＦＥの責任に

おいて設置すべきものであり、組合が負担すべき問題ではない。」と。これ

について、やはりですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 町田委員、質問をしてくださいね。 

○委員（町田康則君） 

 はい、だからそういうふうに書いてあるのはどう思われますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 率直に言って、恐らく最初に相談を受けた、石河さんが指摘したというの

は稼働前の、要は元々の当初の設置のときだろうと思うんですけど、そのと

きに要はコンサルさんとして要るんじゃないのかというふうな質問をして、

そのときに結論がＪＦＥの責任でもってつけるべき設備だと言われるんだっ

たらそのときにコンサルさんとして言うべきであって、そのときは恐らく、

わかりませんよ、それは私全然タッチしていませんからわかりませんけど、

石河さんが本当にそのときにＪＦＥのエンジニアとこの議論をして納得され

たんだったら、ここでこういう回答を書いていること自体がちょっと相矛盾

するんじゃないかという気がします。 

○委員（町田康則君） 

 ですから、質問をしたと。結果的にこれは最初言われたように造る前のと

きにも言ったと。しかし、問題ないと。しかし、実際上、運転、稼働し始め

たら、このシリカのほうに溜まるやつが、結果的にこの水というのは、ずっ

とピット内で循環して排水するようになっていませんよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ピットではないですけど。 

○委員（町田康則君） 

 ピットじゃなくて、水が外に出るようになっておりますよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい、一部は出しますけどね。 

○委員（町田康則君） 

 ですから、それでもうそういうふうになっているもんだから、結果的にそ

ういうふうにきちっとするんだったらシリカは最初から除去設備をつけるべ

きだったと言っている。だからこれが今度はないために、水がどんどん悪く

なって色んなところに、今、さっき言われたように血小板みたいについてく

る。そうすると色んなところの閉塞が始まりましたよね。 
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○証人（大杉 仁君） 

 おっしゃるとおり。それはおっしゃるとおり。 

○委員（町田康則君） 

 閉塞が始まるということの原因になったのはここですから。そして、それ

を今度はあなたがおられるときにピットに排水を入れられましたですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 排水をピットに戻すということを取り上げられて、先ほどもこのときにち

ょっとお聞きはしましたけど、当時の状況だけをまずご理解いただくために

ちゃんと申し述べようと。私はこういうことを申し述べようと思ってきたん

ですけど、要は色んなことで前段の状況というか、だれが悪いとか、それは

また別にして、要はもうピットが結構そこそこいっぱいになって、ごみ処理

をどんどんやらなあかんと、そういう状態になっているときに、おっしゃる

とおり、排水処理系のところも結構詰まってきて、排水処理というのは要は

層を幾つか持ってきて、ちょっとずつ順番に処理するんですけど、滞ってく

ることは層の中に水が満杯になって、次行かないんですね。行かないとごみ

処理が続けられない。どうしますかといったら、ごく普通に雇われ業者の、

私は業者だと、こういうような感じで言えば、当時の組合さんのところに行

って、いや、もう処理ができませんと、ここを掃除させてくださいと。掃除

するということはごみ処理止めます、こういうことでしたけれども、止めさ

せてくださいと、こういうことなんですけど、そんなんまかりならん、当た

り前、そんなことわかっているんですよね。そういう手続というか、そうい

うふうなことはもちろん毎日やっているんですけど、とても止めたらえらい

ことになるというような状態で、とにかく何が何でも続けろというのがもち

ろんご下命でありまして、だとしたら出てくる層のうちの水の一部をピット

の中に一遍戻して、そっとあけて、その分だけごみ処理を続けると、こうい

うことで何とか処理を滞らせるなということに対して何とかやってきたわけ

ですよ。 

○委員（町田康則君） 

 今のところでですよ、それを組合に相談されましたか。言われましたか。 

○証人（大杉 仁君） 

 もちろん、それはとにかく何が何でも処理しろということに対してこたえ

たわけでありまして、一方で、それ全く知らないとかということにはならな

いですよ。毎日毎日一緒にやっていて、我々もどんな思い、どんな感じでや

っているかというようなところであって、しかも担当者の方が毎日こちらに

こちらにというか、処理するところに来られて、我々がどういうことをやっ

ているのかというのは把握されていますから。 
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○委員（町田康則君） 

 それではですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 すみません、さっきのどなたに相談されましたか。組合の方は。当時。 

○証人（大杉 仁君） 

 どなたにということはないですけど、それはもうどなたにというわけでは

ないですね。事務局のところでやりましたですよ、それは。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ピットの中に入れるのは組合は了解済みということで。 

○証人（大杉 仁君） 

 了解済みというか、とにかく何が何でもごみ処理を続けろということに対

する答えとしてですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ピットに水を入れますよといったことを言われたんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういう作業をしているということは把握されていると思います。それ知

らないよと、私は何とも、私の立場では非常に言いがたいんですけど、今の

構図からいったら、何かまるで事務局とＪＦＥの間がいつも敵対しているよ

うな感じで言われているんですが、そんなことなくて、ピットが溢れんばか

りと、これで何かもし例えば停電みたいなことが起こったら、要は市民に迷

惑かけるというか、ごみ処理の収集がおぼつかなくなってしまう。ピットに

入らなかったらえらいことになると、そういうふうな危機感でもって一体と

なってやっておりまして、何をやっているかとかというようなことなんかも

当然把握されながらやっているわけですよ。 

○委員（町田康則君） 

 すみません、甲第４０号証の１をお渡ししてください。 

（証人へ甲第４０号証の１を提示） 

○委員（町田康則君 

 その１１ページ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 その前にちょっともう１回確認しますけれども、先ほど（発言する者あり）

ちょっと私から質問します。先ほどピットに水を入れることについてですね、

組合方に了承得ましたか。はっきり聞きます。 

○証人（大杉 仁君） 

 だから私が言っているのは、とにかくごみ処理を続けろということに対し

てこたえたわけでありまして、それを、いや、何かピットに水をどんどん、
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あたかも水をどんどん入れてだぶだぶにしているとかって、そういうふうな

ことでは全くありませんし、ごみ処理を続けるに当たってそういうふうな形

になっているということは把握されておられるはずですし。 

○委員長（西口雪夫君） 

 おられるはずですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ええ、把握されておられます。 

○委員長（西口雪夫君） 

 言われましたか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみ処理を続けているということは要はそういうことなんですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私言っているのは、ピットに水を入れますよということは言われましたか。

組合のどなたかにでも結構ですけど。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、とにかくごみ処理を続けろというふうなご下命に対してこたえまし

た。 

○委員長（西口雪夫君） 

 今の私の質問に答えてください。 

○証人（大杉 仁君） 

 だからごみ処理を続けろということに対してこたえました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 水を入れることは言っていないですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 その質問が何に起因するのかがちょっとよくわからないんですが。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃ、９月５日に組合とＪＦＥと総合、これでごみ処理報告会があってい

ますね。所長として出席されましたか。 

○証人（大杉 仁君） 

 何月にどこに出たかというのはちょっと覚えていませんけど。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それをちょっと言ってください。 

○証人（大杉 仁君） 

 恐らく排水処理に関することじゃないかと思うんですがね。 

○委員（町田康則君） 

 ９月６日のところを見てください。 
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○委員長（西口雪夫君） 

 ９月６日、５日を見てください。ここに組合とですね、９月５日です。説

明事情のところを見てください。９月４日にＰＳＡ室から溢れと、何かあり

ますね。 

○証人（大杉 仁君） 

 漏れている。 

○委員長（西口雪夫君） 

 漏れているとありますね。 

○証人（大杉 仁君） 

 壁からですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 そして、５日が組合、ＪＦＥ、総合の出席の中で開催されておりまして、

ここでＪＦＥはごみピットの投入を指摘をされて、そこで排水等に認めると

ありますね。この会議には所長として出席されていますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 恐らく出たんでしょうね、出たと思いますね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 このとき指摘されて認めるとあります。認めるということは、所長が認め

られたと理解してよろしいですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 今の言い方ですと、何だろうな、いや、そのときの方々にそれは聞いてい

ただいたらわかると思うけど、要はメンテして何とかまともな状態にしたい

ということに対してこういうふうな処置をしたわけですよ。じゃ、これだれ

が悪いのと、だれがこの水の始末するのということになれば、シリカ高いよ

うな状態なんか我々悪いわけじゃないだろうとかという話になると、我々が

パフォーマンスを落としているわけじゃないですよねと、この水も元々ごみ

処理を運営する上でやらざるを得ないからやった水でしょうということにな

った、そんなことをぐちゃぐちゃ言うとったら、らちが明かないから、この

水を、戻したからですね。それに対して、やっぱりピットから出さなきゃい

けないよというようなことで、じゃ、そしたらピットの水を抜き取りますよ

と、こういうふうな話になったわけですよ。 

○委員（町田康則君） 

 あのですね、いいですか、だれ一人として組合の側の人が、その後のピッ

トが溢れるその写真を見て、そして初めて知ったと。だれも聞いていないん

ですよ。あなたが所長だったときにだれかにピットに水を入れますよなんて、

だれも聞いていないんです。 



 107

○証人（大杉 仁君） 

 だからそういうふうにね、何だろうな。 

○委員（町田康則君） 

 いや、そのことだけを聞いている。あなたはだれかに言いましたと。だれ

ですかと聞いたら言わないでしょう。それはおかしいじゃないですか。だれ

かに言ったんだったらちゃんと、こんな大変な事実があっているときに、会

議まで入れられているときに、その前にだれかに言いましたというのは言え

ないわけないでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみ処理を、あのね。 

○委員（町田康則君） 

 ごみ処理を続けることと、そうじゃなくてピットに水を入れるというのを

あなたは前もって言いましたと言ったんですよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、同義なんですよ、要は。それは。 

○委員長（西口雪夫君） 

 すみません、質問に答えてくださいね。先ほどもう１回言います。水を入

れる前、水を入れる了承を得たのか、イエスかノーかでお答えください。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみ処理を続けろということに対して、続けますと、何とか続ける策を練

ってやったというだけのことです。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私が言っているのは、水を入れることに対して了承を得たのか得なかった

のかです。イエスかノーかで結構です。 

○証人（大杉 仁君） 

 排水処理系を全うにするためにごみ処理を止めてメンテするなんていうよ

うなことはできないと言われて。 

○委員（町田康則君） 

 それは答えになっていないでしょう。今、言われたのは、入れることを言

いましたかと言っているんですよ。そのイエスかノーかだけですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 どっちかで結構です。イエスかノーかだけで結構です。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういう言い方をすると、じゃ、全く知らなかったのかという話ですよね、

要は。 

○委員（町田康則君） 
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 今私どもの中で聞いていると、水をそういうふうに入れてどんどん溢れて、

つかんだときわっと出てきたからそれでわかったと皆さん言っているんです。 

○証人（大杉 仁君） 

 そんなことないですよ。だって排水処理系が非常にアップアップしている

から。 

○委員長（西口雪夫君） 

 少し落ちついて質問してくださいね。 

○証人（大杉 仁君） 

 アップアップしているからごみ処理をもう続けられませんということはち

ゃんと申し上げていますしね。 

○委員（町田康則君） 

 それじゃ、ちょっと話変えます。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、要は何を言いたいかと言ったら、色々それだけじゃない、こんなこ

とだけじゃなくて、ひたすら組合さんは組合さんの立場で、我々は我々の立

場で何とかごみ処理を続けて、経済的にですよ、とにかく収集を滞らせると

か町中にごみが溢れるだとか、あるいはパッカー車来たけどピットに入れな

いとか、そういう事態が、とにかく全員で役割分担決めてやるんだと、こう

いう中でやっとるわけでありましてね。 

○委員（町田康則君） 

 だからですね、そういうふうに水がそんなに多いんだったらそれをバキュ

ームカーでですよ、発覚した後やりましたように、バキュームカーで汚水処

理するとか、そういうふうに考えないと、水がわんわん浮いたままで燃やす

ことなんてできないでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 わんわんということもないし、今、発覚したからだというふうな言われ方

しますけど、このときのやつは、要はこういう形でしてごみ処理を続けてき

ているにも係わらず、じゃ、これだれが悪いので全部ＪＦＥだということに

なればそれはやらないかんですけど、そうじゃなくて、ごみ処理続けなきゃ

いけない、やめて排水処理系を掃除すればそれはまたいけるんでしょうけど、

それは許されないという状態やったから、実際にはどうするかといったら、

例えば、このタイミングで長崎市にお願いするとかすればとめられたわけで

すよ。色んな選択肢があったと思うんですね。こうやったと。じゃ、この水

だって僕らが全部やらなあかんのかといったら、そんなことないですよ、元々

シリカが高いからでしょうというような議論なんかをしていてもらちが明か

ないから。 
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○委員（町田康則君） 

 実際、これ１７年に始まってから、操業始めて、６月から８月で長崎へ２，

５３８ｔごみをやっていますよね。多かったというので色んなのでわざわざ

よその市まで持っていってやっていますよね。その後にも１９年には長崎市

へ３，７８１ｔ、菊池へ４０５ｔもまたやっていますよね。実際上、この設

備で最初のときそういうふうな色んなピットの中に水を入れたりしてとんで

もないことになっている状態をつくったのは、今、言われたみたいに組合は

全く関知していなかったと思いますよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 全く関知していないというのはそれは言い過ぎでしょうというところで、

私も惻隠の情があるから、それは言ったじゃないかと。おれ確かにあのとき

何月何日にだれだれに言っただろうとかというのは、それは惻隠の情でそん

なことまで私は申し上げていないだけのことですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで質問を整理します。少しお互いに落ちつきましょうね。もう１回証

人にお聞きしますね。さっきの私の質問は、先ほど言いましたように、水を

入れる前に水を入れることの承認を得ましたか、イエスかノーかでお答えく

ださいと言いましたので、イエスかノーかでお答えいただきたいと思います。 

○証人（大杉 仁君） 

 どう言ったらいいですかね、今の質問に答えるというのは、その背景を全

部理解した上でのご質問でしたらあれなんですけど、今、さっき町田先生の

ご質問、例えば、発覚だとかいうようなことを言われておる。その状態で今

のクエスチョンというのは、じゃ、言ったらとしたらあんたは何月何日にだ

れに言ったんだというふうな話になりますわね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私は言われたのかどうかお聞きしているんです。組合の方が皆さんそうい

うことは聞いていないと言われるんです。今までした中でですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 それは聞いていないと仮に言われたにしても、それはないだろうというぐ

らいに思うんであって、私はどちらかというと組合と対決してとかそんなん

ではなくて、今、委員さんとは別にあれなんだけど、その当時はみんな一緒

になってやっとったわけですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それはもう本当に苦労はわかります。 

○証人（大杉 仁君） 

 それでそんなことで。 
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○委員（町田康則君） 

 答えになっていないじゃないですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 そんなことで責任転嫁するつもりなんかさらさらないですし、さらに言え

ば、何というかな、意識のずれみたいなんがあったのかどうかわかりません。

ただ、大変な思いしながらでもごみ処理はひたすら続けてきたと、こういう

ふうなところで。 

○委員（町田康則君） 

 これがこの施設の欠陥だったということですよ。欠陥になっているからそ

んなに燃えなかったと。 

○証人（大杉 仁君） 

 そこの話をすると、やっぱり１つはご理解いただきたいのは、どんだけや

ってきてもガスになる部分というか、カロリーの分はあるんですけど、溶け

残っている分の溶ける温度というのが異常に高いんですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ちょっとお聞きしますね。これピットにごみ、水を入れるのは、試験運転

中からはあっていないんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 それらだからピットが、いや、もっと後の話ですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 試験運転中は入れていない。 

○証人（大杉 仁君） 

 試験運転中なんかそんなない。 

○委員長（西口雪夫君） 

 全くない。 

○証人（大杉 仁君） 

 ええ、ないです。 

○委員長（西口雪夫君） 

 本格稼働してからですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 もう大分後になってからだと思いますけどね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 それは大杉所長が入れろと係の方に指令されたんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 すべてについては私が全部司令官、トップですから、私の指令下でやった

ということになります。それはなるんだけど、何回も言いますけど、要は我々
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のタスクというのは、とにかくごみをあのときはひたすらやるということだ

ったと。別にこれ入れた分を後に抜いたからそれでチャラだと、そんなよう

なそんなこまいこと言っているわけでは全然ないんですよ。このときだって

それでも何とか続けているんだけど、やっぱりこっちのお金で抜かなきゃい

けないよと、こういうふうな会議でもちろんなったんで、それで抜いたと、

こういうことですから、全くあれよ、偉そうなこと言っているわけでも何で

もなくて、入れた分はちゃんと自分、その分だけでも自分で自分のけつをふ

いたという言い方をしたらいいのかどうかわかりませんけど、かなりの点で

はプラマイ０になっているというのはそうやったんだけど、元々そもそも隠

れてこそこそやっているとか、そんなような感じじゃ全然ないですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 先ほど、高い温度はだれの責任でその温度で燃やすんですか。１つは水も

関係したと思うんですよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、それは違います。今に至るまでだと思うんですけど、やっぱり何と

いうかな、カロリーとは別にもともと灰分というんですけど、そこのところ

の溶ける温度が高いんですね。それで仕方ないからどんどん詰まってくるん

で、温度を上げて操業せざるを得ないということで、温度を上げるというこ

とはエネルギーをその分だけ突っ込まないかんというようなことがありまし

て、そもそもはそういうふうな高温でやるということなんかは当然想定もし

ていなかったから、そういう効率的なやり方に行き着くというのに若干時間

はかかったかと思いますけれども、ただ、その事態は今も変わらず続いてい

るんだろうと思っております。だからそれは今、言ったようにあのときだけ

だとか、あるいは当初何か色んなものがぐちゃぐちゃ入っていたからとか、

そういうわけではないですね。 

○委員（町田康則君） 

 ガス化溶融炉問題が全国で多発しています。これはガス化溶融炉の補修費

が各地で増加し、運営する自治体の約６割が想定を超えるという形で、その

点に関して専門家から、そもそもこのガス化溶融炉というのは未熟な技術だ

ったんだという指摘もあっております。これは３２都道府県のガス化溶融炉

７０カ所に対して調査をした結果でございます。やはり、確かにこれはドイ

ツから持ってこられて、川崎のほうで色んな格好で改修をされたんでしょう

けど、実質上、応札条件から色々ずっとこっちきて、普通大体やはり１７年

４月からしたら新品ですよね。そしたらちゃんと回る。それはもちろん色ん

なトラブルが少しずつあったとしてでも、やっていくのが普通じゃないです

か。それがずっとトラブル続き。トラブルを挙げたらびっくりしますよね、
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本当。これは連結管の詰まりですとか、炉の熱耐力の不足ですとか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 町田委員、もう少し質問に入ってください。 

○委員（町田康則君） 

 ですから、この施設がやっぱり今は確かに高い、コスト的に高いのでは運

転されていますけど、コストをそんなに下げて効率のいい施設ではないと思

われませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 まずご質問の中で、最初に、長かったからちょっとうろ覚えのところがあ

りますけど、ガス化溶融炉というのに対して全国の都道府県にあって、ガス

化溶融技術が未熟だというアンケートがあったというのは、私は見ていない

からそれを見ないと何とも言えないんですけど、各自治体さんがどういうふ

うな評価をされているかというのは私はわかりません。それに対して、ドイ

ツから川崎製鉄が導入したというのは、大きく言えばガス化溶融炉のうちの

カテゴリーのうちの１つのガス化改質炉だと思いますけれども、それと最初

の全国の自治体にアンケートされたやつとがどういう整合性があるのかとい

うのはわかりませんから、その点については何とも言えません。最初のやつ

はガス化溶融炉じゃないかと思いますので、ガス化改質炉についてはドイツ

から確かに輸入してきたものだというのはそうですけれども、前のアンケー

トとはちょっとどういう関連性があるか私はわかりません。 

 それから、今の発注資料から色んな経緯があったとかというふうになって

いますけど、本来変更覚書ですね、あれになる経緯ももちろん皆さん色々明

らかにだんだん明らかにというか、当然ご存じだと思いますけれども、元々

の設定が用役なんかについても基準ごみの８０，０００ｔだったら何ぼなる

のと、こういう条件を提示しなさいということから始まってこうですねと。

実際にはごみなんか増えますから、それに応じて当然変更するんで、それに

対してどういうふうにするかというのが変更覚書の用役に関する骨子のうち

の１つですね。それはそれ。それと、それに対して、またそれ以外に運転だ

とか維持管理だとか何かそんなような別のやつがありまして、それは変更覚

書で規定しておって、実際にそのお金で支出がそれ以上に増えているかとい

ったらそんなことなくて、ちゃんとそれでやっていただいているんじゃない

かとこう認識しておりますから、今のご質問は何とも答えようがないなと思

っております。 

 それと、最初の用役の話については、色々そこがまさに裁判で争っている

ところにもなっておりますから、その点について量が増えているのは確かに

そうですよね。量が増えているというか、量が変動しますから、それに対し
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て高い温度でやらなきゃいけない分だとかいうのが増えているとかそういう

のがありますから、その点についても見解の相違みたいなのかどうかわかり

ませんが、裁判で争っているというところであります。トラブルが多いと言

われましたけど、連結管が詰まるというのは、まさしくその話でありまして、

温度を上げないと溶けないというのは事実なんですね。ですからそういうの

はありますけど、それはトラブルというよりもこの施設での特性だと。こう

言うと、また、刺激的で怒られるかもしれませんけど、集めてくるごみが実

際にそういうふうなごみになっておるということであろうと私は思っており

ます。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで休憩をします。４時から委員会を再開します。 

（午後３時５４分 休憩） 

（午後４時００分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 休憩前に引き続きまして委員会を再開します。 

 委員長のほうからもう一度確認をさせていただきます。本委員会は事実を

確認することが目的でございますので質問しますけれども、先ほど水を入れ

る前にですね、入れることを了承されたのかされなかったのか、イエスかノ

ーかでお答えください。 

○証人（大杉 仁君） 

 何にもないグリーンフィールドでいきなり水を入れ始めたんじゃないのと

いうようなことではないということをご理解いただいた上では、入れる直前

に「入れますよ」といって言ったわけではないと思います。でも、それは同

時並行的にごみ処理を続けているということで、当然把握されていることで

あろうというふうに思っております。 

○委員長（西口雪夫君） 

 言われなかったと理解してよろしいですね。どなたにも、組合関係の方に

は。 

○証人（大杉 仁君） 

 それだけを突っ込まれると私も申し上げたいと、こういうところがありま

すが、要は水を戻して、それで何とかごみ処理を続けてきていて、当然そこ

にも組合さん、いつも担当者の方がおられたので、同時並行的にご存じの状

態でやっているというふうに思っております。 

○委員長（西口雪夫君） 

 担当者はどなたに。 

○証人（大杉 仁君） 
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 担当者というのは、そのときの事務局皆さん一体になってやっていました

から、どなたとかというわけではないですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私は事実確認をとりたいものですから、そこをお聞きしています。 

○証人（大杉 仁君） 

 今、言ったのは、だから、そういう意味ではだれとかいう特定じゃなくて、

それはもうみんな、皆さん一緒ですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 でも、言われたわけじゃないんですね。相談をされたわけじゃないんです

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 だから、相談という意味では。 

○委員長（西口雪夫君） 

 口頭で。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういう意味では、ごみ処理を何としてでも続けろというふうに。 

○委員長（西口雪夫君） 

 答えになっていません。私の質問に答えてください。口頭で相談されたわ

けじゃないですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 口頭で、いや、要は止めさせてくださいと、こういうことに対してまかり

ならん、何とかごみ処理を続けろというふうに口頭で。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私は、水を入れたか入れていないかを聞いております。どうですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 水を入れる直前に、ただ単に水を入れますよと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 私の質問に答えてください。質問に答えてください。お願いします。 

○証人（大杉 仁君） 

 水を入れる前にだれかに言ったかという意味では、そこの許可を取ってい

るというようなところでやっているようなわけではありませんけれども、一

緒になってやっているんですから、それは当然知っておられて当たり前でし

ょうというふうに思っています。 

○委員長（西口雪夫君） 

 言っておられないということですね。 

○証人（大杉 仁君） 
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 いや、どうしてそういうことになるのかな。 

○委員長（西口雪夫君） 

 松永委員、どうぞ。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、その水ですね。水の件でちょっと追加で。大体どれぐらいの量

を入れられたんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 ちょっと忘れましたが、少なくとも石河さんのところにあるね、何か５，

０００ｍ３だとかね、そんなようなオーダーではなかったと思いますよ。も

う忘れました、それは。 

○委員（松永隆志君） 

 もう忘れられたけど、量的にかなりのものは。 

○証人（大杉 仁君） 

 逆に言えば、何か打合せしてでもやっぱり抜かなあかんねとかいうことに

なって、抜いた量に相当する分でしょうから。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、抜いた量というのが、バキュームカーで抜かれたら、バキュー

ムカー何台だったという記録はあるわけでしょうかね。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、ちょっと記憶はないですね。わかりませんが。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、調べたら記録としては事務所内に残っているということですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 それはわかりません。それはちょっとわかりません。要は、それに相当と

いうか、わかりません。 

○委員（松永隆志君） 

 証人のお話を聞いていますと、大変運転当初苦労されて、このごみの処理

に一生懸命やられたというのはお話で十分わかります。それで、結局は運転

経験というのは、もちろん千葉にデモ機はあったと思うんですけれども、実

際の稼働として、証人としてはこのサーモセレクトのこれの処理に当たられ

たのは初めてなんでしょう、この運転経験。 

○証人（大杉 仁君） 

 すみません。質問がちょっと。 

○委員（松永隆志君） 

 運転経験として、その職員の方を含めて実際稼働のあれというのは、デモ

機で行われた方もおられるとは思いますけれども、その状況はどがんだった
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んですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 運転法案そのものは教育いたしておりましたし、それから、ＯＪＴ的に言

うと、最終的には試運転のタイミングのときにトレーニングをしたことです

ね。 

○委員（松永隆志君） 

 しかし、試運転のときといっても、今まで例えばストーカ炉とかなんかは

どこでもあるような形で、一定の技術を持った方なら経験というのがあられ

ると思うんですけれども、教育を受けられた試運転のときというものだけで、

言ってみれば運転的には皆さん未経験の部分が多くて試行錯誤していたとい

うことですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 そんな試行錯誤がものすごいかといったらそうでもなくて、標準的な運転

法案みたいのは当然ありましたから、標準的なやつはできておりましたです

ね。ただ、さっきも言っていましたけど、要は標準どおりにやっていると、

溶けにくい、ものすごくわかりやすい言葉で言ったら溶けにくいとか、さっ

きのだんだん詰まってくるというようなところで、要はそれを溶かすのには

温度を上げなきゃいけないと、こういうのは、だんだんそれもわかってくる

話なんですけど、今度は温度を上げるといっても、ごみを処理しながら炉の

上部の温度を上げるわけですから、それなりに技術が要りまして、どうやっ

たらごみのカロリーも維持しながら温度も上げるかというような効率的なや

り方をやるのに苦労はしたなという気がしますね。 

 もっともその前の段階として、元々何で詰まるのというところから始まっ

ていたとは思うんですけどね。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、例えば、排水をピットに注入という決断は証人が所長としてされ

たということですけれども、それに対しては当然設計とかなんかに当たった

本社なり、技術部門や何かへ相談というのは当然されたと思いますよ。 

○証人（大杉 仁君） 

 だから、それが要は、後でだんだんわかってくるんですけど、元のシリカ

の水が高くて、それでシリカがだんだん詰まってきているんだとかですね、

それから、今、灰分が溶けて、スラグだとか出てくるやつを、成分を調べて

みると、やっぱり何というか、融点というんですけど、溶ける温度は確かに

高いよねとかね、だんだんそういうのは本社と一緒になってわかってきて、

今に至っております。 

○委員（松永隆志君） 
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 だから、その水投入については、組合には直接口頭で言わなくて、今の話

のあれはのけとって、本社とかなんかに対しては、技術的なあれの専門は設

計から何から携わった本社に技術者がおられるわけですから、そこへの相談

というのは当然されたんでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 だから、シリカがだんだん詰まってくるということなんかについては、当

然事象としてはわかっておりますから、それで後にシリカ除去の設備を造っ

たりとかというようなときに結びついてくるわけですからね。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、水をピットに投入という判断のところは相談はされなかったんで

すか。所長としての独断でされたんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 独断とかというわけではなくて、今、言っているようなこと以外にですね、

例えば、炉が上の連結管が詰まってくると止めて、どんどん温度を上げるよ

うな操業をしなきゃいけないとか。 

○委員（松永隆志君） 

 その辺はわかるので。 

○証人（大杉 仁君） 

 そういうようなことも全部。 

○委員（松永隆志君） 

 本社への相談とかされたの。 

○証人（大杉 仁君） 

 ああ、それはだから、いちいち本社への相談というのは、当然大きな話で

はやっていますけど、その日の操業で止めるか止めないかとか、何か温度を

上げるような装備をするかどうかというのを相談するのは組合さんのところ

ですよ。事務局のほうですよ。 

○委員（松永隆志君） 

 いや、私が聞いているのは温度の話じゃなくて、ピット内に水を投入とい

うのは、組合にさっきは当然運転するためには必要なことだということで、

組合も暗黙のうちにわかっていただろうというふうな言い方だった。 

○証人（大杉 仁君） 

 暗黙じゃなくて、見に来られているからわかっているでしょうと言いたい

だけです。 

○委員（松永隆志君） 

 それは、そしたらば所長の独断だったのか、いやいや、それは技術的にそ

ういうふうな手法もあるよということで、本社の技術部門や何かで、証人も
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この運転の所長はしておられても、設計から何からの専門じゃないわけでし

ょう、この機能の、機械の。 

○証人（大杉 仁君） 

 もちろん、そうです。ただ。 

○委員（松永隆志君） 

 そうでしょう。だから、そこに当然相談されたのかということを聞いてい

るんです。 

○証人（大杉 仁君） 

 水を入れて、それで何とか処理を続けるかということ自体については、そ

のアクションそのものについては相談していないと思いますね、恐らく。た

だ、今、言っているのは、何で詰まってきているのかとかね、そういうふう

なところを言っているだけであります。 

○委員（松永隆志君） 

 その詰まっているのはもういいんですよ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 質問だけお答えください。 

○委員（松永隆志君） 

 水の投入の部分だけは、そしたら本社には相談せずに、当然必要なことだ

と思って所長の判断で水投入というのを職員に指示して投入させたというこ

とで理解してよろしいんですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 ご理解という意味ではね、何とかしてごみ処理、これでするわけじゃない

ですけど。 

○委員（松永隆志君） 

 それはそうです。さっき前提として、一生懸命やられたというのを前提と

して。 

○証人（大杉 仁君） 

 ごみ処理を続けるためにどうしたらいいかというやり方を判断したのは私

であり、それは組合さんももちろんご了解の元で一緒にやっておるというこ

とであります。 

○委員（松永隆志君） 

 そして、本社にはそういうことは、水投入というのは事前には相談はしな

かった。 

○証人（大杉 仁君） 

 事前にやっているような、そんなようなことではないと思いますね、恐ら

く。 
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○委員（松永隆志君） 

 ピット内に水を投入するということは、本社の技術部門にも言うほどのこ

とでもなかったわけですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、それをどう取り扱うかというのは、見解がある、認識があるんじゃ

ないですか。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、報告されたのか、されてないのか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、報告していないという意味では報告してないんですけど、それは取

るに足らんことなのかというような言われ方をすると、いや、それは必ずし

もそうじゃないんじゃないですかという意味ですね。 

○委員（松永隆志君） 

 そして、ここの運転で非常に未熟な、経験的にも操作も未熟だから、最初

処理に滞っているんだよというふうなこともそちらから言われたということ

も聞いているんですけれども、それで、実際に２炉から３炉運転に切り替え

てほしいということで組合からあったら、本社に相談せんといかんというお

話を大杉さんがされたということであっておりましたけれども、これで結局

人員を増やさなくちゃいけない、経費も増えるということでのご相談だった

と思うんですけれども、実際ですよ、この炉を運転していて、当初の計画よ

りか人員体制も今も多いと思うんですよ。実際にどれくらい経費的にはＪＦ

Ｅとして、当時所長として、この炉はとにかく持ち出し分が多いなというふ

うな感じのところというのは、実際に人員やなんかでどれぐらいの負担とい

うのを増えたというふうにご記憶されていますか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、まず最初のところから全部言われたままに答えると、最初のところ

が全部追認する形になるから１個１個言っていきますと、未熟だからどうの

こうのというのは、確かに経験ないというのはそうなんですけど、標準的な

やり方よりも非常にさっき申したように温度を上げなきゃいけないとか、色

んなところがあったというのが大変な思いをしながら来たことだと、それか

ら、シリカが詰まってくるというのは、水の量だけじゃなくて、色んな冷却

系統のところで詰まってきたというのも、これまたやはりダメージが起きた

というのは、それはあります。そのためにしょっちゅう熱交換器なんかを掃

除せなあかんとかという。 

○委員長（西口雪夫君） 

 証人、すみません。時間もありませんので、簡潔に答えてください。 
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○証人（大杉 仁君） 

 それで、いずれにしても３炉体制でずっとやらないかんだとか、それから、

人はまああれですね、どっちにしてもあれでしょう。組合さんにご負担いた

だくという意味では、変更覚書のところで規定された分を守っている。 

○委員（松永隆志君） 

 そこを守っておられるというのは、それが前提で、職員も今もかなりたく

さんおられて、かなりＪＦＥとしても負担されている部分というのが結構あ

るんじゃないかと思うんですよ。 

 だから、所長をしておられて、いや、この施設は本当金を食う施設だなと、

自分たちが運営していても、組合から委託されている、もらっている金で十

分利益を得ていますよというのか、いやいや、それよりかこんな掛っている

んですよという。 

○証人（大杉 仁君） 

 同じような質問を前にもしていたと思いますけど、まさに裁判の争点のう

ちの１つになっているところなんでね、やはりここはちょっと、それはコメ

ント控えさせてもらわないかんと、そう思います。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、経費とかＪＦＥ負担については、ちょっとその辺のところはお

答えできないということで。 

○証人（大杉 仁君） 

 私が言えるのは、変更覚書に従って、用役はあれですけど、それ以外のと

ころ、運転経費だとか、維持する分だとか、副産物とかですね、そういうよ

うなところは、あの契約に基づいた値でもってやっていただいているという

ふうに認識しております。 

○委員長（西口雪夫君） 

 あと人件費と酸素はこちらのあれには入っていないんですか。その辺の持

ち出し分、わかりませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 組合さんが今、ご負担いただいている分は、その変更覚書の契約のところ

でやっていただいている分で、できていると認識しております。これ以上の

ことは、基本的にはさっきみたいな裁判の争点になるやもしれないので、コ

メントは控えさせてもらいたいと思います。 

○委員（松永隆志君） 

 はい、わかりました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 最後に何か。柴田委員。 
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○副委員長（柴田安宣君） 

 すみません。今、委員長のほうからも聞かれよったんですけれども、私、

柴田というんですけれども、今、多くの人間が、当初予定以上の人間を配置

して運転されているというふうなことを聞いたんですけれども、運転自体は

何人ぐらいで運転されているんですかね。 

○証人（大杉 仁君） 

 今、わかりません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 柴田委員、ちょっとよかですか、すみません。 

 先ほどの松永委員の質問ですけれども、裁判の争点とはちょっと違うと思

うんですね。今の持ち出し分ですよ。私も、これはあと１５年経ったら瑕疵

期間が過ぎますので、その辺の事実を確認しておかんとこの百条の意味がご

ざいませんので、ぜひその辺をお答えいただきたいと思います。所長をされ

ていたからわかっでしょう、ある程度は。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、ただ、いずれにしても見解は、委員長はそういうふうな見解なのか

もしれませんが、私としては今のまさに裁判の争点のうちの１つだと認識し

ておりますので。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いや、裁判は、人件費は争っとらんでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、裁判に全く影響しないのかどうかという判断が私にはできないです。 

○委員（松永隆志君） 

 なぜ私なんかがお伺いしようと思ったのは、やっぱり将来にわたって、今、

裁判していますけれど、裁判が終わったら、ここのある施設、ある機関はＪ

ＦＥと組合も仲よくまたやっていかんばいかんわけですよ。そのとき、一番

問題なのが経費の点で、やっぱり今、この前、佐藤証人はトン１万３，００

０円ぐらいでできている、今現在。だから、そんな高くないんですよという

お話もあったもんですから、そしたら将来ともそのくらいの経費なのかなと

思っていたら、どうもそれ以外にもかなりのところ、人件費を含めて負担し

ておられる部分があるということも聞いたもんですから、その辺のところを

ちょっと教えていただければ、将来に向けては。 

○証人（大杉 仁君） 

 少なくとも私の答える所掌範囲の中ではないと認識しております。 

○委員長（西口雪夫君） 

 当時所長をされておって、そのときの人員かれこれは何名ぐらいいらっし
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ゃいましたか。元々３１人ぐらいでこちらは応札で上げているんですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 何人だったかはちょっと覚えていないですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 酸素がかなり当時、こちらに１０ｔ車で１日２台ぐらい来ておったように

思うんですけれども、その辺はおたくのほうで負担はされておったと思うん

ですけど、その辺は１７年度でどれくらい負担があったかわかりませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、そういう意味では全く記憶がありません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 所長をされておって、ある程度わかっとっでしょう。当時所長をされてお

って、どれくらいの経費が掛ったなと、これに掛ったなとわかるでしょう。 

○証人（大杉 仁君） 

 いつ、幾ら掛っているかというような把握はして、今、過去の記憶はあり

ませんね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 そういう連絡は来ませんでしたか。所長をされたら、それくらいはわかる

はずでしょう。全体を把握しとかんといかんでしょうから。 

○証人（大杉 仁君） 

 今、答えるだけの記憶がないと言うしかないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 だから、ちょっと変えますけれども、そういう記録というのは、例えば、

どれぐらいの何台と、さっきのバキュームカーと一緒ですけれども、記録と

してはそちらの事務所なり、どこかにちゃんと残っているんでしょう、経費

に掛る記録というのは。当時を含めて現在、現在なんか絶対ないといかんで

しょうけれどもですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 まあ、把握はしておったんじゃないかと思いますね。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたら、記録は、当時所長をしておられたときにはそこには残っていた

んですたいね。あったということですよね。今、あるかどうかはわからない

けれども。 

○証人（大杉 仁君） 

 まあ、あいまいなんで、記憶がないから何とも答えのしようがありません

ですね。 

○委員（松永隆志君） 
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 そしたら、とにかく記録はちゃんとあるわけですよね。 

○証人（大杉 仁君） 

 今から思い返すに、あったんだろうなと推定はできますけれども、ちょっ

と記憶はないですね。 

○委員（松永隆志君） 

 わかりました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 柴田委員。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 甲第３０号証の３のほうを提示して。 

（証人へ甲第３０号証の３を提示） 

○副委員長（柴田安宣君） 

 この右のほうですね、これ左のほうが変更覚書の締結前の会議なんですけ

れども、この右のほう、大杉さんはここから参加をされておりますけれども、

これは大体何の会議だったんですか。どういうことの協議をされたんですか

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 施設の動く平成１７年の４月よりも前は試運転関係の話ですね。操業が始

まってから後は操業絡みの話ではなかったかと思いますが。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 これの一番上を見ていただければわかりますけれども、組合のほうから変

更協議案の提出とあります。 

○証人（大杉 仁君） 

 えーっと、どこですかね。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 一番上、１７年の１１月２９日ですね。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 これから察すると、左のほうで変更覚書を取り交わした後から１年経った

後からは、またそれについての協議が提出されたというふうに理解をするん

ですけれども、そういうことになっておるわけですかね。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、すみません。質問の意図もちょっとわからないで、趣旨がちょっと

ごめんなさい、わからないんだけど、何になっているのかというのは私わか

らないですね。何だろうな、これ。 
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 今、どれのことを言われているのか。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 この一番上を見てみてください。 

○証人（大杉 仁君） 

 一番上は、組合から変更協議案提出とありますね。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 だから、何の変更かわからんとですけれども。 

○証人（大杉 仁君） 

 ええ、何かわからないですね。何だろうな。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 あなたが、それから１８年の３月１６日からずっと入ってもらっています

よね。 

○証人（大杉 仁君） 

 平成１８年のといったら、１７年が。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ４月が稼働です。 

○証人（大杉 仁君） 

 １７年の４月が稼働ですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 稼働です、はい。 

○証人（大杉 仁君） 

 だから、稼働した後の操業状況か何かの報告みたいなので出ているんじゃ

ないかなと思いますね。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 １８年の３月１６日に組合のほうから提案されたものが組合に回答という

ことで出ております。これはどういうことを協議して、それに対する組合の

ほうに回答されたのかなと思うんですけれども、協議の内容は覚えておられ

ませんか。 

○証人（大杉 仁君） 

 覚えていないですね。何のことかちょっとわかりません。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 それから、その下のほうにもずっと資料を提出し、用役費の超過の価格の

問題ということで、１８年の７月２８日分、協議されているですよね。超過

額についてどうするのかと。 

○証人（大杉 仁君） 

 はい。 
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○副委員長（柴田安宣君） 

 そういうときの議論というのは、どういうことが議論されたか、わかって

いる範囲内でいいんですけれども。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、このときにこの会議だったかどうか、この会議でこう言ったのかど

うかは記憶が全くないんですけど、さっきも何回か言っていたやつに絡むん

ですが、主には連結管の温度を上げないと操業できないといった今の話につ

ながるんですけど、要は温度を上げるためにエネルギーを投入して、何を言

っているかといったら、ＬＮＧと酸素を入れて全体の炉の温度を上げるとい

うことをやってきたわけですよ。だから、その分に関してはもともと想定以

上に当然使っておるわけですから、こういうのが超過しますよね。これは何

というか、もともとの溶ける温度が高いので、こういうやり方をしないとご

み処理はできないから、この分は超過するけど、これはお客さんが払ってよ

ねとかいうようなことを言っておったんじゃないかなと思います。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 それから、その下のほうで変更案の資料ということがずらっと並んで、そ

れについての協議ということがありますけれども、あなたが出席されたりさ

れんだりということで、されたときだけで結構だと思うんですけれども、ど

ういう内容の協議を変更ということはされておったんですか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いや、この後は記憶にないというか、私自身、これどこも登場していない

でしょう。いや、いないからわからないですね。ここから以降は私自身は登

場していないです。 

○委員長（西口雪夫君） 

 柴田委員、ちょっといいですか。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 はい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ちょっと、すみません。 

 先ほど松永委員から質問があっておりました持ち出し分ですね、今、組合

が出しておる分はわかっておるんですけれども、今回、百条委員会で一番重

点を置きたいのは、今、幾らおたくのほうで、ＪＦＥのほうで負担されてお

るかなというのもちょっと調査したいんですね。 

 それで、この分、今、私所長じゃないからわからんと言われましたけど、

どなたに聞けばその辺は回答できますかね。今の所長の方ですかね。 

○証人（大杉 仁君） 
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 そうじゃないと思いますね。今、だれに聞くのが適当かということはわか

りません。 

○委員長（西口雪夫君） 

 少なくとも、あなたが所長のときにはそういうことは把握できておりまし

たか。 

○証人（大杉 仁君） 

 その辺ちょっと記憶にないんですが、いずれにしても裁判でひっかかって

くるところであると言われるならば、それは裁判でやるんじゃないかなとい

う気はいたします。 

○委員長（西口雪夫君） 

 柴田委員。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 なら、最後の２０年の６月５日ということで、協議決裂により平成２０年

９月３０日付で提訴となっております。この中で山田取締役を含めた吉田部

長、久野さんという方がおいでで、そういうことで決裂をしたということは、

精算においての協議の会議だったろうと。それから、変更というのは何らか

の形で変更しようじゃないかという協議だっだろうと思うんですけれども、

あとは入ったり入らんだったりということなんですけれども、これは大事な

ことで、記憶にある分で結構と思うんですけれども、説明いただけんですか

ね。 

○証人（大杉 仁君） 

 記憶にないんですよ。実際に入ったり入らなかったりとかとおっしゃいま

すけど、ここ後ろは全然私は入っていませんのでね、わからないというか、

記憶にないのは多分入っていないからじゃないかと思います。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 はい、わかりました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 最後にお聞きしますけれども、今回、私たちは最初の応札条件で５億８，

７００万円といった金額で、市民の皆さん方が実際１７年、１８年で２倍近

くの経費が掛っておるということはおかしいと言われるものですから、それ

で百条を開いておるんですね。 

 それで、実際、今のこちらの組合の経費はわかるんですけれども、ＪＦＥ

が負担している経費はわからないんですね。先ほど裁判で、裁判でという回

答がですね、これはひょっとしたら百条委員会で証言拒絶と評価される可能

性もあるんですけれども、それでもやはり超過経費、今、持ち出し分に対し

ては証言はしたくないと判断してよろしいでしょうか。 
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○証人（大杉 仁君） 

 いや、少なくとも私は今の理由からここで発言するには適当ではないと思

っていますし、私自身は答える立場にも当然ないと思っています。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、このことを聞くのにふさわしい方は、今は所長をやめとらすけん

があれですけど、どなたか、今のＪＦＥの関係の方でどなたにお聞きすれば

よろしいでしょうか。 

○証人（大杉 仁君） 

 いやそれは、まず、第一義的には裁判に係わることだから、私が言う立場

じゃないというのは別にして、そもそもこういうことを答えるような形じゃ

なくて、組合さんに別に契約期間中は何というか、今の変更覚書でよいとい

う、これで裁判になっているんですけど、今の解釈の違いみたいなのもあり

ますけど、それ以外のところは、ご負担いただいているのはこのままなので、

それ以上答えるところにはないと思っております。 

○委員長（西口雪夫君） 

 はい。 

 このことに関しまして、補佐人と一回相談されて、どうですか、今の私の

質問に対して補佐人と１回相談されてください。 

○証人（大杉 仁君） 

 ああ、何。私が。（「相談してくださいと」の声あり） 

○委員長（西口雪夫君） 

 相談してください。 

○証人（大杉 仁君） 

 わかりました。（発言する者あり） 

（証人と補佐人相談中） 

○証人（大杉 仁君） 

 裁判に絡む話なので、補佐人のほうから補足の説明をさせていただきたい

んですけど、よろしいでしょうかね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 結構です。すみません。 

○証人（大杉 仁君） 

 わかりました。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、今日は長時間にわたりましてありがとうございました。 

 以上をもちまして、証人尋問を終わります。ご苦労さまでございました。 

（証人退室） 
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○委員長（西口雪夫君） 

 しばらく委員会を休憩します。 

（午後４時３３分 休憩） 

（午後５時３０分 再開） 

○委員長（西口雪夫君） 

 委員会を再開します。 

 今までずっと証人尋問をやってきたわけですけれども、ここで新たに証人

尋問が必要かどうか、その辺を検討していただきたいと思います。松永委員。 

○委員（松永隆志君） 

 今回の証人ですね、ＪＦＥからの証人の証言を聞いていますと、組合側と

意見というか、実際の事象に対するとらえ方とか、事実で相反する意見が出

たわけですよね。そういうことを再度組合側に確認する必要がありますので、

共通してずうっと出ておられた重野さんに対しては、もう１回ちょっと聞き

たいことがあるので来ていただきたいと思います。 

 まず項目的には、第１番目に応札条件から年間経費内訳書に至る当時の川

崎製鉄とのやりとり、それがまず第１点目。 

 第２点目が、次は覚書ですよね。覚書作成の過程、そして、締結の日時に

ついて。 

 ３点目が変更覚書の内容。特に覚書に記されていない事項、それについて

の協議の内容ですね。 

○委員長（西口雪夫君） 

 今、松永委員のほうから３点ありましたけれども、今の証人尋問項目の中

で重野氏を招致することに賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○委員長（西口雪夫君） 

 全員賛成で重野氏の証人を決定させていただきます。 

 ほかに何かございませんか。記録提出請求について何かございませんか。

松永委員。 

○委員（松永隆志君） 

 ＪＦＥに対して記録提出の請求を行いたいと思います。 

 その項目につきましては、まず、ＪＦＥがこの施設立ち上げ以降、ＪＦＥ

として負担した例えば人件費とか、そして、ピット内に水が溜まった、そう

いうものの排水に要した経費とか、それら含めて年度ごとの経費とその内訳、

そういう記録が当然この施設管理のために使われた経費というのが残ってい

ると思いますので、その内訳の提出をお願いしたいと思います。 

○委員長（西口雪夫君） 
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 松永委員のほうからＪＦＥが本格稼働しました平成１７年以降の、ＪＦＥ

が出された金額に対しての内訳書の請求をさせていただくことに賛成の方、

挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、決定いたします。ＪＦＥのほうに請求をさせていただきます。 

 ほかに何かございませんか。（発言する者あり） 

 日時をはっきりさせておきます。重野氏を招致する日にちはいつがいいで

すか。松永委員。 

○委員（松永隆志君） 

 案としては何日があるんでしょうか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 一応私の案としては、先ほど５月の１８日が吉次さんお一人を招致してお

りますので、その日の後にでもどうかなと思っておるんですけど。 

○委員（松永隆志君） 

 早いほうがいいと思いますので、１８日で、間に合えば。 

○委員長（西口雪夫君） 

 また、この辺の細部にわたっての変更はあるかもしれませんので、証人と

その辺は調整しながら、一応委員会の決定としましてはそのほうで進めさせ

てもらっていいでしょうか。柴田委員。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 奥村さんとか、もう１人のＪＦＥの人は、名前があったでしょう。それは

２３日ぐらいに招致ということは考えていないですか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 今、奥村さんと藤田さんですか、２名のＪＦＥの関係の方の招致をどうす

るかといったご意見がございましたけれども、いかがですか。柴田委員。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 さっき言われるように、どうしてもこっち側も確認はいかんばいかんけれ

ども、今、呼ばれた流れの中で、覚書もしくは変更覚書についてのそれぞれ

の見解のずれがあるような、同じようなことだろうと思うちゃおるけれども、

そこら辺の流れも確認のため。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ここで言えば、奥村さんというのが一番、当時部長をされておったという

ことで、かなり力もあって権限もあったでしょうから、その辺を皆さんがど

う反応されるかですね。田添委員。 

○委員（田添政継君） 
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 重野証言でＪＦＥ側から言うのが正しいとなればもう呼ぶ必要がないと思

いますので、食い違ったときに３つの確認のためにということはあるのかな

と思います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 とりあえず、５月２３日が予備日だったんですけれども、また日にちを後

に回しても、その重野さん、１８日が済んだ後にもう１回委員会を開いて、

そこで最終的にどうするかを決定するでよろしいですか。 

○委員（柴田安宣君） 

随分遅れるのでは。 

○委員長（西口雪夫君） 

しかし、それは仕方ないでしょう。 

 変更覚書にやっぱりタッチされると、奥村さんが部長で当時タッチされて

おったということは今日の久野さんの証言で明らかになりました。 

 あと藤田さんはどういったあれかな、元々は。 

○委員（松永隆志君） 

 藤田さんはね、とにかく応札条件とか、年間契約内訳書、最初売り込みに

来らしたときに、佐藤さんの証言では８０，６６５ｔで２，０００ｋｃａｌ

が前提としてこの応札条件の金額、そして、５億８，７００万円か、それも

出てきているということやったったい。それをその当時の担当として、もう

そういう認識で向こうはおったと言わすけれども、そういうのをちゃんと説

明したのかというのが１点と、もう１つは、年間経費内訳書を提出するとき

になぜ組合が提示した額よりか大幅に少ない５億８，７００万円で出してき

たか。それは組合側に言ったら、もっと安うしてこいと言われたという話を

聞いていますと言った。そんなこと、何のためかどうかわからんけど、まあ

本筋とは余りね、特に奥村さんに聞くものよりかは聞かんでも、その証言は

あったってどうってこともなかぐらいのものではあるとさ。 

○委員長（西口雪夫君） 

 藤田さんの場合は。 

○委員（松永隆志君） 

 うん。その当時の担当のあれとして、そこは聞いとかんばと。そこはね、

やっぱり入札に至るところで重要なところだからと思わすなら、やっぱりそ

こば聞かんばいかん。色々その当時、説明の何のと言わすけれども、機種選

定に至るまでのところから、機種選定というか、入札に至るまでのところと

して、そこが一番係わっていると思うならば、その当時の向こうのメーカー

の担当者ば、それが藤田さんでしょうから。 

 だから、その入札とかなんかを経ているんだから、機種選定とかなんか、
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その辺はどうっちゃよかたいというならば、その辺の細かなことは省いて、

変更覚書のほうでいくならば、さっきの奥村さんになると思います。 

○委員（柴田安宣君） 

これはだけど、変更覚書についての新しい証言をもらえるかな。 

○委員長（西口雪夫君） 

 変更覚書には、奥村さんを呼べば幾らかもらえるでしょう。当時の一番親

分ですけん。 

○委員（松永隆志君） 

 佐藤さんはどうするのかと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 また呼ぶごと。 

○委員（松永隆志君） 

 と、藤田さんとかさ。今、問題になりよっとは藤田さんですたい、その前

の人やけん。それはどがんすっと。（「また佐藤さんを呼ぶべきか。」の声

あり）佐藤さんは、奥村さんば呼ぶけんがよかでしょう。 

○委員長（西口雪夫君） 

 もうよかでしょう。 

○委員（松永隆志君） 

 一番の責任者ば呼ぶけんが。佐藤さんという名前は出たばってんが、そこ

はよしとして、要は藤田さんですたい、藤田さんはその前の話になるとです

たい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 佐藤さんの前任になっとっとですか。 

○委員（松永隆志君） 

 うん。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、奥村さんをちょっと調べていただいて、今のお勤めとか。委員会

のほうで奥村さんをどうしますか。手を挙げて、皆さん。 

○副委員長（柴田安宣君） 

 終点が変更覚書という形になってくれば、当時からわかっておる人間を、

佐藤さんにするか、改めてもう１回呼ぶか。 

○委員（松永隆志君） 

 もう奥村さんに聞くとはもう決まっているんですよ。覚書の協議の中で、

さっき言った一番変更覚書になって入ってきた項目、覚書がなくて入ってき

た項目、これはどこの時点から入れたのかといったら、久野さんに聞いたら、

自分が入った１６年のその当時には、もう方向性としてそれは決まっていた
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と。その前の人が聞かんばわからんということで、そこをどういう経緯でな

ぜこれを入れたのかと、そこだけですよ。（「だったら、もうそれでよかと」

の声あり）うん、呼ぶとするなら。いや、もうそれはよかと言わすならば、

それでもう。だから、ただ呼べばよかじゃなくて、何のためにどこば聞くか

ば決めんばいかんとやっけんが。 

○委員（田添政継君） 

 ただ、それは重野証言で明らかになるんじゃないですか。そういうふうに

もしＪＦＥがいうとおりであったらば、そのときに協議したのは、奥村さん

も入っていたのどうかというのを確認していけば。 

○委員（松永隆志君） 

 そうそう。だから、重野さんにまず確認して、それで重野さんもその前、

前回言った協議の中身としては、全体をあれして、向こうからはそがん証言

はなかった、そがんことは言われんやったと、絶対そう同じことを繰り返さ

すけん、そしたらばということで、今度はその次に奥村さんば呼ばんばと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 すみませんね。今、ちょっと書記と協議しとったんですけど、前回、ＪＦ

Ｅの証人４名の方の今の役職とか所属かれこれを一応こちらのほうからＪＦ

Ｅのほうに記録提出として請求しておるんですね。ですから、今度はまず藤

田さんにしても、奥村さんにしても、まずこちらのほうから向こうのＪＦＥ

のほうに今の役職、そのほうを提出してくれということでせんと進まんごた

っけん、まずこっちのほうを先に決定しましょうか。記録提出のほうで奥村

氏と藤田氏の現在の所属と役職及び当時の役職と、この辺を記録提出請求し

たいと思いますけど、賛成の方、挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、決定させていただきます。 

○委員（松永隆志君） 

 そして質問。そこで決めとってもよ、呼ぶ呼ばんはその後やろう。 

○委員長（西口雪夫君） 

 ちょっと確認せんばいかん。 

○委員（松永隆志君） 

 そしたらね、もういっちょね、本当はね、奥村さんと同時期で、もういっ

ちょ上がった藤田さんか、その人もずっと係わっとっとさ、同時期に。もし

奥村さんが来れるとなったらそっちで構わんとばってんが、一応藤田さんも

今、どこという確認をしておったら。 

○委員長（西口雪夫君） 
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 そいけん、今、言うたとは、藤田さんと２人。 

○委員（松永隆志君） 

 それと、もういっちょは、あれはだれか。藤田さんじゃなくて、そのあれ

は。佐藤さんと藤田さんともういっちょだれやったかな。そのときに係わっ

た。ああそうか、これは伊藤さんか、これは要らんね。伊藤さんが出て。自

分の前は伊藤さんと言わしたけんがね。うん、久野さんが前の営業は行っと

んさっけん。 

○委員長（西口雪夫君） 

 重野さんは、今度２回目ですね、呼ぶとすればですね。（「はい」の声あ

り）そしたら、最終的に奥村さんか藤田さんか、皆さんの意見を聞いた上で、

その上で呼んだほうがようはなかかなと今、感じもあるんですけど、とりあ

えず、まずこっちのほうを請求しまして、それで向こうの住所とあれを調べ

て、呼べるようだったらこっちをまず呼んで、新たに委員会の中で日にちを

決定して、その後に重野さんを呼ぶごとしましょうか。 

 今ですね、重野さんが前回の証言の中では、もうそういうことはなかった

とか、私は係わっていないとか言うとらすわけですかね。今度はまたして、

また向こうがあれしたときは、また呼ばれる日のあっとやけんさ、一応奥村

さんと２人の話を聞いてから、最終的に重野さんのあれを、証言をとったが

ましじゃなかろうかというような話なんですけど。 

○委員（町田康則君） 

 重野さんは近くにおって、呼ぼうと思えばすぐ呼べるから。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いや、もう３回目はやっぱり。 

○委員（町田康則君） 

 いやいや、ちょっと待って。呼んでもいいんじゃない。そして、調べてか

ら、ＪＦＥは経費から何から色々掛るから。 

○委員長（西口雪夫君） 

 いや、今回もかなり久野さんと佐藤さん、そして、今日の大杉さん、食い

違いのちょっとあっですもんね。テープ起こしたらまたわかるんですけど、

そういった中でまたひょっとすれば、２人を呼んで、また食い違いがかなり

出てくる可能性もあるわけですたいね、ＪＦＥのほうで。その辺はどうです

か。 

○委員（田添政継君） 

 遡って覚書を締結したということでしょう。 

○委員（松永隆志君） 

 その１点だけやろう。 
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○委員長（西口雪夫君） 

 それは、１点は。 

○委員（田添政継君） 

  そこだけ確認すればいいですか。 

○委員（松永隆志君） 

 そいけん、さっき言った確認項目は、３つはせんばいかんと思います。 

○委員長（西口雪夫君） 

 その辺は、まず管理者にまた確認できますけど、その日に、私のほうで。

覚書とかですね。（発言する者あり） 

○委員（松永隆志君） 

 それはわかるもんや、管理者が、覚書の締結。（「私は初めて見ましたと

言うたば」の声あり）それは初めて見たというのが本当さ。（「無理さ」の

声あり） 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、委員会で呼びますか、重野さんを先に。（「そうしましょう」の

声あり） 

○委員（松永隆志君） 

 そしてね、管理者もね、説明を受けたというレクチャーば受けて来らして、

そして、事前に１２月、契約の直後に覚書のレクチャーを受けてしたという

ふうに思いますと。みんな組合からレクチャーを受けたと証言すったい。そ

の後にこうして重野、いや、本当は１年後でしたというのが出てきたら、そ

れこそ大変なことになっとばい。 

○委員長（西口雪夫君） 

 しかし、私はこれだけの証言の出よるとやけん、一応管理者へも質問せん

ばけんさ、そのことに関しては。 

○委員（松永隆志君） 

 だからさ、その順番は管理者よりかまず重野氏に対して、彼に対してその

辺きちっとしておかんと。 

○委員長（西口雪夫君） 

 でも、その日に呼ぶとすれば、午前中が管理者ですよ。午後から重野氏に

なっとっとですよ、呼ぶとすれば。（「そうですもんね」の声あり）管理者

は先に呼んどっとやけんさ。じゃあ、入れ替えましょうとはでけんとやっけ

ん。 

○委員（松永隆志君） 

 そいけん、それにしてもその日のうちにやっぱり早う片つけんばいかんと。 

○副委員長（柴田安宣君） 
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 聞いたとき、呆れたて。それはあなたが管理者に確認しても初めて見たて

言われる。 

○委員（田添政継君）     

それは委員長が言うたごと、覚書の問題は後で出てきた問題であって、管

理者には今回は聞かんでよかっちゃなか。 

○委員長（西口雪夫君） 

 聞かんでよかですか。（「うん」「管理者は印鑑ばついちょらす」の声あ

り） 

○委員（松永隆志君） 

 そして、覚書の印鑑そのものも公印はついてあるばってん、協議の決裁の

ときはついとらっさん可能性もあるくらいに思うとさ、管理者は。そこまで

いっとらん可能性のあっとやけん。 

○委員長（西口雪夫君） 

 じゃあ、もう決定していいですね。（「はい」の声あり）重野淳氏につい

ては、５月１８日午後から、２時ぐらい、その辺で呼ぶと。（「はい」の声

あり）いや、吉次さんがちょっと無理かもしれんけんが、５月１８日の午後

２時にしますか、どうですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（西口雪夫君） 

 それでは、５月１８日午後２時で決定し、出頭要求を議長のほうへ依頼し

たいと思います。 

次回の委員会は５月８日の午前１０時からを予定しております。 

 その他の件で何かございませんか。  

ないようでしたら、以上で第１７回ごみ処理施設に関する調査特別委員会

を閉会します。お疲れさまでした。 

（午後６時０６分 閉会） 
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